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序 章

本稿は ｢清洲国｣(便宜上､以下括弧を省略する)の県以下のレベルの農村社会を直接

の考察対象とし､日本の満洲支配の崩壊にいたる過程を農業 ･農村支配の実態に即して歴

史的尤把握するo 同時に､清洲国の支配がどこまで浸透していたかを追究する｡

Ⅰ 研究史整理

満洲国の支配をこ関するこれまでの研究として､風間秀人 ｢農村行政支配｣ 1､壕瀬進 ｢1940

年代における満洲国統治の社会-の浸透｣2､浜口裕子 ｢『清洲国』の中国官吏と関東軍に

よる中央集権化政策の展開｣3などがあるO

風間秀人の研究方法と具体的な枠組は以下の通 りである｡氏は満洲国の建国から満洲国

崩壊までを三つの時期 (建由期､日中戦車期｣太平洋戦争期)に分けて検討 し､村政が保

甲制度-街村制度一国民隣保制と転換したとしているO しかし､各時期の政策転換は､一

貫した政策展開の結果ではなく､政策の破綻を受けた政策変更である｡ 清洲国末期には､

協和会の滴洲の農村行政を強化 しようとする念願は画餅に帰することになり､嘩洲国の農

村国民運動組織は質的に極めて脆弱な組織に止まっていたとする｡これは協和会という一

組織の角度から見た清洲国の支配状準であるO 滞洲国の農村支配は一つ面だけではない0

本研究では第四章で滞洲国農村支配実態にも言及したが､協和会の影響は実際的に農民に

ほとんど影響がなかったことが分かった｡満洲国の農村支配実態を詳しく検討する必要が

ある｡

塚瀬運は､1940年代の戦時体制強化により､清洲の農産物と観略物資の供出が強化され

たとする.滞洲の都市は顔 日本人の特性を理解していないから闇経済の存在を実質的に容

認 した｡農村末端の村落は掌握できず､農民たちの戦時体制-協力は十分な成果があげら

れなかったO日本人が多数を占める中央政府で決められる政策は､ 日本人の発想を越える

ことができず､満州社会には受容され掛 ､ものであるた吟了首公署に非 日本人より多薮の

日本人を配置していた｡それによって､清洲国の行政は省から県まで届いたが､県から各

村 ･屯-浸透していなかったとした｡しかし､各県から街村-の支配の浸透を検討しない

まま､清洲国の行政支配が県まで浸透したと結論を出すことは十分ではない｡ 本研究の検

討対象は主に県以下の農村社会について､満洲国の支配実態を検討する｡

浜口裕子は､官吏の動向を分析することにより､.日本留学経験者で日本語のできる者や

協和情動を羊熱心だった者が新たに大臣に抜擢され､旧来の現地有力者から実務型の官吏-

転換したとする｡ 省地方官吏も実務型官僚が増え､日本留学経験者､大同学院出身者､関
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序 章

東州出身者が増加する傾向がみられたことを明らかした｡確かに県長も前述 した傾向がみ

られるが､再任されるケースがおお(､中には満洲事変から県長で､1940年代に入っても

県長職に就いているという者もいた｡そして､中央と地方の摩擦が相当大きかったので､

中央集権を実現させようとした関東軍は､大臣●｡省長などの限られた人選については､そ

の意向を強く反映させ､中央の節制を強めたO県以下レベルの掌握は必ず しも容易ではな

かったとしたO しかし単純に人事から滴洲国の支配を判断することは不十分であり､農村

社会寵治実態から支配を検討する必要があると考えられるも

以上のように滞洲社会の地域支配をめぐって､三氏は国民組織 ･統治政策 ･澗洲国行政

人事の角度 (言い換えれば､満洲国の農村支配機構に沿って､上層組織から満洲下層農村

をみる)から日本の満州支配を分析 した｡
ノ

一方､清洲農村の社会 ･経済と関わる研究も幾つがある｡

まずは中国の研究は以下通 りである｡

解学詩の 『偽滞洲国史新編』(人民出版社 1995年)は､1920年から終戦までの滞洲通

史的であるO そこでは､満洲国時代を三つに分け､農業は ｢農業危機J･｢農業計画い ｢農

業略奪｣にまとめられる｡概観的に満洲国の農欝政策と農村の支配に言及 したが､通史的

なものなので､滴洲農村の支配実態を明らかにしてはし.､ないO

孔経緯の 『新編中国東北地区経済史』･(書林教育出版社 1994年)は､清朝初期から建

国後まやの東北地域社会経済の変遷を記述したO 豊富な一次資料を利用 しているので､説

得力は高い｡特に､清朝時代から民国の東北地方の土地制度の分類 ･転換過程の分析につ

いては高い価値がある｡ 但し､満洲国期の東北地方農業に対する分析は不足している｡

次は､日本方面の研究成果である｡

石田興平の 『清洲における植民地経済の史的発展』(ミネルヴァ書房 1964年)は､満

州の経済を殖民地経済的に形成 ｡発展してきたものと位置づける｡満洲経済は移住植民地

と投資植民地との相互媒介自勺な二重構造をもつ特殊な植民地経済だったので､これを ｢寡

占酌二重植民地経済｣と呼ぶこと●にした∴二重構造を持ちながら､植民地再生産理論とい

う立場から統一的体系的に清洲の植民地経済の発展と経済性格を分析 した｡

中兼和津次の 『旧満州農村社会経済構造の分析』(アジア政経学会 1981年)は､満融

村落の社会 ･∴経済構造の特質を捉えるために､因子分析を用いて複数の基本的な構造因子

なるも.のを抽出し､満洲村落の特質と構造が①村落としての結合はかなり.弱い②村落内の

階級 ･身分は固定していなかった③村落内農家間の共同行為は経済的原理に基づいてとり

結ばれている羊とを明らかにした｡その上で､梨樹県喪家油房屯をケーススタディとして､

村落の生産 ･所得 ･地域循環などを分析し､当該屯では市場関係が村の内部にまで浸透し

ていたが､資本主義的経営や資本主義的行動様式は生み出していなかっとした｡満州の農
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序 章

村は低蓄積⊥低投資一低所得-低蓄積という ｢低水準均衡のわな｣が支配していたことを

論述したoこの分析は､経済学的な角度から清洲農業構造と循環モー ドを分析 したもので

ある｡

前に言及した風間秀人には民族資本を取 り上げた別の研究 『満洲民族資本の研究一 日本

帝国主義と土着資本の研究』(緑蔭書房 1993年)がある_｡清洲国で実施された農産物収

奪政策を全体的に把握し､東北地方の流通の中核である土着資本の糧横が､日本帝国主義

支配の下でどのように商業活動を続けて､日本帝国主義と対抗し､それを●破綻 させていた

のかを究明した｡｢統制経済実施前｣と ｢統制経済期｣とに分けて､日本帝国主義の糧桟に

対する政策を分析した｡特に統触経済期の農産物統制政策と糧桟の対抗､公定価格と農民

の出荷拒否､闇市場の形成などにより､1942年までの統制策が失敗におわり､1943年から

農産物略奪政舞へ実行すること明らかにしていた｡だがこの研究では､農産物の流通を中

心とした農村の実感や農業政策面そのもの隼ついては検討されていないO

濠東進の別の研究である 『中国東北地方経済史研究』(東方書店 ■1993年)は､中国東

北地域の経済的変化を追っている｡19世紀から1945年までの東北経済の変遷を取り上げ､

地域の歴史的変遷を清洲経済の変化 と関連させながら検討 したものである｡.筆者は満洲地

域ゐ経済発展と地域経済発展の原因を鉄道厳設に求めているO鉄道敷設によって､満洲地

方の従来の通商ルー トは変化し､農業生産も変化し､金融状況も変化 した｡さらに､筆者

は満洲地域を九つの地域に区分し､鉄道敷設が地域の市場圏の変化をもたらし､その市場

圏は都市と都市こ街と街の経済関係に影響を与えたとする｡一市場圏の盛衰が鉄道敷設によ

って新たな後背地を獲得できるかどうかによっていたことを検出した0

安富歩の 『｢満洲国｣ の金融』(創文社 1997年)は､前述した石田興平の 『満洲におけ

る植民地経済の史的発展』で示された滴州の貨幣の流れをモデルとして､満州中央銀行を

はじめとする清洲国の金融機関､満洲重工業開発株式会社､南清洲鉄道株式会社などの財

務データを利用して､滴州経済全体q)動向を分析した0第玉章の『｢満洲国｣の農業関係金

融』では､太平洋戦争期の農業関係金融 (大興公司と金融､興農合作社 と関係する金融)

と農産物統制改革の検討を適して､滴洲国農業金融の実態を明もかしたOただし､農家 ･

農民から戦時中の滞洲国金融支配の農民-の影響については問題が触れていない｡

さら笹､安富歩 ･深尾葉子 『｢満洲｣の成立一一森林の消尽と近代垣間の形成』の第Ⅱ

部 ｢すべての道は県城-｣は､県レベル以下の農村市場 ･定期市を分析 した｡県城に政治 ｡

経済が一極的に集中し､県城の商人と農民の関係を強化させた｡県城を中心とする経済圏

が形成され､県内に流通する流通券は県域内の支払協同体の形成を促す｡それによって､

満洲事変後､日本帝国主義は迅速に県城を支配下に置き､満洲全体の支配を実現することI

が可能となったとする｡本論は県以下の中心街や相の役割について検討 していないという

-3-
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弱点があるO1930年代の県城は､規模から見るとは農村にある中心街 ｡村などに比べると

中心とは言えるが､経済の面ではまだ優勢を確立していない状況であった｡

山本有達の 『｢満洲国｣経済史研究』(名古屋大学出版会 2003年)は､清洲国のマクロ

的な生産力変化や満洲国経済のパフオ∵マンスを総体として数量的に把握 したものである｡

清洲国期の産業開発 ｡増産計画などを､経済政策の立案と折衝を通して論 じ､特に澗洲国

経済について鉱工業 ･重工業を中心に考察した｡農業の面では､満洲大豆三晶 の輸出統計 ･

普通作物生産統計 ･清洲農業開発五力率計画農業部門の目標および実績に関連する指数を
r

整理 して､満州農業生産と輸出の動向を分析した｡これらの資料とデータは非常に貴重だ

が､農業国である満洲国についての農業面の分析は不足している｡

これ らの諸研究は､戦前の東北地域の農相経済 ｡社会を主に政治学と経済学の角度から

研究したものである｡各研究は基本的に満洲国統治構造の上層部から支配状況を検討する.

手法を採ってい■る｡日本帝国主萄支配の下での変容に対する考察､特に清洲国支配下の満

洲農相の実態に関する研究はほと木 ど空白といっても過言ではない.ま七 多くの研究は､

清洲国の経済の中心は重工業 ｡鉱工業経済である. 日本橋東地経済として分析 していた-.

満洲農村社会を清洲土着社会や清洲の中国人の視点から分析した卒格的研究が欠けている

と思われる｡

Ⅱ 研究課題と資料

本研究では､前述した各研究の成果を受け止めつつ､とくに風間氏が整琴した満洲国支

配の三つ時期に沿って､県以下の農村社会の実態にっいて究明したいO農村支配の英軍を､

清洲国初期 (1932年｣1935年).日中全面戦争展開期 (1936年-1●941年)とアジア太平洋

戦争期 (1942年-1945年)に区分し､租税徴収と農産物集荷状況を本立脚点として､満洲

国展村社会の実態を検討する｡

本論では､主に戦前 日本の調査資料を慎重に利用する40 以下本論の各課題について､一使

用する資料を含め概括する｡

第一に､清洲国初期の畢村課税公課について検討する｡満州国期に入ってから満鉄経済

調査課会は潤洲各地で農琴調肇を行い､数多くの調査報告書を作成した｡本研究はこれら

の調査報告書を利用して､地方政権の構造と徴税方浜 ･財政状況について検討する｡ 主に

国税 ･県税 ･村費について当時の満洲国財政の課税負担関係を検討し､農村に対する村費 ｡

県税 ･国税の負担実態を究明する｡特に｣これまでの研究ではほとんど言及されていない

村費問題を重視する｡ ′

清洲国農村に関する租税公課の研究は非常に少ない｡江夏由樹の ｢中国東北地方におけ
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序 章

る農村実態調査一一康徳三 (1936)年度､満洲国農村実態調査報告書にある統計資料につ

いて｣ 5は､清洲国実業部臨時産業調査局の ｢農村実態調査報告書｣を利用 して､中国東北

三省の21力材 1095戸の公租公課関係データに沿って､農民の実際負担を検討 した. しか

し､滞洲国政府臨時産業局が作成した調査資料 (『康徳三年度 農村実態調査報告書 戸別

調査之部』(全 4冊))は､農家の税収調査はあまりに範囲が広いので､各県のサンプルを

選定して調査を行った｡例えば､荘河県38戸 ･鳳城県 47戸､盤山県 57戸､黒山県65戸､

遼中県 59戸､新民県 91戸､法庫県 37戸などである｡ サンプルの選定方汝や農民の調査-

の抵抗などを考慮すると､この調査データに沿って満洲国の農村租税実態や考察するため

には､慎重な検討が必要であ争0

第一章で用いる資料は､主に中国吉林省社会科学院満鉄資料館 (以下満鉄資料館と略す)

に保存されている ｢経済資錬調査報告書｣を利用する｡この ｢経済資派調査報告書｣は満

鉄経済調査会が.1934年に清洲国各地で実施した経済資源調査に基づいて作られたも■ので

あるQ経済調査会は､滞州国各地の状況と清洲地方の経済的多様性に沿ってそのまま各調

査報告書を作成したため､満洲国展村全体の租税問題め究明のために､重要な史料である｡

この史料は､日本が満洲各地の経済資源を掌握するために､-県か数県を調査対象として､

各地の県長と関係者より地方の状況を調査したものであるOこれらの情報は個人の利益と

直接に関連していないし､-部の累年統計データもあるため､擁較甲当該地方の実態を反

映したものであろう｡

この課題の延長として､個別の村租税について深く検討する必要がある｡本論の第二章

は､前途した満洲国の租税公課問題の検討を踏まえつつ､吉林省永吉県南荒地農村を衷象

とし､満洲農村の租税実態､舟の金融問題､村の小作関係を究明する｡満州農村にある農

業経営層の農相経済に対する重要な役割も究明するO清洲国支配下の満洲農村経済関係と

農民生活状況を-農村をとり上げて究明する｡

この第二章では主に野間清の ｢清洲の-農村に於ける農民の租税負担｣､水谷国-の ｢清

洲に於ける-農村の農業労働者｣､｢滞洲に於ける-農相の金融｣という三つ調査報告書を

利用する｡この撃告書は少人数が南荒地という村に約 2週間滞在し､非常にカを入れて調

査 したものであるOデータは､農家の真実そのものを反映したものでるとは必ずしもいえ

ないけれども､少なくとも当該村の農家経済の事実を最もよく示した調査である｡

第二の課題は､潤洲国の財政を地方費との関係で把握することである0滴洲国の地方支

配とは徴税権の確立であるといえる. 前この課題を検討するためには､1930年代の清洲国

の地方財政と徴税について検討する必要がある｡そこで､本研究では満洲国建国から1942

年までの地方財政データを利用して､1930年代の満州の徴税構造と地方歳計を検討する｡
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序 章

日本の満洲支配は県を中心としていることが究明できるだろう｡満洲国が地方支配をうま

く行えなかった理由を分析し､これら問題と矛盾を解消するためにどのように改革を行っ

たかも検討する｡

これまで二滴洲と滞洲国期の財政と租税に関する研究はあまりない｡とくに､満洲国の

省 ｡市県旗 ･街村の地方費税状況について検討した研究はほとんどないQt孔経緯 『新編中

国東北地区経済史』 6は､民国期と張氏軍閥政権の満洲にある各省の財政 と徴税絹目を羅列

した力学､具体的に研究していない｡清洲国期の財政と徴税問題については､まったく触れ

ていない｡満洲国史編纂刊行会編 『満洲国史 (各論)』 7は､創業財政時代 ｡基礎財政時代 ｡

開発財政時代 ･戦時財政時代を分けて､満洲国の財政概要と歳計を検討 した｡⊥それによっ

て､清洲国の税収は内国税増大と関税縮/1､という趨勢があったとし､全体の財政について

はく 満洲国は ｢経常歳闇は経常歳入をもって支弁す永く､臨時歳入をもって支弁すべから

ず｣の主義によって､財嘆は形式上の健全性を確嘩 したという｡以上の清洲国財政に関す

る研究は清洲国地方行政の財政問題にふれでいないという大きな欠陥がある｡

1940年､1942年の 『地方財政概要』(滞洲帝国国務院総務庁地方qJL)を利用する｡各年度

総予算の資料は満鉄資料館 と'遼寧省梢東館に一部保存されている80『地方財政概要』は満

鉄資料館と日本国内に｢部分保存されていろOそして､満洲国の 『地方税関係法令纂』と

清洲国公報などの資料も使用する｡この『地方財政概要』は清洲国の統計資料であるため､

地方行政の財政状祝を反映できるQた牢し､使用する資料には､1932-1936年には決算額

があるが､1937-1942年のデータには決算額が記載されていないため､予算額のみ用いるO

第三の課題 として､日中全面戦争下の清洲国の清洲農村支配をめぐる実態を検討する｡

日中全面戦争期に入ってから､満洲国は全面的に支配を強化した｡ これらの強化策の農村

での実際上の効界どうであ,つたかを検討する必要がある｡双城県にある四つの村 (尚勘村

陳腐紅四屯､興礼村沈家寓堕､興礼村正紅玉屯､興礼村区紅頭屯)を対象とし､この四つ

の村に対する1939年の聞取 り調査資料に基づいて､日中全面戦争期の清洲国農村の支配シ

ステムを検討 し､農民に対してどのような影響を与えたのかを考察する｡

日中全面職争期の漕洲国行政支配についての研究は割合に多いが､ほとんど満洲国支配

の組織 ･行政 ｡政策などの面に限られていたO風間秀人は､.協和会の活動から農相行政支

配を検討したO安富歩は満洲国の各金融機関の財務データをを基礎 として､農村金融面か

ら正金銀行の特産金融支配と大興公司 ･金融合作社 ･興農合作社などの農村金融機関が着

実に農村に浸透し牢ことを論証 したO塚海進は､清洲国戦時動員策の日本人と非日本人の

角度から動員支配を検討する｡解学詩は∴日中全面戦争期に入ってから､滴洲農業に対す
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序 章

る要求は一般農村物の増産と出荷の促進に変わったと説明したO統制経済期の潤洲農村統

治については､主に興農合作社や農業移民などを中心に分析したOこれらの研究は､ほと

んど満州国で人口が一番多い満系農民と満系農村に即して日中全面戦争期の満州農村支配

の問題を検討してない｡本研究は澗洲国の満系農民の視点に立って清洲国の農村支配状況
t

を究明する｡

この課題を分析するために､満鉄資料館に保存されている 1939年の双城県における聞･

き取 り調査.琴料を使用する｡滞洲国農民の負担問題も引き続いて検討 し､満洲農民が満洲

国の｢行政-悌和全て合作社｣という三位一体の支配をどこまで受け入れたかを検討するO

この聞き取り調査では､農家に直接収支状況などを聞いていなかった｡農家所有農具に注

目するほか､①大豆耕作面積②甜菜と亜麻と小麦の耕作③農事合作社④金融合作社⑤農産

物販売先⑥村屯長 ･公署⑦協和会⑧諸税負担⑨賦役⑳義倉⑫自衛団⑬膏苗圃会費等農家利

害関係についって調査したものである｡

'第四の課題として､清洲国統治を揺るがせた末期rの農村闇市場を検討する｡清洲国は統

制 ･配給とい う政策を実施したが､それにともない統制経済期本格的始動した 1939年から

闇問題も現れた｡その後､益々深刻な状態が生まれた｡このような満洲国末期の農村社会

の支配の実態について､形式上の支配と実際上の遊離二側面から究明する必要があるO

これまでの関係研究は､清洲国の戦時中の統制政策の面から､闇価格 ･公定価格などを

取り上げた分析に限られている｡風間秀人は土着資本 ･糧桟の動向を検討する際に､農村

の闇市場が配給統制政策下の市場と共存していたことを言及した9｡ 山本有達の閤価格に関

する分析では､新京物価指数のデータを利用して､公定価格と闇価格の差の問題を検討し

たが､'農村闇問題には全く触れていない10｡中国方面の解学詩イま､清洲国の闇問題 と統制

配給問題に分けて分析し､日本帝国主義ゐ統治失敗とともに､満州国は ｢民価｣ に対する

統制は無力であったと指摘した11｡ 統制政策の角度から闇問題を検討したこれらの研究は､

筆者に大きな示唆を与えたOしかし､統制政策以外にその存在が公然と静められた闇市場

にかかわる実態について､特に農村部の闇問題についての研究はこれまでない｡関係調査

資料を用いて､深く分析する必要がある｡

そこで第五章では､主に1942年9月に実施された農村生活必需品配給機構調査の報告書

を利用する｡Jこれらの報告書は満鉄資料館に保存されてY､る｡その他､満州中央銀行の闇

市場に関する調査も利用する｡清洲国における農村統制政策の構造､闇市場の形成と実態

などを検討する｡生活必需品配給に関する調査は､県下統制機構と当地有力者●などから聞

き取った意見と配給機構の基本データを使用している｡残念ながら､個別農村の闇調査資

料は見つかっていないので､個別農村の闇市場の分析はできないO
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第五の課題は､満洲国の農業政策の全体像を解明することである｡滴洲国初期の農業統

制は自給自足 ･魔女生活安定を目指していた｡関東寮 ･満鉄 ｡滞洲国の三者の折衝により､

の結果､清洲農業の重点は生産促進政策から流通統制 ･生産統制-と転化 した｡統制体制

に組み込まれた作物と農民はどんどん拡大した｡満洲の農産品と農民は全面的に日本の帝

国主義戦争に従属した｡統制策を強化するために､清洲国行政機構も動卑された｡1943年

以降農村末端組織の警察 ･村屯長ゐ動員が恒常化 し､露骨な賂奪政策が実施 された｡その

ため､満洲国各地で統制政策に抵抗する闇市場が拡大 した｡

これまでの関連研究は､主に滴洲国の全体的な経済政策に関するものがほとんどであるo
㌔

農業政策を具体的に考察した研究はほとんどなかった｡風間秀人は清洲農村土着資本の糧

桟を検討 し､土着資本に対する支配政策を論証するとともに､関わる農業政策にも言及し

た12｡ 解学詩は滞融国農業政策について､満洲国の農業生産が停滞 した根本的な原因は農

民の貧困であり､農業生産-の投資不足により農業改良を実現していなかった と説明したO.

これ らの研究には､農業政策の全体が視野に入っていないだろう｡

る.農業政策と闇市場調査に関する資料を利用する｡

/なお､本研究は第一章～第五章が各論であり､第六章は経論であるO以下本研究と関連

する既発表論文や発表予定論文を掲げる｡

(1) 『･｢満洲国｣ 統制経済下の農村闇市場席題』(新潟大学環東アジア研究センダー『環

東アジア研究センター年報』 第 5号,2010年 2月)

(2) ｢滞洲国期の農村経済関係と農民生活一一吉林省永吉県南荒地村を中心に｣(新潟

大学現代社会文イヒ研究科環日本海研究室 『環 日本海研究年報』 第 17号,2010年

3月)

(3)A 『｢清洲国｣初期の農村租税公課に関する考察一北浦地方を中心に-』(新潟大学大

学院現代社会文化研究科 『現代社会文化研究』 第 48号,2010年 7月)
r

(4)『日中戦争による ｢満洲国｣農業政策の変化』(新潟大学人文学部国際ワークショッ

プ 『日中醜争の深層』,2010年 11月)

(5)『1930年代における ｢清洲国｣地方財政構造の変化』(新潟大学大学院現代社会文化

研究科 『現代社会文化研究』 第 50号,2011年 2月)

本論は､このような課題を設定して､澗洲国の滞洲農村支配の実態を県以下の農村に対

象を限定して､明らかにしようとす るものである｡これまでの清洲国研究では､主に清洲
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国の国家レベルの各政策や抗 日武装闘争などの研究に集中していた｡ 日本の支配下の県以

下の行政に関する研究が一部出たが､清洲 の県以下の農村や農民の英軍については､充分

に把握 されていない｡本論は清洲国農業政策と県以下の農村社会の実態を解明する新たな

研究である｡
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1風間秀人:｢農村行政支配｣(浅田喬こ｡小林英夫編『日本帝国主義の滞洲支配』第五章 時御社 1986
午)
2 塚瀬進 :｢1940年代における滞洲国統治の社会-の浸透｣(『アジア経済』第 39巻 7号 1998年)

3 浜 口裕子 :｢｢満洲国｣の中国官吏と関東軍による中央集権化政策の展開｣(『アジア経済』第 34巻 3
% 1993*)
4 注 :戦前､清洲農業 ･農村に関する調査を行った日本支配下の調査機構は､満鉄調査会､東亜介在

調査局､大同学院､清洲国実業部臨時産業調査局､満洲国経済部､総務庁地方処､満鉄の満洲各地事

務所の産業課､興農部各部門の調査科､日清農政研究会､満洲国各省公署の民政関係部門､満洲興業

銀行調査課､大興公司業務課などがある｡これら調査機構が調査した資料が本論の基本史料として使

われている｡現在､･これらの史料を使用する場合には､最も牲意すべきには､｢農村における地主中

心とす亭搾取 ･被搾取の関係についての調査は不正確｣(天野元之助語)であるO要するに､滞洲農

村に富農 ･地主を中心とする調査は､彼らの反抗が激 しく､調べたデータも当時農村実態に反映でき

ないと考えられるO例え噂､1934年滴洲国実業部臨時産業調査局の農村実態調査報告春を作成 した｡
この調査は北浦穀倉地帯の 16県と南満を中心とする21県を実地調査した｡各県より原則 として耕種

農業を主産業 となる一部落を選定し､調査を行 う｡規模があま り大きすぎるので､調査員は準 とんぎ
現地の村長 ･屯長なぜから村のこと説明してもらって､データを記入したので､合わせて 37県の各

部落の負債 ･税収 ･農家収支な どのデータが極めて細かくに編成した｡一般の中国人は ｢財不外露｣

(財に関することを教えない)･の伝統が強く意識 しているため､いかに37県に選別 された各農家か

ら贋大な細かい収支までのデータを入手できるのかを疑わなければならないQこのようなデータを使

用する時､非唐に慎重しなければならない｡当然､農家わ財 と関係がない部分の調査､例えば､農村

の慣行 ･部落の自然 ･歴史変遷 .･東 金関係などに関する調李は満州農村社会の研究に対 しては大事な

資料だと思っ中 ､る｡そして 'ヾ大同学院の農業調査には､調査班の学生は省長を通じて省次長に接見
し､全省の状況の説明を受けた｡その後に､大同学院同窓会支部による歓迎の宴会を行い､県で県長

接待の宴会もあったo副県長に連れられ選定された村に申か う.相に入る時には､村長に引率され整
列した多くの村人 と貼 り付けられたカラーの標語に迎えられた｡このように､大勢な人を動員するこ

とで､村の農家から真実な農家経済データと帝離することがもら.ったではないと疑 う｡

5江夏由樹 :｢『満洲国』の農村実態調査｣5(年次研究報告書 6 日本大学理学部情報科学研究所 12006
年)

6 孔経緯 :『新編中歯東北地区経済史』書林教育出版社 1994年
7
.8

清洲国史編碁刊行会編 :『清洲国史 (各論)』満蒙同嘩援護会 1970年

注 :満鉄資料館に保存する資料 :『満洲国康琴元年度予算概要』､『関於康徳二年度予簸』､『康徳三

年度総予算』､『関於康徳三年度予算』､『康徳四年摩総予算』､『康徳四年度各特別会計予算』､'
『関於康徳四年度予算』､『康徳五年度総予算』､『康徳五年度各特別会計予算』､『康徳七年度各

特別会計予算』､『康徳八年度絵予算』､J『康徳和年度総予算』､『康徳九年度各特別会計予算』､
『康徳十年度総予算』､『康徳十年度各特別会計予算』､『康徳十一年度総予算』､『康徳十一年度

各特別会計予算』 ～

遼寧省楢薬餌に保存する資料 :『大同元年歳入歳出総予算』､『大同建国年度歳入歳出総決算』､

『大同元年歳入歳出終予算』､『大同二年度歳入歳出総決算』､『康徳元年度総予算･』､『廉徳二年

度総予算』､『康徳二年度総決算』､『康徳四年度総予算』､『康徳四年度総決算』､『康徳五年度総

予算』､『康徳六年度各特別会計予算』､『康徳七年度練予算』､『康簡八年度紐予算』､『廉徳九年
度総予算』､

9 風間秀人 ‥『満州民族資本の研究一 日本帝国主義と土着流通資本-』(線蔭書房､1993年)0
10 山本有造 :『｢満州国｣経済史研究卦(名古屋大学出版会､2003年)｡

11解学詩 『偽滴洲国新編』(人民出版社､1995年)0

12 前掲 『満州民族資本の研究一 日本帝国主義 と土着流通資本-』(緑蔭書房､1993年)
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第一章 ｢満洲国｣初期の農村租税公宅県に関する考察

寡 - 葦 r満洲国｣∴初期め農村租税憩琴に関する考察
一北浦地方を中心に-

課 題

本章は､主として満鉄経済調査会が 1934年に清洲国各地で実施 した農業調査報告を手

がかりとしてこ一満州国初期の農村租税公課の実態を究明することを課題 とする｡

1934年の開査は､清洲国ゐ全体的な農業経済資源を調査対象としているoその調査成果

は ｢経済資源調査報告書｣ というシリーズで取り上げられた｡′これ らの調査報告書は中国

吉林省社会科学院満鉄資料館に保存されている｡本論は､入手したこのシリーズの調査報

告書の-部を利用､して､清洲の農業経済にとって､比較的重要な北浦地方の農民に関係す

る租税公課について究明したい｡ ､

これまでの満洲国農村に関する租税公課の研究は非常に少ない｡浦洲農村社会そのもの

に触れた研究も少ない｡江夏由樹の｢中国東北地方における農村実態調査一一康徳三(1936)

年度､満別個 農村実態調査報告書にある統計資料について｣ 1は､繭洲国実業部臨時産業調

査局の ｢農村実態調査報告書｣を利用して､中国東北三省の 21力材 1095戸の公租公課関

.係データをに沿って､農民の実際負担を検討した｡しかし､江夏氏は当該資料を紹介と説

明などをして､本格的笹農村部の痕税状況を分析することを分析していないO本章は､満

鉄経済調査会の関係資料に基づいて､農村の租税公課を検討する｡漆済調査会の調査は､

1934年に満州国各地の状況と清洲地方の経済的凄様性に沿ってそのまま各調査報告書を

作成したOこれらの調査報告書の一部分は中国声林省社会科学院満鉄資料館に保存されて

いる｡本章はおもにこれら資料のうち北満地方に関する調査報告書を利用して､満洲国の

租税公課を分析するOまた同時代に実施された満鉄経済調査会の調査報告書と清洲国政府

が行った調査報告書も一部使用する｡
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第-章 ｢満洲国｣初期の農村租税公課に関する考察

表 1-1 使用資料一覧

番号 資料冬 作成者 出版年代

1. 東寧附近農業調査報告 満鉄経済調査会 1 19.33.12

2 斉斉喰爾附近農業調査報告 満鉄経済調査会 1934.4

5 息吉密河､延寿､一面竣附近農業調査報告 柏倉泰治 1934.3

.6 東寧県調査報告書 , 吉田乗之､.山下正巳.:1934.3

7~ 斉斉吟爾-甘南沿道農業調査報告 田中義英 1934-.4

9 吉林省穆稜県穆稜河流域農業調査報草 準原草 1934.5

lP 吉林省穆稜県畜産調査報告 渡辺昇∴ 1934,-4

ll 農安､扶余地方農業調査報告 篠原斉等 1934.6

13 吉林省間島地方球春､凍水泉子方面農業調軍報奇 渡辺敏 1934.9.

16 泰来県､札餐特旗､興安嶺麓､竜江県農業調査報告 木下寿男 1'934,1

17 東率､輝春県縦走鞄帯 (軍林省東部国境地方).一般練塀事情 土肥武雄､中島捨次郎 ･1934.8■

18 黒帯巨狂筆箱漠河野河､呼裕爾河流域農琴調査報告 土居丁等 1934.9

19 中部小興安嶺､富里爾吟山脈ノ森林並地方農村調査報告 三田村六郎､.伊東弘 .19.34.11､.

20 諦河､克山県地方一般経済事情 土肥武雄 1934,9

21 諏河､韮山､泰安鎮地方農業調査報告 . 局_厳 . 1934.9

2? 依圃県†勃利県埠方農業調査報告 尾崎琴雄等 1934..1■

■.23. 書林省教化県農村琴態調査-嘩調査報告書 (康徳3年度) 臨時産業調変局 1936
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図 1-1 調査地方の位置図

荏.大同学院同窓会 :『大いなる哉 満州』(1966年)の滞洲国地図により作成

Ⅰ 徴税組織と税目

1934年段階の清洲国徴税のシステムを検討する｡県政府で農民に徴税する部署は税捕局

と県公署財務処であるO .主に国税と県税両種類を納める｡ 経済資源調査報告書によると､

税踊局は国税徴収を担当するのは対して､県公署財務処は地方税徴収を徴収するoただ､

相当の県公署財務処は地方税を徴収する同時に国税の田賦 (大観)も同時に徴収するム税

捕局は他の糧穀出産税､家畜税などの国税の徴収を行 う｡このようなに県は龍江県､興安

東分省特吟旗､北安県､甘南県､泰安県､訴河県がある｡他方､寧安県では税絹局が国税

と県税の徴収を行っていたOこ甲 ｢国税｣は､実際に省税と国税を含めて県政府が徴税を

行った｡農民はこの二つの税金をまとめて ｢国税｣として認識していた｡

まず国税に注目しよう｡満州国建国後､近代的な中央集権国家の形式的な形成によって､

国税は国の中央政権が制定する｡ しかし､満州地方には複雑な状況があって､各県は国税
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第一牽 ｢清洲国｣初期の農村租税公課に関する考察

を徴収する場合にも､基本的に田賦 ･糧石税 ･牲畜税 ･出産税について徴税する｡ それ以

外の税 目については､農安県､乾安県､安広県､挑安県の場合はモンゴル地方に近いので､

王租が存続し続けた｡東寧県､龍江県､甘南県は免税によって､調査当時土地に対する田

賦は徴収 していなかったO他の国税税 目は各県の経済実情によっIて相当違っている｡

県税は ｢嘩方税｣･｢地方軌 などと称 された｡表 2の各県の税 目状況のように､農家に

対して徴税する県税税 目は相当異なっていた｡これらの税 目の中では､嫡摘 ･糧絹 ･摩絹 ･

車牌絹を中心として課税 されていることが分かる｡東寧県､扶飴県､徳都県､龍鎮県､克

山県など諸県は前述 した四つの税 目以外に､他の税 目も徴収するのである｡輝春県は基本

的に嫡絹を中心 として徴税 し､最も北の擾嘩県､黒河市の地方財政は土地 ｡穀物に療って

いない｡ゝ賭博や娯楽などの産業はこの地方の ｢市政維持の基礎財源であ｣2った?

北浦地方は､満州地方の穀倉地帯であった｡満洲国政権の農村徴税支配は主に土地､糧

食と家畜を中心としていたO しかし､具体的に分析すると､徴税システムは統一されてい

土地､糧食と家畜の税収以外の､他の税源にも拡大され､一部の県は完全に土地の収入に

慮 り､一部の県は賭博 ･娯楽にも依拠 しているのが分かった｡要するに､満洲国初期の租

税支配は､県公署財務処 と税絹局を通 じて､農村に対する税収支配を実現する】ことを意図

していた｡この意図の下で､各県は相当自由に税 目を設定 して徴税した｡

表 1-2 北浦地区一部県の対農家徴税税 目表

嘩名 国税の税.冒 県税の税 目

米穀棟 ..牲畜税..-嘩煙税 . 自絹 .学田軍 .適地掃 .木材摘 .貴方絹 .木耳税 .煙草鹿 .

鉱等税 麻税 ,茸税 .馬路埠 .舗捕

畜鍵.

農安県､乾 .由購 .王租 .糧石税 .牲畜 嫡絹 .特別糧絹 .牲畜絹 p.屠絹 .車牌絹 .■中学糧絹 こ貨物 .

衰県? 税 .買爽税 .典契税 .魚税 税 ..-

糧右蹄場手打 瞳石出産掃 .牲畜摘 .土産掃 .魚絹
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紙税 .土産税 .牲畜税 .屠殺由

嘩春県9 甲購 .糧石税 .牲畜蝉 .屠 昇科地的絹 .昇科学田融 向掃 .東溝学田地的絹 .糧米韓絹 .

殺覗 .貴方税 .窄臣茶碗 ′動学所学田租 .動学所昇科地租 .七､八年学田地地租

龍江県､甘~糧穀出産税 .家春税 .出産 ･学費的絹 .,警費的絹 .自治費的由 .実業費的絹 .地方絹 .

南県10 税 .罪酒梯 .契税 .印花税 .麺税 軍牌指

安広県､挑琴県11 田賦 .王埠 .糧石税 ?牲畜.梶 .∵魚碗 晒絹..糧絹 .車牌絹 .屠埠

大賓県12 田賦 .種石税 .牲畜税 嫡絹 .糧石税付加摘 .江口痩手打 甲厘糧絹 .車牌絹 .屠摘 4

魚課

徳都県13 大租 .瞳石疎 .出産税 (豆 摘摘 .療揮 .車牌捕,i_屠絹 一牲蓄摘 .房絹 .魚絹 ..申貨絹 .

龍鎮県14 晒絹_∴痩捕 ..宰牌絹 .寓 絹 .濁 馬車線 .屈 指 .木如 胃.営

車牌踊 .屠宰手術料 ..衛生費 .吸戸証掃 .

繭河県17 殖捕 .糧絹 .車牌摘 ｢営業掃 .山貨絹 .附加傘益絹

琴輝廉 - I 全局摘 ....賓局捕'.牌九局禰 こ.廃沓絹 .飽如 胃.嶺簡捕 .茶

Ⅱ 田酪 由的損と糧靖 虹 卒寸費

清洲の農業におY､て､田賦 と糧石税 ･嫡絹と糧絹 ･村費が直接に農業に賦課 される税で

あるo そのうちの糧石税は､販売した掻穀の価格に対 して-定の割合で課税するものであ

るO 満州国の糧石税は粗糧税 凋田糧税 ｡油糧税 ｡豆類税19に分けられ､それぞれに価格の

0.5% ･1% ･2二5% ･2.5%のあ課税率であるO これは全国的に統一された税金 と推定でき

るだろう｡ 以下はそのほかの税金について分析したい｡

1 田貝武

国税の土地税は､県政府から徴収するO省政府-送る田賦や大租など､1咽の土地に対
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して定められている課税額を徴収する税である｡清朝時代には東北土地は封禁 されていた

が､清朝末期から関内より漢民族が長城を越えて移住 し､それによって､旗人と蒙人の土

地が有償開拓されたこ政府もこれら土地から税金を取れるO辛亥革命後､旗地は清朝から

の売られ､また満族の失脚によって､ほとんど民有地になった｡田賦や大租は公的に政府

の税収になった｡しかし､北浦には蒙盲人が所有している土地が多く､蒙古王公は清洲国

建国後にも相当の土地を所有していた.･民国期に､それまで徴収されていた蒙租の一部を

田賦として徴収するようになっ牢が､北浦地では土地に対する賦課を蒙租とする地域が存

在し続けていた｡以下のその例である｡

甘南県甲田賦額は1桐に0･85元とする｡20

経芥河の田賦額は1桐に0.5元とする.21

穆稜県の田賦額は1桐に0.8元とする｡22

農安､扶僚県の､田賦額は 1晒ko･32元とする023

寧安､牡丹江の周賦額は 1桐に0.8元とする｡24

間島地方の田賦額は 1滴に0.8■元とする｡ 25

安広県の田賦額は 1.摘に0.3元､王租 0.3'5元とする026

こ挑安県の田賦は免税され､王租はは 1桐に9.3元とする027

農安県の田賦額はは 1桐に0.32元 王租 0.48元とする｡ 28

龍江県､布特吟旗､大賓県は､田姉を地租､三費､経徴費と園基租に分けている｡ 地

L･ 租は上中則 0.5尭'下則 0.3元に､なり､三費は上 0.03元卜中0.02元｡下 0.01元になり､

経徴費は以上両税合計の 3%を徴し､園基租は丈方に 0.007元を徴する｡29

L以上の･ように､清洲国の田蹄は､大きく-般民地と蒙地に分かれており､一部の県は単

純に 1嫡ごとに定額を賦課し､一部の県は田肺を更に地租､三費､経徴費などに分けて､

土地の肥沃度によって徴税した｡全体的に見れば､田賦は 0.32元一0.85元の間である｡

蒙地の王租が全国に定められなかったが､1嫡土地に0.3TO.48元を徴収した｡

2 摘絹 p糧指

摘絹は田鰐と同じように耕地に課税し､土地 1晒ごとに課税額が決められていた｡すべ

て県の収入となるが､田賦と異なる｡橿絹は県政府により､農民が販売した糧穀の価格に

対して-定の割合に課税するものである｡両方の税額は各県政府が匪めるため､各県の課

税額は異なっている｡使用資料中では､東寧県と農安県と諏河県の 1933年県税収入額の記

載が見つかったp 東寧県では､晒絹 38991.29元 ･糧絹 5091.49元は県税総額 61716.36元

の63.2%と8.2%を占めている30｡ 農安県の嫡絹 124624.77元 ･糧絹 14425.44元は県税総

額 206977.67の 60.2%と6.9%を占めている31.諏河県の嫡絹 10890元 ･糧絹 50330元は､
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県税総額 82815元の 13.1%と60.8%を占めている32｡ 要するに､晒絹 と糧絹は県政府にと

って最 も重要な収入源であった｡

一方､嫡絹 と糧絹の徴税方法にっいて転､以下のデータがあるo

東寧魔の的絹には 1晒当りに 1･99元とし､糧確は販売額の 2%の課税である033

龍江県の嫡絹には響費晒絹 ･学費的絹 ･自治費的絹 ･実業費的絹があったQl的当り

の日向絹は 0.2元 ･0･13元 ･0･00耳元 ･0･028元 として､合計は o･L362元に賦課 されてい

る｡ 34

穆稜県の嫡絹には 1嫡当りに 1元とし､糧絹は販売額の 2%に課税 していた｡35

慶安県の嫡絹には 1嫡当りに 1.05元 とし､糧絹は中学糧絹 と特別橡指に分けて､,両方

とも販売総額 1%に課税する｡ 36

寧安県の嫡絹に特 1嫡当りに0.54元 とし､糧絹は売買価格の 2%に課税する.37

輝春県の摘絹には昇科地晒絹 1.84元/桐 ･昇科学田地的絹 2.4元/晒 ･東清学田地的

絹 1.97元/晒となり､糧絹は売買価格の 12%に課税する038

安広県と挑安県の晒絹は 1元/的で､糧苧削ま売買価格の 3%である｡ 39I

徳都県の嫡痛は 0二5元/桐で､.糧絹は売買価格の 1.4%である040

龍鎮県の日向絹は 0.485元/桐で､糧絹は売買価格の 2.4′%である｡ 41

克東県の嫡絹は 0.59元/桐で､糧絹は売買価格の 3.4%である｡42

克山県の嫡絹は 0.991元/桐で､糧絹は売買価格の 1.4%である｡ 43

訊河県の嫡絹は0.26元/桐で､糧絹は売買価格の 5%である044

以上､1933年の北浦地方におけるの嫡絹 と糧絹について概観 したO各県の嫡絹負担額は

0.26元一1.99元位であり.､糧絹は穀物の販売額の 1.4%-12%位であったO各県の県税徴

税率は相当違ってお り､税率の幅も広いO清洲国初期の各県政府は各 自地方税の徴収を行
I

っていた｡澗洲国初期の各県の財政収入は主に晒絹と糧絹であり､農業生産に対する課税

は地方財政の基礎財渡 となっていた｡

3 村費

今まで研究では滴洲国の村費にづいてはほとんど言及されていない｡近代中国の租税制

度の下で､国税 と県税は琴府の公的な制度のもと喧置かれていたと言えるO しか し､村費

は県以下の行政単位の村や屯などカ毎ヒ較的自由に設けていたようであるo一般的に言えば､

村費は ｢村費｣､｢屯費｣､｢保甲費｣､｢自衛団費｣､｢瞥費｣､｢看青費｣､｢門牌費｣､｢戸 口費｣

などの項 目で構成されている｡ただし､村費に関する詳 しい調査は 1934年の調査が行われ

なかったo革寧県での村費調査では､｢地主 ･小作人たるを問わずその耕作せる土地一桐に

対し 2.5元より3元内外の自衛団費を納む]45と記述 されている･｡ さらに､直接な調査で
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はないが､表 1-3の 1937年満鉄調査資料から見ると､北満地方では土地に対 して､村費

の賦喪額は一番多いoほとんど田賦 と的絹の合計額より高いことが分かったOそして満洲

地方の習慣では､｢門牌費｣､｢戸 口費｣などは､各戸に均等に課せ られている野合が多い｡

後に説明する吉林省永吉県南荒地村の場合も門牌費は各戸に均等に徴税 されている｡要す

るに､村費はそれぞれの村によってかなり違っていて､農民の重い負担の一つと言えるo

これ らの村費は主に清洲国県下の行政村長 (保長)､屯長 (甲長)､十家長 (牌長)､自衛臥

村管などの人件費 と弾丸 ･服装など備品の購入に使われていた占要するに､村費は村以下

の行政機関で使われた｡

表 1-3 1937年の北満地方一部県の土地一哨当り大租 ｡嫡絹 ･村費q)課税率表 単位 :元

草林市 0.61.5 0.700 .4.470. 5.785 孟常準 P.615 i.0年0 1.550 3.205

額穆県 0.6,15 0.85b 2;280' 3.745 珠河県 0.615㌔.1.600 ･0.850 -3.065

乾愛県 ､ 0.615 0.420 0.450 1.485J 奉寧県 0∴615 1.600 0.900 3▲115.

注.満鉄北浦経済調査所 :『満州国二於ケル土均一的当租税公課賦課率表--康徳 4年度二

於ケル案漬』1938年 5月､4頁-23頁より作成

満洲国初期の租税の徴軍組織は県公署財務処と税指局であった｡その二つの徴税機関は

地方税 と国税の徴収機能をはっきり分けていなかったo国税の糧石税は全国で統一された

が､土地に課税する田賦などは統-されておらず､各県の国税課税 目と課税率も相当違っ
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ていたQ県税は各県が､割合自主的に税目と税率を設定したO的指と糧絹は満洲県政の主

要税源であったO-方､村費は､満洲農村にとって最も重い負担であった｡要するに､滞

洲県下の行政の財源は主に､農業により支えられていた｡多額に徴収された村費は自衛団 ･

村響 .保甲などの廃村行政組織の維持､特に人件費 ･備品の財源となっていた｡満州国初

期の農村行政はすでに肥大化していたと推測できる｡

Ⅲ 吉林省南荒地村を中心とする租税公課

満鉄経済調査会及書林事務所は 1934年 3月 26日より同年 4月 1日まで､吉林省永吉県

南荒地村の農業鯛査を行ったOこの調査の結果は､『満州の-農相に於ける農民の租税負担』､

『清洲に於ける-農村の廃業労働者』､『滴や胴こ於ける-農村の金融』 46三つの調査報告書

として残されてい草O筆者は南荒地村に関する経済関係をめぐって､『環日本海研究年報』

に ｢清洲国期の農村経済関係と農民生活｣を発表した｡ここでは､以上の調査報告書を利

用して､同論文では触れることのできなかっ五この村の農民が負担 した国税 ･県税 ㌣村費

などの調査記録を分析したい｡

南荒地村は書林市の北方 50里､烏泣街の東南 15里 (1里だわ.5キロメー トル)の位置に

あり､京図線q)九時､孤店子から束北方向の位置にある｡南の書林市､北の白旗街と愉樹I

県までは自動車道があるO村は松花江平野にあり､地勢が平らで､土質は肥沃である二村

は京図鉄道に近く､農業商品経済は割合活発な村である｡調査が.行われた時点で､村の戸

数は 47戸､人口は395人であっ牢｡相の土地の多くは県城にいる大土地所有者が所有して

いた｡村全体では自作農と雇農が多く､耕作面では比較的大規模な小作農業経営が展開さ

れていた｡村の主要な農産物は大豆 ･高梁 ･包米 (トクモコロシ)･粟で､それ以外に少量

の煙草があり､村による大豆経済に頼っている典型な清洲村であった｡47

以下吉林省南荒地村の農民は如何なる税金をどの痩度納めていたのかについて検討 しよ

う ｡

1 村の租稗

まず､国税と県税について見てみよう｡南荒地村の農民は､国税である ｢大観｣と県税

である ｢嫡絹｣については自ら県公署に赴き前年度納税票を提示の上納税することになっ

ていた｡納期は姦年陽暦 12月 1日から翌年の5月 31日までであ.り､この期間以内に納付

しない者は滞納者となったO滞納者は､6月 1日から15日に至る者は納税額の 5%､6月

16日から30日に至る者は納税額の 10%､7月 1日から30日に至る者は納税額の 20.%､8

月以降は納税額の40%の滞納処分費を徴収されることになっていた｡同村では租税の未納
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者はいなかった｡南荒地村の農民の納めた ｢大租｣と ｢晒摘｣の額をそれぞれ合計すると

28.37元と69.01元であった｡これらの土地税が､農民が納めた国税 ･県税の総計 254.94

元の 38.20%を占めていたO-方 ｢糧石税｣と ｢糧米特絹｣は､糧穀に対して課する国税

と県税である｡糧石税は包米 ･高梁 ･碍子などの粗糧に対しては価格の0･5%､米 ･小麦 ･

大麦などの細糧は価格の 1% ､豆類は価格の2.5%と定められていた｡糧米特絹では､各種

類の糧穀に対して価格の 】1%を課税した｡穀物の販売に課した糧石税は国税の中心となっ

ていた｡大租以外では､村の特産の黄豆に醸せられる糧石税.の負担も重いと考えている｡

南荒地村で課した国税は主に土地税の大租 と穀物販売の糧石税から構成されていた｡土地

税の晒絹と穀物販売の糧米特絹は､廉税の半分しか占めていなかったO舶 即ま国軍の大租

よりずっと高く､県税の重要収入となっていた｡注意すべきは､農民が所有する荷馬車に

対して賦課される車牌絹は県税の半分を占めていたことである｡つまり､村民の中はやや

経済条件がいい農家はほとんど馬車を持っていたが､その馬車に対する貝武課が県税の主な

収入源になっていた ことが分かるo

問題は村費であるO村民の納める租税益課のなかで､村費は一番重いものであったと推

測される｡村の租税公課総額 740.63元のうち､65.58%にあたる399.25元を村費が占めて

いた.まず､南荒地村の保甲費を見ようO清洲地方では､一部の地方は保甲費を◆自衛団曹

などとして使っている｡ このような地方の治安を維持するための費用は村費の主要な要素

である｡従来ほとんど土地に対して徴収されたが､南荒地村の場合は､農地経営者の地主

雇農 ｡自作 ･自作兼小作 ･地主兼小作 ･小作が負担している｡本来地主が負担すべき費用

は農業耕作者に転嫁されていると推定できるO同じように､兵差という負担も村の土地耕

雁者が負担していることが分かる｡これらの村費負担はほとんど村の中堅階層から徴収さ

れたため､･農家にとって多大な負担となっていたと考えられる｡

2 南荒地村の租税公課の考察

典型的な北端型農村である南荒地村に関する調査資料の検討により､次のことが明らか

になった｡

南荒地村にとっては､県税は国鹿より2倍多い負担であった｡村費は県税の 2倍ほどの

負担であったO 村費の負担が.二番重かったことが明らかであるo国税は大租と糧石税を中

心に課税 している｡糧有税を徴する際､県公署は直接各農産物を販売する農家に対して徴

収するのではなくて､｢糧桟が代理で納める｣48という糧磯代納ゐ方牡で徴収されていたo

清洲国建国後､農民をコントロールするために､土地に賦課する同時に､土着の商業資本

の糧横と療んで農産物をコントロールしていたと舌える.県税については､土地税の嫡絹

はほぼ大観の三倍ぐらい高く課税していたので､村民の大きな負担であったと考えられる｡
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県税の半分ぐらいは車牌指 として徴税 したQ 県税は農村の土地 ｡糧穀販売に対 して徴税 し

たほか､運搬工具の馬車まで高額賦課 した｡つまり､国税 と県税はほぼ全面が村の中層以

上農家が負担 していたことが分かった｡･
メ

国税 ･県税 と比較 して､村費の占める割合は相当大きい｡南荒地村の農民に とっては､
I

村費が最も過重な負担であったと言えるだろう占表 4に･よると､保甲費 と兵差 と廟会費は

村の土地耕作者に課せ られていたことが分かるCそ して､徴収 された村費は自衛団､警察､

保甲など農村社会の統制粗織の維持や人件費 ･銃弾費等になった｡要するに､南荒地相の

農村行政機構はすでに相当に肥大化 していたと推測できる｡この機構を維持するために､

大部分の村費を農村の土地耕作者に負担 させた｡この負担は農村社会の中堅階層農家の経

営活力 ･〉生産意欲 ･消費鹿力などを衰退 させた｡この時期の税負担は村の中 ･上層農家の

所得を大幅に減少 させ､そ れによって､南荒地村の全体的貧困化 と所得格差琴大などをも

たらしていたことをうかがわせる｡

小 結

本章は 1934年の満鉄経済調査会の経済資源調査報告書等を用いて､当時の清洲国農民

の租税公森負担について検討 したO

第-に､農嚢に関係す る国税の うち､糧石税税率の統一が実現 したが､土地に関係する

田賦は各県の状況によって異なる徴収の仕方をとっていた｡第二に､県税は主に的絹 と糧

絹に頼ってお り､村費はほとんど農業関係から徴収 していた｡清洲国の行政構準の下で県

以下の行政財源はほとん ど農嚢に関係 していた｡農民に加担 し､そ して､村費は国税 ･県

税 より多 く徴収 していたことが分かった｡ この多額の財源のほとん どは､清洲国行政最末

端の農村行政韓織の維持のために使われていた.

南荒地村にあった兵差など賦役 と現物徴収などの存在にも考えると､満州国初期の徴税

システムは国軍 ･県税の剥奪する以上隼､重い負担の村費を農村中堅層に課税 し､農家の

所痔を減少させ､農村全体の貧困化 と所得格差の拡大をもた らした｡
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表卜4 吉林省永富県南荒地農家の租税公課 単位 :元

農 家形態 香早 国琵~ 県 税 村屯費 (公課)大租 橡石税 牧畜税 圏底児 総計 嫡絹 櫨米特絹 車牌絹 総計 俸甲費 兵差 門戸費 麻会費 終計

小作 ll 6.16※ 暮 2.40 8.5 2.46 8.00 10.4 54.18.4.82 1-.64 60i64

9 1.60 1.6 8.00 8.0 52.92 4.70 1.60 59.22
22 2.16 1.20 2.00 5｣3 0.86 8.00 8.8 ※ l ※ ※ ※ ※
10 1.91 1.91 0.77 8.00 8.7 49.14 4.37 1.49 5.5,00
38 ･5.80 0.60.,6.4 2.3乏 l8.00 10.3 41.58 3.70 .1.26 46.54
6 0.86 ･1.20 2.0 0.34 4.00 4.3 ※ ※. 冗 求 求
16 1.89 0｣17 1.50 0.06 3.62

小地作主 47 2.10 3.50 0.40 6.Oq 4.73 1.40 ･4▲00 10.13 44｣lP 13.92 1.34 49.3613. 4.62 5.91 .10.5jI15.54 2.37 8.00 25.9､1 31.50 2.80 0.96 35.26

21. 1.38 4.94 1.20 7.5 3.12 ll.98 4.00 .9.1 求 ※ ※ 求 ※

27 ･.0.92 0.9 2.08 2.0 3.78 0.34 2.70 0.ll 6.93

42 2.3-1※ ′0.20 2.51 ･5｣19撃 J. 5.1 2二00 2.00

15 0.66 ･0..6 0.26 0.2 .6.30 0..56 0.50 0.19 ･7.55

1 1114 2.80 3.9 2.56 ･2.5 2.00 -2.00

1 7

18

19

20 0.60 ･0.60

24 1.00 ー1.00

25. 1.00 ･1.00

28 1.00 1.00

33 i ▲1.00 ′1.00
35 1.00 1.00
36 '_1.00 1.00

39 ~1.00 1.00
40 1.00 1.00

41 1.00 1.00
4j 1.00 1'.oo
44 ※ 求 .※ ※ 求

大工ト12 1- 1.00 1.00

売薬145. D二20I0..2 I 3.00 2.00 5.00

租税公課給額 :740.63
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注.①本表は農家の一般消費税 ｡営業税を含まない

@一般消費税 :4番 8･21元､9番 29･92元､10番 15･02元､13番 23133元､27番 6･62

元､28番 7.41元､29番 3.74元､31番 2.35元､-32番 7.51元､37番 6.18元､38番 24.70

元､41番 3･92元､46番 24.･26元､合計 163117元 ･

③国税の営業税 :45番 3.90元 ､県税の営業税 :45番 1.So売

④糧石税 と糧米特絹のデータは南荒地村農民の穀物販売量と平均価格によって算出し

たもので奉るO

⑤ ｢※｣印項は資料不足の為記入を省略したo｢-｣印項はゼロの記入省略部分であ

る｡

⑥満鉄経済調査会 :｢満洲の-農村に於ける農民の租税負担｣1934年 10月 5､6､13､

14頁より作成｡･
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1 江夏由樹 ｢『清洲国』の農村実態調査｣ 1(年次研究報告書 6･日本大学理学部情報科学研究所 2006
年) ◆ .
2佐藤鶴亀人 ｢踏査地区二於ケル北部黒龍江省経済事情｣1933年 11月､191頁｡

3 満鉄経済調査会 ｢綜芥河地方調査報告｣1933年 12月､52-53頁｡

吉田英之､山下正巳 ｢東寧県調査報告書｣1934年 3月､139､140頁｡

4滴鉄琴済調査会 ｢斉斉吟爾附近農業調査報告｣1934年4月､155貢o
S篠原斉 丁吉林省穆稜県穆稜河流域農業調査報告｣1934年 5月､62頁｡渡辺勇 ｢吉林省穆稜県畜産調

査報告｣1934年 4月､43∴･44貢｡
6篠原斉等 ｢慶安､扶飴地方農業調査報告｣1934年 6月､46貢｡福井文吉 ｢京大､挑大線地方農業

調査報告｣1934年 7月､131頁0

7 同上､44貢 ｡

8土居丁等 ｢吉林省寧安県牡丹江流域農業調査報草｣1934年 9月､74頁O
9 土居丁等 ｢吉林省間島地方輝春､̀凍水泉子方面農業調査報告｣1934年 9月､34頁01

10満鉄経済調査会 ｢斉斉吟爾附近農業調査報告｣1934年 4月､151-153.貢O ､
田中義英 ｢斉斉喰爾一甘南沿道農業調査報告｣1934年 4月､29-33貫｡

11福井文吉 ｢京大､挑大線地方農業調査報告｣1934年 7月､127貢｡
12 同前､133頁

13 同前掲 ｢黒龍江省熱演河爾河､呼裕爾河流域農業調査報告｣56貢｡

14 同前､57貢0

15 同前､58貢0

16 同前､59貫｡

17同前､60貢｡

土肥武雄 ｢諏河､克山県地方～般経済事情｣1934年 9月､52頁0

18佐藤鶴亀人 ｢踏査地区二於ケル北部黒龍江省経済事情｣1933年 11月､191貢｡

19粗糧は包米､高梁､粟と.し､細糧は梗米､稲米､小麦とし､油層 は芝麻､兼子､蘇子とし､豆類は

大豆､青豆､黒豆､碗豆､小豆とする｡

20 前掲 ｢斉斉吟爾附近農業調査報告｣157貢｡

21 前掲 ｢綬碁河地方調査報告｣21貢｡

22前掲 ｢吉林省穆稜県穆横河流域農業調査報告｣62京0

23 前掲 ｢農安､扶僚地方農業調査報告｣44､46貫｡

24前掲 ｢吉林省寧衰県牡丹江流域農業調肇報告｣73貢｡

25 前掲 ｢書林草間席地方輝春､疎水泉子方面農業調査報告｣32鼠
26前掲 ｢京大､挑大線地方農業調査報告｣127京｡

27 同前､127頁O

28 同前､130貫｡

29前掲 ｢斉斉吟爾附近農業調査報告｣151貢｡

30 前掲 ｢東寧県調査報告書｣142貢｡∫

31融掲 ｢慶安､･扶鎗地方農業調査報告｣42頁｡

32 前掲 ｢諦河､克山県地方一般経済事情｣54貢｡

3L31満鉄経済調査会 ｢東寧附近農業調査報告｣11貢O

前掲 ｢束寧県調査報告書｣139-142賞｡

34前掲 ｢斉斉吟爾附近農業調査報告｣151頁｡

35前掲 ｢吉林省穆稜県畜産調査報告｣43､44頁｡

36前掲 ｢慶安､扶俸地方農簸調査報告｣42貢｡
37 前掲 ｢吉林省寧安県牡丹江流域農業調査報告J74貫｡

占S前掲 ｢吉林省間島地方嘩春､凍水泉子方蘭農業調査報告｣34頁0

39 前掲 ｢京大､挑大線地方農業調査報告｣127貫Q

40前掲 ｢果報江省諏漠河爾河､呼裕爾河流域農業調査報告｣56頁0

41 同前､58貢｡

i之 同前､59貢0

43･同前､60頁O

44.ー同前､62頁O
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45 前掲 ｢東寧附近農業調査報告｣12頁｡

46満鉄経済調査会 ｢清洲の-農村笹於ける農民の租税負担｣1934年 10月

水谷国- ｢満洲に於ける-農村の農業労働者｣は ｢満鉄調査月報｣の昭和九年十月号で載せ られたO

『満鉄調査月報』.第 14巻 10号 (｢満洲に於ける-農村の農業労働者｣)不二出版 1985年
水谷国- ｢満洲に於ける-農村の金融｣は ｢満鉄調査月報｣に載せ られてお らず､原本は中国吉林省

社会科学院の満鉄資料館に保存 されている｡満鉄経済調査会 :｢清洲に於ける一農村の金融｣1935年
2月

47拙著 ｢『満州国』期の農村経済関係 と農民生活｣(新潟大学現代社会文化研究科 ･環 日本海研究室 『環
日本海研尭年報』第 1'7号 82頁)

48 前掲 ｢摘洲の-農村に於ける農民の租税負担｣12貢o
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紳 p .也

弟 w 阜

課 題

｢満洲国｣初期の農村経済関係と農民生活
一 吉林省永富県南荒地村を中心に -

本章では､前章の租税問題を検討 した上に､1934満鉄経済調査会が吉林省永吉県南荒地

村を対象 として行った調査を用いなが ら､満州国期の滞洲農家が陥っていたについて村の

構造 と経済関係を究明す る∴永吉県南荒地村を選んだ理由の､一つ 目はその県が中浦地域

に位置す ること､二つ 目は当該村が鉄道 と書林市の近 くにあること､三つ 目は当該村の調

する資料は､野間清1｢清洲の-農村に於ける農民の租税負担｣､水谷国- 2r滴洲に於ける

-農村の農業労働者｣､水谷国T r清洲に於ける-農村の金融｣な.どである30●三つの調査

,報告は､1934年 3月 26日か ら4月 1日まで､痛飲経済調査会 と書林事務所の共同主催に

よっ て行われた調査の中間報告である.調査対象農家は満洲国吉林省永吉県南荒地村の 47

戸である｡

これまでの清洲農村社会に触れた研究は少ないO江夏 由樹の ｢『清洲国』の農村実態調査｣～I

4は､潤洲国実業部臨時産業調査局の ｢農村実態調査報告書｣を利用 して､中国東北三省の

21個村 1095戸の公租公課関係データを利用 し､農民の実際負担を検討 したo 中兼和津次

の 『旧満洲農村社会経済構造の分析』 5は､南満型の梨樹県襲家油房屯を例 として､満洲農

村の経済構造を議論 した｡ しかし､これ らの満洲農村研究は清洲国の農村支配 とい う視点

がよわいOまた､中満 月 ヒ満の滞洲農業地帯の実証的な分析がないOこのような研究状況

を踏まえて､本稿は吉林省永音県南荒地村を事例 として､清洲国の農民生活状況 と農村経

済関係について考察する｡

Ⅰ ■吉林省永富県南荒地村の土地所有状況

南荒地村は書林市の準方 50星､烏投街の東南 15里 (ユ里だ0.5キロメー トル).の位置に

あり､京図線の九時､孤店子から東北方向の位置にある. 南の吉林市､北の旦旗街 と檎樹

県までは自動車道があるO村は松花江平野笹あり､地勢が平 らで､土質は肥沃であるO村

は京図鉄道に近 く､農業商品経済は割合活発な村である｡水谷国-も ｢生活に余裕ある中

等以上の部落であり｣ 6と指摘 していた｡ただし､この村は工業 らしい工業 ･商業などはほ

とん どなく､農業の副業 もほとんどなく､大豆 ･高梁 ･玉萄黍 一粟などの穀類農業だけを
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営んでいたOそこから見ると､当該相は ｢かかる意味で-代 表的な満洲農村部落｣ 7である

と言ってもよいだろう｡

九

南荒地村には､昔は張姓 と妻姓の二つの地主時代があった｡両姓 とも相当な土地を有す

る地主であった｡しかし､この二つの旧家は､1935年の時点では張姓三戸の 32番 ･15番 ･

1番 と蒙姓七戸の 16番 ･21番 ･4番 ･声番 ･3番 ･34番 ･2番がいずれも村の中に居住 し

七いた｡ この 10戸の農家はわずかに 2嫡㌣6晒ぐらいの零細な土地を保有 していた｡

1934年当時のこの村の構成形態､土地所有面積などはし附属泰 1のようになっている｡

この表か ら､南荒地村の状況について次のようなことがわかる｡

①永吉県南荒地相は 47戸の農家､人 口395人によって構成されている｡農家⊥戸当り平

均は豪族数 8.4人､労働音数 2.5人で､若い者が多い構造のようであるOこの村の張 ･貴

両姓は本村に居住 し､他の農家は ｢来村者｣といえる｡その両姓の 69人に対する全村人 口

の比率を仮に ｢家系率JI｢同族率｣とすれば､南荒地村の ｢家系率｣･r同族率｣は約 17.,5%

である｡ つま り村は相当数の ｢釆村者｣の移民を受け入れた｡

②表 1により､小作から地主に納付 される穀物の類別を見ると､本村の土地は主に大

豆 ･高梁 ･粟 ･包米を植えていることが推測できる､他の経済作物はわずかに 3.5晒 8のタ

バコを経営している｡

③表 2-1･附属表 2-1によると､土地所有面では､村内の土地は村に在住 している農

家に属する分は 64.3桐で､村外に24桐の土地を持っている｡村在住農民が所有する64.3

咽の うち､48･1桐は､本村の農民が自作や小作させている土地で､16･2桐の土地は村外の

農民に貸 し出している･｡村民の うち純粋的な .｢地主｣は 30番の農家のみであ り9､村民の

土地所有はごく零細な状況で､土地を持っている農家は僅か 18戸 (全農家の 38%)､一戸
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平均は4.91的ここれを全村農家平均で､僅か 1･88略であ考.本村の在住地主はわずか 115

-9.5桐の土地を所有する極零細な地主である｡一方､表 2-1の 3.5桐の香煙地埠他の村

人に所有されている｡16番 ･4番の農家が耕作していると推測できる｡本村の所有耕地約

402.2咽のうち約 309.4的 (76.9%)が不在地主に所有されている｡そして､書林市にい

る不在地主は本村の約 273.3的 (.68.0%)を占有している.村の 38番 ･46番 147番の地

主である楊某は本村の首 的以上の土地を持っているo彼はもと書林将軍衛門q)官吏であり､

9番の地主も税絹局長や県長を歴任した官吏である10｡これらの不在地主の本村における所

有土地はほとんど-嫡当り2石ぐらいの小作料を受け取ることが可能な肥沃な土地であるO

つまり､本村の不在地主は官の背景を持っており､こD.キ封こ対する土地支配は強度である

と考えられる｡

④村の階層は複雑であるO単純に地主一 自作農丁小作農一雇農という構造ではないoす

なわち､地主兼小作 ｡自作兼小作 ･地主兼農業労働などの複合的な農家が相当存在してい

る (約 38%)0

この村の土地関係は表 2の通 りであるO示在地主のうち､書林居住者は275.3桐を有.し､

その他地主の所有土地は61･1欄 であ声O村の農民は村内に64･3日臥 村外に 24桐の土地を

有している｡3.5桐の香煙地は本村にあるが､L他の村の農革に所有されていることがわか

る｡ この村の土地の多くは県城にいる大土地所有者が所有している｡ 村全体では自作農と

雇農が多く､耕作面では比較的大規模な小作農業経営が展開されている｡

表 2-1 吉林省永吉県南荒地農村の土地小作料と土地所有

華号 地 主 小作納入額物 小作納入量/ 小作面積/ 小作料/晒

4 ,香煙地 大豆 i.高梁L.粟 3. 2.0 1.5-

6. 鹿家帝某 こ大豆 .高梁 .莱 40. 20._0 2.0

13 本屯..1..15.他三 ･大豆 こ高染 .莱 50 25.0 2､.0

21､. 本屯張47 大豆 .高梁 .包米. 9.6 8.0 1.2

38 書林楊某. 大豆~.高梁 .包米 66 -33.0 2..0
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47 書林楊某. 大豆 .-高梁 ..包米 70 36.0. 1.9

注.満鉄経済調査会 :｢清洲に於ける-農村の金融｣1935年 2月 5-6頁より作成｡

表 2-2 南荒地村 と関わっている土地の関係

土地所有 不在嘩主所有 . 本村農兵所有 .村内 ･本村農民所有 ..村外 軍痩地

土地面積 334..4的 ･.64.3的 24的 13.諭 向

棉成 ･野態 吉華 .̀ 兵他 本村耕搾 村外人耕作 本村村民所有 .外村村碍耕作 本 村 村 民廟 .作 .外相所有

注∴満鉄経済調査会 :｢清洲の-農村に於ける農民の租税負担｣19,34年 10月 5､6頁､水

谷国-:｢嘩洲に於ける-農村の農業労働者｣(『満鉄調査月報』第 14巻 10号不二出版 1985＼

年)62-64虜 ､満鉄経済調査会 :｢清洲に於ける-農村?金融｣1935年 2月 1-3頁によ

り作成｡

Ⅱ.農家経済状況

表 2-1によると､この村の主要な農産物は大豆 ･高梁 ･包米 (トクモコロシ)･粟で､

それ以外に少量の煙草がある｡本村の農業生産は極めて単純な構造であ り､ほと･んど食用

農産物 と豆類であった｡以下農家の耕作状況 と農産物販売状況に注 目して農家経済を考察

したい｡

1 耕作状況

附属表 2-1か ら土地経営をみると､この村では比較的大規模の経営は 10数的か ら 43

的 ぐらいまでであったO-部の農家は土地を所有 しつつ､埠主兼小作者 と自作兼小作者に

も属 している｡しかし､経営 している小作土地面積は多 く､ほとん ど小作農の性格に近い｡

耕作地の最 も多V.､農家 11戸 (14･5晒～43的の土地合帯 357･93的)は､本村に約 88.99%

の土地を経営 している｡そ して､この階層の農家の家族も多 く､そのため多 く地主の土地

を耕作できると考えられ る｡ 大面積の土地を耕作するため､土地経営層農家の凝集力 も比

較的に強 く､分家 していなかっただろ う｡それに対 して､相にいる一部の農民 も僅かな零

細土地を持っているが､彼 らはほとんど小地主農家や 自作農家に属 し､経営 している土地

の収入は 日常生活に満足する程度である｡村の大部分の農家は土地を持っていない し､土

地を経営 していない農業労働者であり､彼 ら埠本村農家の 43% (20戸)を占めているO要

するに､20-43咽を経営 している中農 ･貧農群農家11は本村の上層部である｡僅かな土地
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を持っている地主兼農業労働者は､自作農 ･小作農家と同様＼貧農や極貧農に属 している｡

彼 らは相の中間階層であろう｡その他の農家はほとんど労賃収入にたよって､農業生産に

従事 している農業労働者であり､彼 らは村の最下層で ある｡多くの農業労働者は短工 ･月

工 ｡牛工の形で農業経営層農家に雇用 されて､生活を維掩 している｡

2 農産物の販売状況

表 2-3を見ると､農産物を売 り出すことのできる農家は小作 ･地主兼業小作 ･自作 ･

地主兼農業労働者の 18個農家である｡農産物販売量が多い階層は基本的に前述 した農業経

営層農家や一部零細土地を持っている農家であるO同時代の農村実態調査報告書によると､

満洲の農民は主に仲売人 ･虜 城糧食市場 ･県城糧硬 ･煙草組合 ･綿花収買所 ･紡績会社 ･

･県城小市場な どに農産物を販売 している｡12しかし̀､南荒地農村の農家の販売状況は､農

村物を書林 ｡九祐 ･孤店子の糧桟に売 り出した｡当部落の販売ルー 吊ま単純に糧横 と対応

している｡ さらに､村の農産物の販売地を見ると､吉林県城-の販売量はそんなに多 くな

いことがわか考｡農家は主に農産物を地琴の中心街村地の孤店子の糧横に販売 し､一部の

農産物 を鉄道沿線の駅の九時にある季節的な糧桟に流出した｡孤店子 と九鞍は京図鉄琴に

あるため､̀この村の農産物販売面では附近都市の書林市十の依存性は割合小 さかった｡

農産物販売実態をみると､当村の 18戸農家は農産物を売 り出し､31戸の農家は余剰な

農産物 を持たないため､何 も売 り出していない｡この 18戸の農家の中では主に前述 した農

業経営農家は割合多くの大豆を販売 した｡彼 らの販売実態を附表 1とともに見ると､農業

経営農家恨大豆経済に対 して強い依存性があった｡大豆販売による現金収入は農家現金収

入の重要部分である｡農業労働農家の収入はほとんど現金の形なので､大豆による現金は

本村の農業経営農家と農業労働農家め経済生活を潤おわせている0本村による天 豆経済に

頼っている典型な村である｡

表 2-3 吉林省永富県南荒地村の農産物販売状況

農 ･.香 売 出 穀 敷革 仲野 売也総 対 現 金 J対 -年 収 売出地 売 ,出 時.■

義 【コ77 物類別 - /有 &. 収入比 衰 期 ..陽暦

･示豆 . ･10.0 7.b円/石 . 70.0.0 .13.5% .6.20/..書林 12月 .,1月
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38 大豆 21.0 6/0円/石 126..OOF. 33.5% 13.7% 孤店与 1■2月

地主ふ作 -47̀.大豆 ･15.0 6.7円ノ石 100.5() 49.0% 14.20/a 孤店子. 1月
莱 3.0 2.34 円/ 7.02 3..4% 1.0̀%.孤店子 1月

13..大壷 25.0 6.4円/石 .160.00 67.°5% 27.9% 孤店子 ■p不明

7.. 大豆 8.0 6.4円ノ石 ･51.㌔20 100% ･818% ･九時~ 1.月

21 大豆 20.--0■6.5再/石- 130.00 86.璃 ･45.7% 孤店子 12月 .1月

包米 4.0 2.5■円/石 10..00 6..7% 3.b% 舌林 12月 ..1月

4- 大豆 L 4.ら. 6.4円/石 125.60 38.4% 17.0% 孤唐子 1主力

3 大豆 1l.5 .6....6円/石 9.90 10滴 20.4%. 孤店主 1月

2 -大豆 1.5 6.6円/石 - 9:90 22.0%. 13.6%.孤店与 12月.

包米 ､ 1.0 3.6再/石 3.60 ,16.鍋 8.810 不明 ー 木酢

注.滴 鉄藤済調査会~:｢澗洲の-農村に於ける農民の租税負担｣(1934年 10月)I 3､4､

14貢､より作成｡

以上の耕作状況 と農産物販売状況の分析により̀､以下ように南荒地村農家の経済状況が

わかった｡

①村の収入について､,現物換算収入 と現金収入の二種類がある｡全農家に現金収入があ

るが､現物換算収入は農小作 ･地主兼小作 ･自作兼小作 ･自作 ･地主廉農業労働の農家だ

けである｡ 農業労働層農家はほとんど自分の労働力を農業経営層農家に雇われ､現金で報

酬をもらっている｡労働力の雇用に対 して､現金を支払い とい う雇用関係がわかる｡

②農家の年収を総体的に見ると､村の収入は地主- 自作農一小作農一雇農 とい う順では

なくて､小作一地主兼小作一 自作兼小作一 自作 ⊥地主兼農業労働一農業労働 とい う順にな

るO-方､農業経営農家を分析すると､小作の 16番 ｡6番は地主兼小作農家より収入が少

ない｡47番 ･13番の地主兼小棒農家も自作兼小作わ 46番 より収入が少ない｡その原因は､

収入が少ない農家の小作経営面積が割合に少ないか らである｡この村では小作経営形態の

農家は割合に経済条件がよい と言える｡

③46番農家 と47番農家を比べると､両農家の経営面積は 36的､労働音数 3人､年工4
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人での生産条件はほぼ同じであ･る｡ しかし､46番農家の小作面積は 47番より多い｡所有

土地は47番農家よりすくない.表 2-1と附属表 1により､47番の張文有は村内に8桐の

耕地を持っているが､小作地の 36的土地を耕作し､自家の 8桐を耕作しなかった｡8桐を

同村の21番妻栄に貸し出している｡ここでは､経営形態面から見ると､村の小作経営形態

は自作より利潤が多いと考えられるO土地を所有するより二土地を経営するほうが有利で

ある｡

④農家の-人当たり収入の格差を考察する0390人の南荒蝿村農民の-人当たりあ平均

収入は26.84円である｡最も多い 11番の94.82円は最も少ない 17番の 7.33･円に対して､

約 13倍に克っているO村民の収入格差は大きかったと考えられるO-方､平均収入以上の

億 家は 11番 暮22番 ･10番 ｡98% -(小作)､47番 ･13番 (地主兼小作)､46番 ｡7番 ･21

香 (自作兼小作)､5番 (地主兼廃業労働)､35番 (農業労働兼馬車)である｡小作 ･埠主

兼小作 ･自推兼小作の農家は､土地経営によって経済条件が割合によいと考えられる｡特

に35番は馬車の換縦技術を持っているため､特殊技術により高い賃金をもらってlいる｡12

番の大工と45番売薬もある程度の技術が持っているため､農家経準の条件もまあまあよが

った｡

⑤経営形態から農家あー人当たり収入を考察する｡ 最も注目したいのは､南東嘩村の自

･作農家は地主兼小作農家と自作兼小作農家の所有土地とほぼ同じぐらい草地所有面積であ

るが､小作地を耕作していないため､収入が少ない｡東に､農業労働の農家に比べると､

自作農家は有利ではない｡要するに､村民の収入は所有土地だけで決められるわけではな

く､一部の農業労働農家は自作よりよい収入を得ていた｡

Ⅲ 農家の負債状況

以下は主に南荒地村の金融状況を考察しよ.う｡EJ

南帯地村の 1934年 3月の時点の負債農家は､農家 47戸中の 1/3以上の 17戸がある｡主

に ｢現在状況｣(1934年旧暦 2月)に注目すると､すでに返済したのは4戸､利息未払い4

戸､未返済 9戸で奉ったo具体的状況は以下の表 4の通 りであるO

まず､小作層､.地主兼小作層､串作兼小作に注目したい｡これらの農家は前述したよラ

に農業経営農家は地主の･土地を耕作すると同時に､農業労働層農家にも雇用されているO

本村の農業経営層の農家は社会的にも経済的にも､他の農家に比べて割合安定しており､

村の上層部である｡彼 らは農村生産の組織者であり､農業労働チャンスを作り出す階層で

ある｡そして､この階層の農家は人口が多く､生産力と購買力がある中堅階層である. し

かし､彼 らが耕作していた土地は地主から一晒 2石ぐらいの小作料を徴収さ｢れたので､農
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業経営層農家も生産と生活をやや維持できる収入を残す状態に落ち込んでいた｡更に､彼I

らは農業生産の利潤に構って､農業生産をなかなか拡大できない｡春耕投入と労働者の労

賃を払 うために､借金し◆なければならなくなった｡農業経営の基礎は非常に脆弱であった｡

表2-4の負債額を見ると､これらの農家には相当の負債がある｡借金は主に家畜購入､耕

作用､労賃など農業経営方面に使っている?農地を耕作することが割合に有利なので､農

家は農業生産に投入する積極性が割合に高まっていた1｡一方､借金先を検討すると､主に

親戚 と知人の関係によって借 り入れていた.つまり､彼 ら庭不在地主の土地を耕作してい

るが､僅かの人 (10番 ･46番 ･7番)は不在地主から援助された｡彼 らは農産物を購入す

る農村土着資本 (糧機 ･当館 ･雑貨店など)から借 りられなかった｡農家 10番､46番は

地主と親戚から粟を借 りているO -部の経営層農家では食糧不足がひどくなって､経営疾

況は厳 しかったと考えられる｡

次笹､本村の零細土地農家と農業労働農家の借金額は多くないが､借金はほぼ生活用にヽ

使っており､彼らの生産生曙状況は相当に厳しかったと考えられる｡ この借金も当地の不

在地主と土着資本から得ることはできず､すべて知人 ･親戚 ･友人の関係に頼っセ借 り入

れた｡要するに､南荒地村の唇民は親戚から借金することを最も優先 していたので､保証

人はほとんど必要がなかった.満洲地方に一時期繁盛した糧桟 ｡雑貨舗 ･当細などの金融

機構はこの村に対して､う畢く浸透していなかったことが分かった｡

最後に借金先を見ると､南荒地村の農民達は親戚の関係を通 じて県城から最も多く借金

した｡県城は貨幣流通の面で､この村に対する流通を支配していたと言える｡ その外､′農

業労働層農家の借金はほぼ小口借金であるため､一部は親戚から借 り入れトー部は部落内

の小作農家から借 り入れた｡例えば､38番農家は 15番 ･31番 ･40番 ･41番農家にそれぞ

れに貸し出した｡そして､義兄弟 ｡音β落内妻女からの借金もあった｡これらの鹿金額は多

くないか､農村部に関わる人が多 く､幅広く存在していたと考えられるO.

以上の分析によって､南荒地村農家は清洲国初期に窮乏状態に落ち込んで､地主と土着

資本は資金面で上層の農業経営農家を見放した｡村下層の農業労働層農家も､農業経営農

家かち嘩助されなかった｡農民は中国社会に伝統的な親戚 ･友人関係に頼らざるを得なか

ったといえる｡
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表 2-4 吉林省永吉県南荒地村の借貸状況

形態 番号 負債額 .借入先 担保保証 利率 借入時期 _期限 使途 - 返済状況

小作 ll 300圃 古林.張 親戚 琴 月三分 昨年 10ケ月 象畜購入 未返済

粟三不 二書林.胡 地主 無 無 昨年夏 2ケ月 食料 .昨秋返済..

13 300g 書林.王 _親戚 .無 年三森 一昨々年 無 耕件 .空清 未返轟Solo:& 鳥泣衛 十周親戚 無 年三割 ∵ 昨 々年. 無 耕作 .生活 .未返済

軍五五 .南蘭子 ..親戚 無 . 無 昨年 2月.. 無 食料 返準

7 60圃 .蚊家巌子f_glJ'某 ､無 月三分 暦 年 1頼 ､ 1.0ケ月 労賃 i生活 畢返療

4■ 80.圃 安達木屯.関某 無 .二 年三割... 昨年束 -年甲 耕作 .生活↑1.束準済

農 .14 4画 本村..,13番親戚 無 無 昨年 無 医薬費 . 夷返済

.40- 4園 本村 .38番 無 .月四分 ･昨年 12.月 . Iヶ月 ･生野. ･未返済

注.満鉄経済調査会 :｢清洲に於ける-T農村の金融｣1935年 2月 17､18頁よ.り引用.
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Ⅳ 村の経済関係の考察

1 満州農村の階層と小作地率

以上の分析によって､清洲国期の永吉県南荒地村 47戸の農家の土地所有と■経済状況と村

の社会構造がわかってきた｡まず､村の中で零細土地を所有している小地主であるが､彼

らはあるいは農業経営に従事し､あるいは土地を貸し出して農業労働に従事しいる｡全体

から見ると,､零細土地の地主は多くないため､･農村社会では今までの農民階級 ･r地主階級

とい う構造で分析すると､不十分であ.る｡ 南荒地村の社会構造をひっくるめていえば､不

在地主の土地を耕作している農業経営層と其の曙層に雇われている農業労働層 という二つ

階層が存在していた｡ここから､当部落の耕地所有状況と耕作経営状況をまとめたのが衰

5である｡ 本村の耕地状況を見ると120晒以上土坤を持っている農家は全部不在地主であ

これ らの農家が縛耕地面積の 14･8%､6･1%を所有している.a-方､琴作経営状況を見る

と､20滴以上､5嫡～20的､5晒以下､無地農家ではそれぞれ練農家数の21%､8%､11%､

60%を占めるO耕作経営面積の 89･0%､6･6%､3･0%､0･%を占めてV,､るO本村では､県

城にいる不在地主の耕地所有によって､土地集中度は非常に高かった｡不在地主は本村の

土地を支配していた｡彼 らは直接に農地を経営しないため､土地を大面積にわけて耕作協

議で農業経営層農家に貸 し出した｡村は小作農の大量耕地経営が優位であり､それも土地

が非常に高度に集中する条件になった｡それに対して､農業労働層農家は生産資料がない

ので､,労賃で生活する.彼 らに対する就労チヰンスも少ない､僅か一部の人は年工だったO

大部分の農業労働層農民は農繁期に農業業経営層農家に雇われて､生活収入を稼いでいた｡

これは本村の大農的経営が成り立づ条件であった.

小作耕地を見よう｡本村の小作面積345･9桐は本屯耕作経営総面積の386･0桐に申して､

89.60/Oに連しこ非常に高かった.13-方､森村の小作料は約 5割 (-日和こ4石の生産量を 2

石ほど)であることを考えると､この高い小作率が本屯農業経営を圧迫する一つの大きな

原因となったことがわかる｡
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表 2-5 経営規模別農家戸数及び土地所有 ｡耕作面積の割合 (単位 :晒)

20的以上 5噂～20的 5晒以下 無地農家 合計

面積 戸数 面積 ･戸数 面積 戸数 - 面琴 戸喪 .- 面積 戸数'

耕_地所 有 334.4 ネ在.㌔67.5 10戸 20.,8 白戸 0 29戸 426.2 47戸

r状沢 78.5% 20∴7% 21% -4.9% 17%一. 0% ･62% loos/? 190%

注.耕地所有状況の計算総面積は表 2より､不在地主の 334.4的十本村村民所有 64.3晒十

村民所有村外地 24的+香煙地 3.5的-426.2桐と計算する｡

耕作経営状況の計算総面積は本村民が耕作している 386桐の土地である｡

2 土坤経営の経済性

前述したようは､南荒地村は大豆経済に頼る典型的な清洲農村であるOこの村の在住農

民は零細な土地しか持っていなかったO本村の農民収入は地主二 日作-小作一雇農とい う

順位ではなかった｡農民の収入は土地所有との関係より､土地経営 ･耕作 との緊密な関係

本村では大量的に土地を経営する農家の経湊状況は割合によかった｡ 自作層農家の平均収

入は割合に低く､さらに一部の農業労働層農家より低かったO村の在住農民は 64.3桐の零

細土地を持っているが､わずかに 34%の 21.6咽の土地が自作経営されていたO-方､47

番農家は 36嫡土地を経営しているが､自家の●8日向を21番農家の貸出した｡21番農家は 6.5

的土地を持っているためヾ この二つ土地を合わせて.14.5的とな一り､大量の土地の経営を実

現した｡その外に､村外の 24･1嫡土地を耳全部貸出されており､42番 ｡15番 ･1番の所有

する 16.2滴も村外の人に貸出していた｡

3 親戚問の借賃関係

前述した借貸関.係において､借貸利息は､いくつかの無利息を除いてほとんど 2∴割～3

割の間であった｡同期の山東農村の利息と嘩較すると､滞洲唇村社会の借貸率は､ある程

度関内の主要移民地である山東省の農村の習慣からの影響を受けていたせいか､平均水準

をずっと超えていた14｡･南荒地村の農民は都市から相当多くの資金を借 りてお り､だいた

い借金の 6割以上を占めていたO同時に県q)不在地主は､農村土地所有権の占有を通 して､

農民から高額の小作料を徴収 した｡この時期には､清洲歯政府が農村金融の融通不良の問

題に対 していろいろ調整を行った｡例えば､1934年から全国に金融合作社を設置すること
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などがあった｡しかし､｢金融合作社の設立と指導する人士は､ただ形式上の金融常識を持㌔

っていたが､東北農村に対する認識の欠乏に関わらず､農業に関する知識も非常に足 りな

かった｡そして､直接に合作社を監督する責任を負っている偽経済部銀行科は農村の行政

の関係に対して､非常に疎遠であり､地方の特色ij:うまく果せずばかりでなく､業務の運

用にも目覚しい進展を取っていなかった｣1㌔ という｡県は農村の金融支配をはかったが､

近代的な金融合作社や銀行など､あるいは中国伝統な土着資本も､農村まで浸透 していな

かった｡結局､･満洲国の県から村までの金融は､県城にいる地主や富裕層を通 した親戚あ

るいは友人関係にたよっていた｡

小 括

(～,-

本章では満洲国初期の吉林省永吉県南荒地村の検討を通して､.以下の論点を明らかにし

た｡

まず､大量の土地を持っている不在地主は､直接土地を経営していなかった｡不在地主

は零細労働階層と準用関係を持たず､村の上層経営農家に耕地を貸 し出していた｡不在地

主と上廟経営農家の間に土地耕作契紛関係があったと見られる｡

第二に､満洲国初期のこの村の経済構造は､通常の農民階級､地主階級の枠組みでは分

析できない｡南荒地村では∴三つの階層に分けるのが妥当である｡つまり､土地を借 りる

農業経営階層と､この階層に雇用される農業労働階層 と､零細土地階層が存在 し､この三

つ階層が村の基本的枠組みを構成していたO

第三時､租税問題を別とすると､南荒地村の経済関係には三つのルー トがあるO -つ目

は､県に在住 しいる不在地主は土地所有権を持ち､大量の土地を占有していた(土地所有)O

±ら目は､県が農村に金融を融通する際に､伝統的な親戚関係が主導的地位を占めていた

く金融融通)｡三つ目は､鉄道沿線の中心街村にとって農産物の流通販売は非常に重要であ

った (農産物販売)0

第四粒 南荒地村やは､農民の経済次祝は土地経営と緊密に関わっていたO農民は広い

面積の土地を経営するほうが経済生活上有利である｡村内部には大きな格差が存在■してい

た｡
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図 2-1 吉林省永吉県南荒地相の経済関係構造図
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県城富裕層

土地所有 ｡貸出

凱
鉄道沿線

農村中心村落の糧棲

永吉県南荒地農村

農業経営層農家

売‥販
……………
..

農業労働層農家

零御土地耕作層農家

経済条件の格差

本章では､永富県南荒地相の農民がほとんど土地を持たず､高額の小作料を取 られてい

たこと一､農産物販売に際して糧機に搾取され､農村部の金融体系が不備であることを追跡

した｡このような経準状況の下で､農民は農業生産と生活を維持するため､親戚 ･友人関

係に頼って高利の琴金を借 り入れざるを得なかった｡南荒地村の農民は農業の再生産はな

かなか維持できず､社会不安や農産物と労働市場の変動などの影響を受けやすい状況にあ

った｡
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附表 2-1 吉林省永吉県南荒地農家の経済状況16

番号 名前 農家 家族数 労働数 年工数 所 有 面 小 作 面 経 営 面 現物換算 現 金 収 年収 .円 -人当収形態 積 ,摘 積 .嫡 積 .摘 収入 .再 入 .円 入 .再

9 声 太 31 .9 1 42.4 年2.4 644.27 644.27 20.78
22 叢梅林 22 5 2 40 40 ※ ※ 601.41 27.34

6 宋椎均 , 20 L7 ､20 20 264.65 51 315.6~5 ･15.78

47 張文有 地主小作｢. 10 ･3 4 8 36 L36 ~505.24 '204.92 710.16 71.02

46p那,_栄 自作 13 .3 4 2.5 ･̀33｣5 ■36 579.04･.275.36 85414 65.72

32 張金玉 9 3 5..5 5.5 101.23 46 147.23 16.36

3 菱興申 6 1 3 3 3や.7I 9..9 48.61 8.1

2 蒙興武 7 1 2 2 27.71 4̀4.9 72.61 ･10.37

･30 李準杢 2 1 '外8.0 19.08 22 .41.08 20.54

42∴ 唐忠杢 1 6 1 7,.5 60 6.2.4 122.4 20.4

15 張景周 5 3 5 13.35 ･92.6 105._95 21..19

1.7 高有棒 ･3 2 22 ･22 7.-33

18 昧玉田 4 2 62 62 15.,5
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36 張文同 農 業労働 4 2 ･76 76 1937 張簡貴 5 1 40 .40 8

39 郡 福 5 -3 118 118 23.6

40 張文禄 4 2 54 .54 13.5

43.妻 桓 労働小売 6 1 70 70 ll.67

12.孫青山 大工日工 5 ･2 ′ 19.0 100 20

47戸平均 43戸平均 43戸平均 46戸平均

4..91 26.61 20.32

･18戸平均 13戸平均 19戸平均

荏..T.(裏満鉄経済調 .∠ゝ ● ヽ洲の∵農村に於ける農民の租税負担｣1934年10月5､.6頁､水谷国-

｢満洲に於ける-農村の農業労働者｣ (『満鉄調査月報』第14巻10号不二出版 1985年)62-64頁､

満鉄経済調査会 : ｢碍洲は於ける-農村の金融｣1935年2月 1-3真により作成
②現物換算収入は農民が収穫 した農産物を当時の価格で換算 された収入である｡
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1 野間滴は､1907年生まれ01931年京都定刻大学法学部卒業､満鉄入社01932年経済調査会第五部

第-班 (諸税)､1936年産業部資料室調査班清洲経済係主任､1937年欧米留学 11939年帰国調査 ･

部総合課第五班､1940年調査部総合部第一班01941年上海事務所調査役 (南京駐在)､1942年中

央儲備銀行顧問､1943年満鉄退職｡1945年中長鉄路公司理事会調査処に留用､以降は東北自然科

学院展単系など東北各地の機関に常用｡

2 水谷国-は､1,904年生まれ01925年東亜同文書院卒業､満鉄入社｡1926年庶務部調査課､1930年

総務部付 く修学中)､1933年経済調査会第五部第-班 (諸税)､1937年総額寧弘報課情報第二係主
任､同年北支事務局弘報班長心得などを-て､1938年調査部資料課長兼大連図書館長01941年東

京支社調査役､同年 9月東京支社調査室幹事､1943年 4月東亜経済調査局縛務課長兼第-調査課
長兼東京支社業務室参与､1944年調査局線務課長C

3 藤間清 ｢満洲の-農村に於ける農民の租税負担｣-は ｢満鉄調査月報｣の昭和九年十月号で載せ られ

た｡けれ ども､本稿は主に中国吉林省社会科学院の満鉄資料館に保存されている 野間清 ｢満洲の

一農村に於ける農民の租税負担｣を利用する｡両方甚べると､ほぼ同じ申容であるけれども､やは

り吉林省社会科学院保存している資料はも/,と厳密 と考られるo満鉄経済調査会 :｢滞洲の-農村
に於ける農民の租税負担｣1934年 10月

水谷国- ｢満洲に於ける-農村の農業労働者｣は ｢満鉄調査月報｣の昭和九年十月号で敦せ られたO

『満鉄調査月潮』第 i4巻 10号 (｢満洲転於ける-農村の農業労働者｣)不言出版 1985年
水谷国- ｢満洲に於ける-農村の金融｣は ｢満鉄調査月報｣に載せられていなかった｡原本は中国

吉林省社会科学院の満鉄資料館に保存されている｡滞鉄経済調査会 :｢清洲に於ける一農村の金融｣
1935年 2'月

4江夏由樹:｢『満洲国』の農村実態調査｣4(年次研究報告書 6･日本大学理学部情報科学研究所 2006
午)

5 中兼和津次:｢旧満洲農村社会経済構造の分析｣(現代中国研究叢書 ⅩⅠⅩ五十六年度 アジア政経

学会 1982年)

6前掲 ｢清洲に於ける-農村の農業労働者｣ 73頁0
.7前掲 !清洲に於ける-農村の金融｣ 35貢0

8 1咽た10反歩符100アナ/レ

9前掲 『満鉄調査月報』第 14巻 10号 (｢清洲に於ける-農村の農業労働者｣) 64貢o

lO前掲 ｢清洲に於ける-農村の金融｣ 36声｡
11農家の基準は実業部臨時産業調査局｢農家経済収支一康徳元年度農村実態調査報告書｣(龍渓書舎､

1989年版)を参考するO-戸当平均に計算によれば､中農 44.8桐と貧農 12.7咽の土地を経営して

いる｡

12 滴洲国実業部臨時産業調査局 :｢農村実態調査報告書｣第 10轟 47貢 (龍渓書舎､1989年版)

13相対小作率についや ま､北浦 55%､中滞 63%､南満 53%である｡
権哲男 :｢『清洲国』農業経済分析序説｣(東京経済大学経済学会 :｢東京経大学会誌 ･経済学｣第

233号 2004年 151頁)

14 中支建設資料整備事務所 :『編訳嚢報』第 83号 ｢支那全国土地調査報告綱要｣1942年 99真によ

り作成

中東省調査農家戸数の官分率 - ･_12.33.% o二70% . 13.87% 39.36% 20,m%

15｢有関金融合作社之設立及指導上之人士,徒具有形式上的金融常識,但実際対東北農村之帯織不但

快芝,但薬師対京北衣柑之常識不但映乏,且対農業之知識,亦甚浅顕,加之,負有直接監督合作社

責任之偽経済部銀行科,対干農村行政之関係,非常珠遠,致地方特色不但不能使其発揮,一且対業務

之運用,亦無顕著進展｡｣

東北物資調節委貞会印行 :『東北経済小厳書③農産合作社篇』1948年 4貰｡
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16 本論の表 2-3と附表 2-1では､｢※｣印項は資料不足の為記入を省略したO｢-｣印項はゼロの記

入省略部分である｡
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第三章 1930年代における ｢満洲国｣地方財政構造oj転換

課 題

本章の課題は､満州国期の地方レベルの行政の財政状況と農村租税公課の実態について

解明することである｡ このような課題を提示した理由は､以下の通りである｡

日本帝国主義による清洲支配の実態を正確に把握するためには､清洲国がどめように中

央と地方の行政支配を実施 したかを検討 しなくてはならないが､そのためには財政状況を

明確にすることが不可欠である. 日本帝国主義の満洲経済支配は二滴洲民衆からの広範な

徴税の成否にかかっていた｡地方税の徴収と分配のためには､各レベルの行政の間で調整

することが不可避である｡ どのように地方行政のために税金を分配するのかは､日本帝国

主義の清洲支配のあり様を解明するためには重要な課題といえよう｡

これまでの研究では､清洲と浦洲国期め財政と租税に関する研究はいくつかある｡ 滞洲

国の省 ･県旗市 ･街村の地方費税状況について検討 した研究はほとんどない｡以下今まで

の研究状況について検討しよう｡孔経緯 『新編中国東北地区経済史』は､民国期と張氏軍

閥政権期における清洲各省の財政と徴税摘目を羅列したものであり､満洲国期の財政と徴

税間癌については､ほ ったく触れていない 10 滴洲国史編纂刊行会編 『満洲国史 (各論)』

は､創業財政時代 ･慮礎財政時代 卜開発財政時代 ･戦時財政時代に分けて､満洲国の財政

概要と歳計を検討 した2｡ それによって､清洲国の税収は内国税の増大と関税の縮小とい

う傾向が分かった0滴洲国の全体の財政に?いては､｢経常歳出は経常歳入をもって茸弁

すべく､臨時歳入をもって支弁すべからず｣3の主義によって､財政は形式上健全であっ

たとい う｡

本章では､満洲国の省 ･県旗市 ･街村の地方租税状況をめぐって､以下の検討課題を設

定する. 第-に､旧東北三省の地方財政を検討するOこの検討は満洲国の地方費税改革の

前提となる｡第二に､本章の重点である｡1930年代の清洲国は､地方財政の支配に対 して､

一連の調整策が行われ､土の政策調整とともに各種の問題･矛盾が生み出したoここでは､

これらの問題を解決することによって､浦洲国はいかに地方財政を女配下に置かれるのか

を課題 とする｡第三に､地方財政ゐ発展推移について､具体的な地方財政のデータを利用

して､各レベルの地方行政の歳計を検討する｡

以上の課題に沿って､満洲国地方財政の形成と矛盾､歳計の実態と相互関係を検討する

ことによって､清洲国p地方支配の実態を地方財政の側面から解明できると考える.
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Ⅰ 旧東北三省の地方財政

清王朝の時代には､国の財政と地方財政が分けられていなかった｡民国期に入ってから､

共和と地方分権の思想の影響を受けて､1913年に国家鹿と地方税紘案が作られた｡ただそ

れ以降も､軍閥間の争いが続いたため､国家税と地方税は着実には実行されていなかった｡

1928年､蒋介石国民党政権は形式上の全国の統一を実現した後､す ぐに第一次全国財政会

議を開いた｡会議は中央と各省の収入権限について以下のように区分した｡

上 国家収入 :内訳は塩税､海関税及び内地税､常関税､煙酒税､巻煙税､石油軍､

厘金及び厘金に類似する一切の通過税､郵包税､印花税､交易所税､会社及び商

標登録税､沿海漁業税､国有財産収入､国有営業収入､中央行政収入､その他の

国家的な現有収入など十六項目｡

2､地方収入 :内訳は田賦､契税､牙税､当税､屠殺税､内地漁業税､船絹､房絹､

地方財政収入､地方営業収入､地方行政収入､その他の地方的現有収入など十二

項目4｡

奉 目上､中央政府 と地方の省政府に関する収入の権限をはっきり分けた｡ただし､東北

三省は実質的に張軍閥政権の支配に置かれていたために､1928年に東北三省保安総司令部

内に財政稽核処を設立し､｢書林､黒龍江各省の管轄を受けざる収入即ち海関､常関､塩

務､､印紙税､煙草､酒､司法収入及び国有鉱業､林業政其他官有営業等収入は､全部同処

に於て管理し国家収入と地方収入とを区別する事と｣5した｡東北三省の国税は張軍閥の

財政稽核処が統轄したO東北三省の省地方収入は租税を中心とした｡一方､地方にある県

レベル行政の収入は､各地方によってそれぞれ ｢絹 ･費｣などを徴収したO黒龍江省の場

合､県地方の税 目は､｢学費的摘､警費的絹､塩称 歯硝指､車捕､船痛､戯絹､五屈指､

斗秤零絹､商絹､舗絹､督学糧捕､警学車絹､牲畜摘､油搾絹､店絹､酒舗捕､売買貨絹,

路灯絹､容絹､大挙絹､山貨絹､木牌絹､柴炭捕､白条猪綿など｣6であった｡

1928-1930年の黒龍江省の省以下の地方財政収入を例として考察するO 表 1によると､

張軍閥政権下の黒龍江省の財政は､ほとんど赤字であったoその原因は､1928-1930年の

軍費支出が地方財政の 71･20/0､74.60/.､77･90/.を占めていたからであるO魔大な軍費を捻出

した結果､地方財政は窮乏し､実業･教育･交通など-の支出は非常に不足状態になった｡

東北三省は張軍閥政権の統治の下で､1925年には ｢軍費負担に関し協議の結果､東三省各

省に於て負担｣7することになった｡それ以降､各省には名義上､地方財政があったもの

の､地方歳入のほとんどは張軍閥の軍費に充当された｡

鎮威上将軍公署より黒龍江省政府に致せる訓令

日下奉天省各機関経費は予算の三倍を支給するも尚濠不足せる有様なるに依 り､本年
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ら
(1927年)七月より予算の四倍を支出する事 となれるが､.東三省交渉練署経費も奉天省

と同じく七月より原予算の四倍支出方決定せ りに依 り､爾今貴省政府に於ても従前負

担額の四倍を支出せ られ度 し8

表 3-1の検討 と以上の訓令によると､各省には徴税権はあるが､徴収 した税金は奉天に

ある張り命令で軍費に優先的に使用 されなければならないため､各省 ｡地方の財政が成 り

立たない状態になっていた といえる｡

表3-1 中華民国期の黒龍江省歳入歳出表 単位:元
歳入 歳田 .

類別 1928年 1929年 .1930年 類別 1928年 1929年 1930年

出産税 L 2,706,33.9 3,97㌔3,466 4,043,036 内政費 1,830,284 3,198,297 2,201,617

官業収入 308,652 ~̀368,632 司法費 327,382 5.78.,460 645,564
煙酒協款 520,000 520,000 520,000 教育費 . 567,156 700,886 1769,519_
雑税 3,324 3,.324 3,324

省三中的捕 24,072 ･24,.072 24,072 交通費 ∴358,042 247,971 277,505
附加的絹 = 591,214 591,214 591,214

雑絹 571,982 551,359- ･573,682
荒価収入 310,000 310,000
小計 1,239;250 1,528,627 1,550;950

Ⅱ 満洲国の租税徴収変遷

1満洲国の財政構造

これまでの満洲国財政構造に関する研究は､主に国税をめぐる分析であった｡満洲国の

成立 とともに､国政の重要事項 を集中させる ｢総換庁中心主義｣9が採 られたoそれによ

って､｢満洲国の総予算及総括予算特別会計の予算及決算 ･国資の計画及運営 ･国庫金収

支の管理など｣10は総務庁の主計処が受け持った｡一方､財務部は､｢税務 ･専売 ･金融統

制及び国有財産に関する事務｣11を担当する歳入官庁 となった占つま り､実権 を握 ってい

る総務庁が満洲国の財政を処理す るとい う特色がみ られる｡満洲国は歳入を確保す るため

に､海 関と塩務機関を接収 した｡関税 ･塩税 と塩専売の収入を確保することにより､満洲
l

国歳入の基礎を築いた12ム 満州事変後出来たばか りの清洲国税収の構成は､張軍閥政権の

税収体制を受け入れたものであった｡その構造は以下のとお りである0
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国 税 :租税､関税､塩税､専売､官琴収入と其の他｡

地方税 :租税､官産収入と其の他｡

要するに､租税の収入は清洲国の中央と地方行政に対 しては重要な基盤財源であった｡

この租.税は清洲国時代で､｢内国税｣と呼ばれ､中央政権の租税と地方行政の租税の税目

には多少違いがあるが､｢収益税 (田賦課 ･営業税 ･出産税 ･鉱業税 ･漁業税 1牲畜税な

ど)､消費税､流通税､其の嘩｣に分けられていた｡本論では､満洲国地方財政構造の変

化卑分析するため､以下主に地方財政分析を行い､関わりている地方租税も検討 したい.

まず､満洲国の地方財政の構成を見ようO地方財政は特別会計と一般会計に分けられて

いる.特別会計は清洲国経済開発のための独自の特別事業会計であるIo省の特別会計は表

2の通 り1942年までは7項 目の会計があった｡それに卦して､県旗市の特別会計は 1932

年に5項目の特別会計があったが､1942年の県旗市には21項目となった｡その種類別の

目的を大別すると､以下通 りに整理できる｡

①財政--各県旗復興転貸資金､財政調節資金､用度事業費､満業寄付金O

②農林業一一綿羊牧場､交易林､制酪工場､家畜貸輿事業｡

③建設-一都邑計画､住宅､北連振興､上水道､西北工業区整理事業費.

④畢生--禁煙､市立病院､義倉､慈善救軌

⑤経済一一基本財産､市場､当業｡

⑥軍事-一自衛団.

これ らの特別会計は浦洲国が近代的な国家として独自に事業を行い､同時に国民経済を

統制するp一つ手段であったo
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表3-2清洲国地方財政構造表
歳入 歳出

般会計 省 地方税収入 国税附加税 勤労所得税附加税一法人営業税附加税.出産輝石税附加税.鉱区税附加税.鉱産税附加税.禁煙野税附加税.法人所得税附加税 警察費.教育費.土木費.勧業費.衛生費.営繕費.市県旗補助などL.

分輿税(1942年か地税.出産糧石税.鉱区税.禁煙特税.事業所得税.家 -
ら徴税) 屋税

独立税 牲畜税一家屋税′.

税外収入 財産収入.省地方債.国庫負粗金.交付金し.国庫補助金

市県嘩 地方秩収入 国税附加税 勤労所得税附加税.出産療有税附加税.鉱区税附加梶.鉱産税附加税.法人所得税附加税..
国毒範附加絹. 事業所得税附加絹.家屋税附加摘.特別売銭税附加摘i禁煙特税附加摘 公署費.警察費.撃青熱 土木費.勧業費.衛生費.社会事業費.各種補助など

国税分輿税 特別売銭税.牲畜税.家屋税 .

抵定雑絹 車絹.船摘.漁業指..不動産取得摘.牧畜摘.屠殺摘

税外収入 財産収入.使用費手続費.交付金.雑収入.国庫補助金一省補助金.県市債.結余金.

街村 地方税収入 地費.門戸費.t家屋費.雑種費 公所勢.自衛費.教育熱 土木費.営費.勧琴費.衛生費など .

特別AT計 省 北連療興経済 国庫補給.回収金..雑収入 . 土木費▲警察費.産業費一衛生費.公債費.其の他

省立病院潅済 - 使用及手続費.雑収入.溶入金.省債 ､ 病院費.予備費.営繕費.公債費.整備費.撤納金.雑支

省会館経済 鹿角掛 雑収入.国庫補給.交件金.結余金.森林会計 会館管理費.予備費..公債費.森林会計.交付金.補助励業一開拓蒙民助成 .

給水事業経準. 事業収入.雑収入.結余金一国庫補給.省債 水道敷設費

都邑計画轟業経済 土地収入.省債.由庫禰給.鹿余金.雑収入 各都廓邑計画事軍費 .

防水開発事業経済 .省債.貸款.利息.雑収入.国庫補給.濠入金 防水開発事業費.公債.予備費.事業費

禁煙事業経済 泰業収入.雑収入.奨励金一国嘩補給.交付金 禁煙費.事業費.康生院費.撤納金.予備費.営繕費.雑支出.管煙所費

畠県演 禁煙､都邑計園､阜水道､住宅､基本財鼠 市場､北逸振興､.綿羊牧場､市立病院､当業､義倉｣制酪工場､.交.易林､慈善救済､滞業寄付金､卑県旗復興転貸資金､自衛団､家事貸輿事業､財政調節資金､用度事業費､西北工業区整塵事業費 各市県旗事業費の支出

注.清洲帝国国務院総務庁地方処:『地方財政概要』(康徳3年度､康徳5年度､康徳6年度､康徳7年度､康徳9年度)より作成

-麟会計は滞洲国の根本的な枠組みであり､税収入と税外収入に分けられていたO税外

収入の項目中､地方に対しては､財産収入 ･地方債 ･国庫負担金 ･交付金 q国庫補助金な

どがあった｡省の税収入は主に国税附加税を中心とし､県旗市の税収入中の雑絹は従来の

徴税目であり､附加税制度の実施により､国税附加税も県地方財政の一大財源となったo

街村の税収入は村費であり､土埠や門戸などに対する賦課の税金であった｡この構造をま
l

とめると､表 3-2のようになるo
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2 満洲国初期の地方財政確立 (満州事変-1936年 7月)

清洲国建国後の一般会計を検討し､1930年代における日本帝国主義による満洲国地方財

政支配がいかに地方行政に浸透したのかを具体的に論 じる｡

まず満洲国初期の地方財政再建について､過渡期と安定期に分けて､検討 したい｡

A 過渡期の地方財政整備(満州事変-1933年初め)

満州事変後の混乱状態の下で､満洲国は旧来の清洲財政システムを受け入れて､初歩的

に財政の中央集権を整備 した｡ここでは､過渡期の酒洲国財政はどのように集権化 したか､
′

どんな不備な点があったのかを分析する｡

事変前には東北三省の省財政庁は各県の地方租税を統轄する権限があった13｡ 事変後､

張の権力は関東軍の武力により､奉天から駆除された｡関東軍は張氏権力下の清洲各地大

小軍閥を偵偶化させるために､各地の行政を独立させた｡しかし､1932年に近代的中央集

権の滞洲国を創嘩するととも笹､関東軍は各省の財政庁を廃止し､省経費は国庫金より支

弁する.ようになった｡徴税権限も全部中央財政部に集中した｡そして､財政部の下に奉天

税務監督署 ･古林税務監督署 ･演江税率監督署 ･華江税率監督署 ･熱河税務監督署を設置

し､五づの税務監督署を通じて､12の出張所と各県の税絹局を統轄 したO

以-Fの措置によって､満洲国は従来の張の権力に掌握された各省地方財政を中央に集中

させた｡ただし､過渡期の満洲国の地方財政-の掌握は非常に不十分であり､幾つの問題

の存在があった｡

第-に､,旧来の省地方権力の各県-の影響力が残存している.建国後の省公署制度は旧

来の東三省の区域をそのまま踏襲したため､名義上に軍事権と財政権は中央に引き上げら

れた｡しかし､旧軍閥は満洲国政権の下で､完全に満洲国統治を実現しなかった｡例えば､

①無給の大吉林主義である｡吉林省の金庫の国庫繰 り入れに対する拒否態度も相当強いし､

関東軍の自治指導員の人吉指導を拒否し､更に3000人規模の私兵を擁していた14｡ ②馬占

山は異能江省の一部を掌握 した01931年 11月末には関東軍の攻撃によって､海倫に退去

したが､｢海倫政府ハ三十六日成立セリ･-馬占山ハ各県二収入官金ハ総テ海倫政府二送付

ス-キコトヲ命｣L15じたOその後､一時的に清洲国政府に参加した｡1932年 4月に黒河か

ら脱出し､｢各県の官銀号に対し黒河政府は正当の政府なるを以て税其他各種の徴収金は

全部黒河に送金し来る様要し｣16た｡更に､事変後の満洲動乱状態の下､各地の大小軍閥

や有力者などは自治の名義で各自地方行政を運営した｡これらの実態の下で埠､少なくと

も旧軍閥を完全に中央集権国家の支配下に置くことは難しかったといえる｡

第二に､租税徴収の不徹底状態があげられる｡清洲国の過渡期では､関東軍の武力は滴

洲全域を支配していなかったため､各県から租税徴収を行 うことは不可能であった｡各地
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に ｢一団体の匪賊数は最大三千名を算するに至った､最小なものも百名を下らない･･--冒

本軍駐在以外の処では之を牽制する何等のカもない｣17ため､各県では相当の損害と租税

徴収不能などの状況がみられたoそして､各地の抗日武装団体も一部地域を支配したo熱

河省は日本軍の支配下に置かれていなかったOそのため､1932年の国税の内国税徴収は

25,238千元であり､1930年の60,079千元18の半分にも満たなかった｡

第三に､地方徴税機構と税目の不統一があれられるO建国当初､旧来の満洲地方の大小√

軍閥権力に握られていた税収権力を継承したが､各埠の税牲 ･徴収制度 ･徴収機構などは

不統一であった｡清洲地方は張権力の下､｢内国税徴収制度は所謂比額痕奨制度であって､

税捕局長は政府から指定された一定の責任額 (比額)を徴収する事を要し､それ以上に徴

収,したときは一定の奨金 として支給され､之に反し比額達しない場合は懲罰される事に

な｣19っていた｡それによって､各地にある税収機構は税収責任を達成するために､各自

税収名 目を設定した｡徴税制度も相当違っていた｡特に､｢県税は､嘗ての国税 ･省税の

紛乱多岐､そして分裂対立を其の健に具現｣20したという｡

滞洲国の地方税収は､従来の省の徴税機関の廃止によって､省の徴税権限が国税に集権

された｡それによって､清洲国は近代的中央集権国家の地方徴税機構を作 り出したが､実

際には不備な点が多く存在していたため､徴税機能はなかなかうまく機能していなかった｡

B 満洲国安定期の地方財政整備(1933年初～･]936年7月)

1933年の熱河作戦によって､清洲国は清洲全域に対する支配を確立させた｡ここでは､

過渡期の徴税機能問題に対してどのように解決したかを検討する｡更に､地方財政整備に

よって､新たに出てきた税制問題についても検討する｡

先ず過渡期の問題を解決するために､清洲国は以下のように分析した｡

第｣は､省官制改革である｡従来の省区画は建国後そのまま踏襲されたため､旧軍閥の

影響は相当に残っていた｡省区画細分化による省長権限の縮小と中央の統制強化のために､

1934年 10月省官制を公布 し､従来の四省を十省に改めた｡｢-.東北政権時代における畝

力政権対立を打破 し国内統一をなし以て中央政府に対する反抗分子の勢力を消滅せしむ｡

二.改制後は地方政府の権力減少し中央政府に対し地方の.実権を悼み示威的行動に出づる

が如きことはあるまい｡三.治穿､実業､教育に対しては直接各県を監督促進せ しめ従来

のごとく監視行届かず任意にこれを放置するがごときことなく又各県において従来のご
/

とく一片の報告書を形式的に送致して能事了れりとするようなことは無くなるだろうo｣21

同時に､従来の省が握っていた直接税の権限を国から県におろすなどの方針も打ち出され

た22｡ この調整によって､清洲国は軍閥政治を排除し､国家の中央と地方の県という二級

構造をつくり､中央集権を強化した｡
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第二は､税制統一である｡ 省権力架空と徴税権撤収により､満洲国は直接各県に支配を

浸透 した｡しかし､従来浦洲各県は､各地の軍閥権力下に置かれていたため､税絹目は地

方と軍閥権力者の違いによって､名 目も違っていた｡更に､税率も省 と地方によって違っ

ていた｡満洲国建国後､各県の徴税権限を抑えるために､税制整理にも着手した｡一部の

国税 と地方税の改正を行った｡23例えば､木椀は､奉天は従価 6.6%､古林には従価 24.4%､

黒龍江省従価 23.8%であり､1934年には木税と地方の附加絹を統一した｡

従来木税に関する法令は各地区々にして殊に税率は甚だしく異 り書林､黒竜江省の

如きは二割乃至三割の高率にて奉夷省等に比すれば数倍の高率でありこれに加え

て不税に対する各地方団体の附加絹もまた酷なりLをもってここに木税を統一し

且つ附加税の限度を改めて木税の負担を軽減するLfCめ左記木税陰を制定九月一 日

より実施することになった､本木税法に規定せる税率は従価の百分の八で地方税は

主管大臣の許可を得て百分の二十五以内の課税をなし得 られることに制限されて

いる24

清洲各県の税収を抜本的に徴税統-するために 1935年 8月に｢地方税汝｣を公布したム

該法は地方税 目について ｢民政部大臣及財務大臣の許可を受け｣25 ｢営業附加指 ･自由職

業附加指 ｡家屋附加絹 ･地絹 ･雑摘｣を徴収すると規定し､各税目の税率も統一 した｡こ

の税政は､｢地方-農村､そして其の農村を基底として立つ県財政の実状に則 したもので

あり｣∴･地方税体系が附加税主義と独立主義の飯剛 こ依って組成され｣26たoTつまり,､国

税 と地方税という定義が示された｡同時に従来の比額制度27を廃止 し､手数料を控除支給

すi制度を実施 したO税指局の統合と模範税絹局の指導などにより､｢租税の徴収機関を

統一し､監察制度を確立し監察員に日本人に加え｣ 28､｢各税絹局の枢要部に漸次 日本人を

配置｣29した｡

以上のごとく､満洲国の省官制公布 と税制を整理統一する政策により清洲国過渡期の各

問題は徐々に解消した｡しかし､中央の支配力は直接に県まで浸透すると､もっと深い幾

つの税制問題が出てきた｡

第-に､省は財政権を持っていないため､省の行政カが弱くなった.1934年 12月には､

満洲国は従来の東北四省を新しい省制度 (十省となる)に改組 した｡｢省は何等自鹿的行 ･

財政的自主権を有せず､その監督下にある県市 予算の認可権すらなく(1935年度末まで)I

総て中央政府の指示に基き地方行政が運営されていた｣30という｡それによって各省行政

の機能と運営は､末端機構である県行政と中央行政の単なる中継ぎ機関にすぎなくなった｡

潤洲国は､清洲各地の支配を充実するために､省の行 ･財政を充実する必要があった｡
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表3-3清洲国市県旗の地方歳入歳出(一般会計) 単位:元

年次 -∵ 駁会 計 歳入 歳出
税収入 税外収入 . ⊥般会計 公署費 警察費 ■ 教育費 ~ 土木費 勧業費 衛生費 社会事業 各種補助 其の他 合計

莱 1932年 18,186,530 13,254,199 31,440,729 9,466,681ll,822,513 4,283,300 1,_013,428 280;136 ･~773,642 138,810 p329,556 4422319 32530385

1934年 123,946,709 23,625,954 47,572,66310,427,77913,836,151 5~,815,726 3,025,246 160,193 1-,154,968 181,630_-1,108,759 } I5903961 一 一41614413

1935年 13,257,912 20,279,335 33,537,247 5,284,309 7,993,108 3,327,406 3,036,397 114,113 640.107 138,129 _463,134 一 事-5701~795 } 126698498
1936年 35,750,623 30,585,303 66,335,926ll,520142914,156,548 7,089,089 7,024,520 398,96~9 2,003,393~365-,520 1,246,039 一 }ll,198,558 I I55,003065

敬 1937年 31,106,175 41,987,472 73,093,64710,122,58516,486,278~7,068,102 9.926,875 1,599,525 -2,899,998476,265 1,085,76023428259 I73093647
1938年 35,002,997 59,349,220 ~9も352,21714,954-,99918,036,002.7,391,03414,50.8,165 も890,138 3,236,360416,3672,305,627 一 }28,613,525 一 一一一94,352217
1939年 44,831,750 64,281,108109,112,85816;898,86517,604,81710,760,92415,759,685 5,785,882 -4,281,939453;3164,30臥30033､259130 I109112858
1940年 ;58,903,608101,192,339160,095,94722,391,26525,661,32824,484,54320,270,456 8,680,072 8,743,473 754,7335,700,760 I 一43,409,317 I I-160,095947

1941年-77,238,240133,356,659210,594,899.30,081,82038,674,24735-,474,45129,574,39214,448,37214,076,915754;2156,445,44741065040 ∫210,594,89926898㌔18881942年 113,150,098155,831,590268,981,68836,201,76544;317,620~38,631,81319,167,49012,385,96317,673,085 746;5535,035,894 I I94821705

育分描敬 1932年 57.84- 42,16 100.00 -29.10 36.34 13.17 3..12 ~0.86 2.38 ,0.43 ~1.01- } I~1359 } }10000

1934年 50.34 49.66 100.00 25.06 33.25 13.98 7.27 0.38 ･2.78 0.44 -2.66 14.19- 100.00
1935年 39.53 60.47 100.00 19.79 29.94 12.46~ -ll.37 _0.43- 2.40 0,52 -1.73 2136 10000
1936年 53.89 46.11ー 100.00- 20.95- 25.74 12｣89 12.77 0.73_ 3./64 0二66 _2.27 20.36_ 100.00

1937年 42.56 ･57.44 1■00.00 _113.85 22.56′ 9.67 1_3,58 2.19 3,97 ･0.65 1.49 3205 -1000(～
1938年 37.10 62.90 100.00 15.85 -1【9.12 7.83 1-5.38 5.18- 3.43 0｣44~ 2.44 30.33 ~100.00

1939年 41.09 58.91 ･100.00 15.49 16.13 ･9.86- 14.44 5;30 3.92､1 0.42 395. 3048 10000

19-40年 36.79. 63.21 _100.00 -13.99 16,03 ー15.29 -'12.66_ 5.42 5.46 0.47 3.56 2711 10000
1941年 36.68 63.32 100.00- 14.28 18.36 _16.84 14.04- 6.86 ,6.6g 0.36 3.06 1950 10000
1942年 .42.07 57.93 100.00 -13.46 16.48 14二36 7.13 4.60 6.57 0.28 1.87 3525 10000-

牲(乱 1935年は半年度額とする .

注③.1932-1942年の歳入は予算額/1932年弓 936年の歳出は決算額､1937-1942年の歳出は予算額であるO



第三章 1930年代における ｢滞洲国｣地方財政構造の転換

第二に､県を中心とする地方支配を遂行する際､行政の拡大と ｢地方税法｣で制限され

た県税増税難が対立した.建国後の県制の画一化と県財務機関調整などにより､大幅に県

税を増税することが困難 となった.表 3-3によると､清洲国初期の治安第-主義を実行す

るために､県公署費と警察費がほとんど県財政の半分以上を占めていた｡他-投資財はほl

とんど考慮できなかった｡1935年の北浦各県の合作社運動により､共同販売計画を実施 し､

｢その基本的動機のほかに､各県における税収の確保 という要請もあった｣31という｡

第三に､満洲国の近代国家構造上行政の最末端まで財政を浸透することが必要であった｡

つまり､県行政から夷に農村部まで財政支配を浸透し､建国以来の澗洲国財政が及んでい

なかっ･た保甲 (後に街村制に改組)の徴費権を統制しなければならなかった｡

主要事項の立案 ･審議機関として｣32中央治安維持会を設置した｡地方の治安確保を図る

ために保甲制33を採用した.その後 ｢暫行保甲法｣と ｢暫行保甲法施行規則｣を公布 し､

更に､連帯責任の連坐制施行 と保甲内の自衛団強化などの具体策の運用は､短期間に満洲

全域の治安を確立するために大きな役割を果したQ保甲制下の財政問題には､1933年 1

月の ｢暫行保甲法施行規則｣で経費使用に関することが決めた｡

第十二条 '甲及牌ノ経費ハ甲内各家長ガ其ノ所有スル土地及資産ノ多寡二応ジ夫

夫之ヲ分担ス但シ保長及警察署長ヲ経テ地方行政署長ノ認可ヲ受ケ甲長之ヲ徴収

rするコトラ得･･･-第十七条 地方行政官署長及警察署長ハ保 ･甲･牌ノ監督上必要

アル歩合二於テハ事務ノ報告ヲナサシメ書類帳簿ヲ調閲シ及実地二就キ事務ヲ視

察シ又ハ其ノ会計ヲ監査スルコトヲ得34

この ｢規則｣によると､各地方の保甲費徴収は各県の県長と警察署長の承認によって行

っていた｡要するに､最も末端にある地方行政はいかに徴税を使用するのが各県によって

行い二滴洲国中央は保甲にある徴税仕方 ･税率などが統轄 していなかったO今には､清洲

国初期の保甲費徴収と使用にはデータがないため､なかなか検討 しにくい｡別稿では検討

した商売地相農民の税金には､村費 (保甲費の別の言い方)の負担は県税と国税の負担よ

り高かいことが分っキ 35. ｢保甲費 (村費)の殆ど大部分は実質上自衛団の俸給に支出せら

れ其の額は県予算も匹敵する｣36という状態になる｡保甲費の負担は実質的に農民にとっ

て最も重い負担となる｡財政の支配面から見れば､滞洲国の支配は農村まで浸透する必要

がある｡ いかに村費を中央集権国家の支配下に置くかは､重要な課題となる｡

かくのごとく､安定期の満洲国は省官制と税制統一の施行によって､中央から県レベル

行政までの近代地方税制を整備したOただし､中央一県とい う税収構造の下で省政の無

力 ･県財政の不足の問題が出てき鳶O更に､これらの施策には基本的に満洲最下層行政の

街村まで及んでいなかった｡
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第三章 1930年代における ｢満洲国｣地方財政構造の転換

3193年年以降の地方財政整備(1936年-1939年)

'ここでは､清洲国大改革という背景下､どのように前述 した三つの問題が解消されたか､

を検討する｡

第-は､省財政の充実問題であるO建国初の省財政庁の廃止により､1932年から 1936

年までに､草行政は財政権がなくなった｡省の経費は全部中央から支弁すること･とし､近

代的中央集権に踏み出した｡しかし､1934年の新省制実施により､満洲国は完全に省制下

ままに放任して置くことは､地方行政の合理的進展を期す右上に到底許されな｣37かった0

1936年 7月､満洲国は ｢中央地方を通ずる税制に亘る根本的調査に塞き国税t,埠方税との

有機的調整を図｣ 38るための制度を作 り出した｡1936年 12月 ｢省地方費法｣を公布した｡

同法は省地方費に対して以下の収入を決定した｡

法人営業税附加税 本税の百分の 50%

出産糧石税附加税 本税の百分 50%

木税附加税 本税の百分 25%

鉱区税附加税 本税の百分 25%

禁煙特税附加税 本税の百分 25%

前各号に関する延滞金及過料

国庫補給金39

これらの附加税は､国税中の附加税として､税絹局から徴収し､その後毎地方費に払い

込まれる｡省財政は附加税主義の採用と国庫の補助により財源を確保 した｡

第二は､省財政から県-の補助である｡清洲国の県旗市財政には､建国後の中央集権に

より､従来の徴税権限と財政権限わ相当部分は中央政権に集約された｡地方財政を支える

ために建車後国庫補助制度を創出した｡表 3づ‖こよると､国庫補助は 1932年から1936年

まで､徐々に減少 したO-部財政状態が悪かっrた県 (北浦地方が多い)は ｢(黒河省)八

県中瑳輝一県を除く七県が全部国庫補助を仰ぐ状態｣40となったO県の行政を行 うために

は県の財源を確保 しなければならないが､一省地方費の支弁 (表 3-7)は､｢①警察 ･土木 ･

勧業 ･衛生 ｡社会及文化に関する経費②県旗市財政調整補助に関する経費｣41に限定され

た｡1937年から省補助は国庫補助に変わり､県旗市財政め重要な収入となる｡
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第三章 1L930年代における ｢清洲国｣地方財政構造の転換

表3-4清洲国県財政と省財政の補助金割合表

県旗市財 .国庫補助 18.5% 15.5% ll.1% 10..7% ･9.4% ー 2.6% 1.9% i.20/o 1..7% 2.8%省補助 ー ー ー ー ー 15.7%p22.8% 21.9% 22.2% 20.8% 14.6%
省財政国庫補助 75.6% 62.5% 63.3% 64.5% 45.1% 47.1%

第三に､街村制度を実施した｡1936年､民政部は ｢満洲国の政治行政の特質に惇らしめ

ず且つ将来制定さるべき街村運営の素地を作るべく､1936年各省長に対し民政部大臣の許

可を得て省令に依る暫行街村制を設け得｣ 42ることを訓令した｡同年､奉天ほか四省が ｢暫

行街村制｣を実行 し､1937年 12月 1日街制 ･村制を施行した｡街制 ･村制の法令によっ

て､｢(街 ･村)税ノ賦課徴収二関シ亘本姓其ノ他法令二規定アルモノヲ除クノ外必要ナル

事項ノ､国務総理大臣及経済部大臣之ヲ定ム- (衝 ･村)住民ハ本法其ノ他法令二依ルノ外

相ノ費用ノ負担ヲ命ゼラ′レルコトナシ｣43を規定したため､街村の徴税も統一された｡街

村の徴費機能は満洲国中央に統轄された｡街村制の実施によって､従来の有料自衛団員制

は義務制に再編された｡表 3-5によると､1937年以一降の街村自衛団費は縮小し続けている｡

物価騰貴なども勘案しても､実質的に自衛団費は非常に減少したと考え.られる｡

前述 した 1936年 12月の省地方費創出と街村制施行に合わせ､県旗市に対しても ｢県

制｣･｢旗制｣･｢市制｣という陰令を公布 した｡これらにより､.1937年からの国と地方の省

財政が再建され､街村の財政は清洲国中央政権下に置かれた｡満洲国支配は初期の中央一

県とい う構造から中央一省一県旗市一街村に転換したO

以上の如く､満洲国の地方-の支配は 1936-1937年には､大きな制度上変化があった｡

しかし､中央一省一県旗市一街村の財政支配体制は､実際の運営上新たな問題が出た.

その第一は､省の弱い地位が変わらなかったことである｡省地方費絵は本来満洲の省地

方権限を回復するのではなく､1937年行政機構改革の前奏であった｡｢中央 ･地方の連繋

を密ならしめ､且地方行政機構の機能を拡充強化-地方自治を育成整備- 十 44する冬め､

建国後の省行政権力縮小方針を採った｡しかし省地方費の徴収は従来から租税の管理部門

財政部 (後ほどの経済部)に置かれていなかったo省地方費法の第十一条により ｢省地方

費ハ民政部大臣之ヲ監督ス｡民政部大臣ハ省地方費ノ監督上必要ナル命令又ハ処分ヲ為ス

コトヲ得｣45となっていた｡更に､表 3-6によると､省財政の約半分ぐらいの金額を特別

会計の国庫補助金から仰ぐ状態になる｡表 3-7によると､省財政の歳出の 300/oほどが県-

補助金 として支払われている｡要するに､省地方費は地方民政 ･治安に限定された｡
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表3｢5清洲国街.村地方歳入歳出累年比較表 単位:元

年次 歳入 歳出
税収入 税外収入 小計 一 公所費 自衛費 教育費 土木費 .営繕費 勧業費 衛生費 公債費 其他

1938年 32,484,027 8,637,867 41,121,89412,310,9714,850,395 9,962,4411,236,2772,478,329 912,426 575,452 68,647 8,726,956 41,12上894
1939年 46,872,110 15,489,291 62,361;40119,296,7044,736i44614,703,0854,154,8603,052,7241,528,0-771,1､37,【027211,61713,540,861 62-,361,401
1940年 58,547;739 18,549,570 77,097,30926,298,6914,377,200ll,905~,6263,531,099･9/,975.7441,878,1701,823,814 78,74717,228,218-77,097,309
1941年 69,393,652 26,574,312 95,967,96438,183,7244,414142817,966,4334,307,7906,766,2172,012,2402,402,202.77i59819,837,332 95,967,964
1942年 82,882,681 32203.597115,086,27850,015,8054,066,74718,865,-3463,455,-1756,926,6532~,088-,0922,710,609 69,87526,887,976 115,086,278

育分描敬 1937年 -88.48 ll.52 100.00 29.30 -22.37 -22.44 2.90 -.3.95 1.82 二0.99 0.00 -16.22 100.001941年 72.31 27.69 100.00 39.79 4.60 ~18.72 4'A9 7.05 2.10 2̀.50 0-.10 20.67 _100.00
1942年 72.02 27.98 _100二00 43.46 3.53 ~16.39 ~3⊥00 6.02 1.81 -2.36 0.07 23.36 100.00

表3-7清洲国省地方歳入歳出累年比較表 単位:元

年次 歳入 歳出一般会計
税収 税外収入 一般会計 特別会計 歳入合計 警察費 土木費 _ 産業費 教育費 市県補助費 営繕費 衛生費 其の他 歳出合計:

実敬1937年 4.775,248 2,763,628 7,538,87634,601,026_42,139,902ll,824,79810,095,366:2,306.3334,330,948 -7,916,792 -1,843,706 715,278 3,106,681 42,139,902

1938年 12,128,25610,994,61023,122,86648,161,576 71,284,44219,924,.71213,441,459 5,699.3395,677i973 16,736,518 :3,40も879 686,182 5,713,380 71,284,442
1939年 16.672,L38314,503,08131-,175.46456,194,903 87,370,36725,382,97316,250,1-28 7.613,6883,011,400 19,769.670 5,668.124 814i223 -8,860,161 877370,367
1940年 251421,24316,574,75241,995,99589.773,330131,769.32534,863,7ユ920,005,87913,308.9727,957,967 30,241.245_6二,988,9571,814,611-16,587.975 131,769,325
194iS 60,069,12617.337,356771406,48270,010,542-147,417,02432,261,549~19,804,86517,185.8945,889,-584 44,655.719 6,764,09~53,222,O58 17,633,260 147,417,024ー
1942年 67,264,12213,688,56980,952,69182,668,568163,621,25932,504,18-721,501,44816,821,0405,784,167 50,307,15526,~159,8892.,407;869 8,135,504 163,62.i,259

冒分描数1937年 ll.33 6.56 17.89 82.ll 100.00 ~28,06 23.96 5.47 10.28 18.79 _4.38 1.70 7.､37 10_0.00

1938年 17..01 15.42 -′32.44 67.56.. 100.00 -27.95 18.86 -8.OpO 7.97 -23.48 ･4.78 ".0.96 8.01 100.00
1939年 19.08 16.60 35.68 64.32 -100.00 29.05 -18.60 ･8.71 3.45 22.63- 6.49 0.93 10.14 100.､00

1941年 40.75 ll.76 52.51 47,49 100.00 p21.88 ･13.43 11~.66 4.00 30.29 _4.59 2.19 ll;96 100.00
1942年 -41.ll 8.37 -4=9.48 50｣52 100.00_ 19.87 ･'13.14 10.28 3.54 -30二75 15.99 -1.47 4.97. 100.08
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奉3二旦満洲国県財政と省財政の補助金割合表
1932年1933年1934年1935年1936年.1937年1938年1939年1940年1941年1942年

県財政国庫補助 18.5% 15.5% ll.1% 10.7% 9.4%ー ･2.6% 1.9% 1.2% 1.7% 2.8%
省補助 ー ー ー ー ー 15.7% 22.8% 21.9% 22.2% 20.8%･14.6%

省財 国庫補助 75.6% 62.5% 63̀3% 64二5% 45.,1% 47.1%

第二に､県旗市財政発展の不均衡があげられる｡県旗市は､省の補助がもらえる｡しか

し具体的に県･旗･市の財政構造を検討すると､1932年の31,441千元から､1938年の94,351

千元まで､県旗市財政の÷般会計は累年増加 している｡増加 した内容を市と県旗に分けて

見ると (表 3-8)､1932年を 100とすると､1936年まで県旗市はほぼ同じレベルの 200に

増加 したが､市財政は 1938年に536に達し､県旗の財政はは 300に増加 した｡要するに､

19･37年の地方税調整後の都市は飛躍的に発展に圭tり､農村の財政は立ち遅れている県旗市

財政の不均等発展を示 した｡

表3-8県旗市一般会計予.決算累年上ヒ穀 .単位:千元

1932年 1933年 1934年 1935年 1936年 1937年 1~938年

市-般会計 実数 . ~5;534 5,519 110,642 .8,541･12,638:.24,019:29,658
増加率 ･100% .95% 192% 154% 228% 434% 536%

県旗市合計 実数 31,441 39,489 47,.573 33,537 66,336 73,093 94i351

注①.滞洲国通信社編:『満洲国現勢･康徳六年版』(クレス出版 317貢)より作成
注②.1936年までは決算､1937.1938年は予算による01935年は半年度額とする

第三に､農村徴税負担の不公平があげられる｡表 5によると､街村の自衛団費は縮小 し

続けた∴ しかし街村の公所費は増え続け､街村民の主たる負担とな?た｡街村制の財政状

況で､補助費が少ないから､負担を重課せ しめた｡更に､街村公署 ･学校をはじめとする

施敦整備に取 り組んで､いずれも農民から徴収する租税に依存した46｡ そ して､街村費の

土地課税が等級別課税により､｢大土地所有者､富農ほど実際の土地の豊度よりも以下の税

率を課せ られるチャンスを与えることとなり､貧農ほどその逆を行く傾向があるから､余

りに等級を細分することは不適当｣47な現象が現われ｡戸別課税の不公平課税､房屋課税

の定額課税など課税体系であったため｣｢富者の軽課の不公平性｣となる｡ 48っま り､街村

制は ｢村民の大多数を占める勤労中貧農層それだけ貧困に噂いでいる｡村制は多 くの藤合

同時に地方ゐ土豪劣紳の巣窟｣49であ.る｡

かくごとく､日中全面戦争期前後の清洲国は ｢■国 ･及地方を通 じ行 ･財政の調整をほじ
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め､国及び地方を通じ行｡財政の有機的連携･･･.-全体主義的確立の強化を図る｣50ために､

省 ･県旗市 ･街村の財政を国財政に対する地方財政制度が確立された｡中央集権化をすす

めた清洲国は街村にいたるまで財政支配が実現した｡但し､この財政体系の下には､日中

全面戦争勃発後の統制経済期に入って､省財政は充実していないし､農村 ｡農業と関わっ

ている県旗財政は商工業と関わっている都市財政より相当に遅れている｡更に､農村支配
ヽ

最末端の街村財政は地方有力者の逃避によって､中農以下農民の負担が重い状態であった｡

これ らの矛盾や問題は､滴洲国の支配を農村浸透することを阻害したと考えられる｡

Ⅲ 清洲国地方財政の歳計

前文の地方財政確立と構造の分析した上に､ここには具体的な地方財政データを検討し

たい｡

まず､歳計発展の趨勢を見ると､表 3-9と表 3-10七 しめしたように歳計発展の趨勢は､

(1)琴計が急激に膨張した｡1932年の 3千万元強に対し､1942年は4億 6500万元以上と

なり､10年間に約 15倍の増大をしめした｡(2)1937年から省 ･県旗市 ･街村の費用を比

較すると､省は 1937年の 7,538,876元から1942年の80,952,691元まで約 10.74倍に上

昇し､県旗市には1937年の73,093,,647元から1942年の268,981,688元まで約 3･68倍に

上昇 し､街村には1937年の34,359,730元から115,086,278元まで約 3.35倍に上昇した.)

1932年から1942年までの物価は約 3倍弱増加と旦 べるとこ省地方財政は急激に拡大し､

比較見れば街村費の徴収権限が割合k小さく増加した｡(3)地方歳入の税収入と税外収入

の比率は､ほとんど 55:45の上下で浮動 した｡しかし､具体的に各地方を見ると､省の

税収入は 63.3%から83.1%に増加 し､県の税収入は 57.8%から4･2.1%まで減 り､税外収入

は42.2%から57.9%に増加 し､街村の税収入は88.5■%から72.0%に減 り､税外収入は 11.5%

から28.0%まで増加した｡

表3-9清洲国歳入経費膨張と小売物価騰貴

管 100 307 414. ･557 1027､1074
市県旗 43 54 65 45 90 loo 129 149 219 288_ 368
街村∴ 100 120 182 22.4 279 335

注.清洲国編纂刊行会編:『清洲国史･各論』1974年 431頁と山本布達:『｢満洲国｣経済史研究』名古屋大
学出版会 2003年 64貢と前表の計算より作成
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国ヰ 央 地方

税収入 税外収入 小計 省 _輿 街村
内国税 関税 其の他 計 -. ･税収入ノ税外収入 _.小計 税収入 _税外収入 小計 . 税収入 税外収入 -小計

実 1932年 25,358 52,355 18,-820 96,533- ･56,390 152,923 18,187 ~13,254 _31,441

1933年 37,915_ 75,619 20,543 _134-,077 60,497 194,574 21-,255 18,234 39~;489
1934年 46,699 86,999 22,030 155,728 59,171 214~,899 23.,947 23,626 47,573
1935年 25,294 43,384 8,755 77,433 55,335 132,768 13,258 20,279 ■33,537

敬 1937年 72;584 108,069 0180,653~ 132,102 312,755 14,775 2,764 7,539 _31,106 ･41,987 73,093 ~30,402 ､3i957 34359
1938年 83.437 ･138,501 0 221i938 174,072 396,010 12,128 _10,995 23言23 35,003 59,349 94~,=352 32,484 8,638 I41122
193'9年 127,693 -193,035 .0320,728'283,174 603,902 16,672 14,503 31,175 4も832 -64-,28-1- log,113 46,872 15,489 I62361

1940年 203,213 174,570 0 377;783 3801576 758,359 _.25,421 116,575 ~ー41,996 58,904 101言92 -160,096 58,548 18,550 I771098
1941年 211,740 165,368 0377,108 368,467 745,575 -60,069 17,337 77,.406 77,238 133,357≡.210,595 69,394 26,574 95968
1942年 384,666 120,000 0 -504,666 318,734 823,400 -67,264 13,689 80,953 -113i150 _155,832 268,982 -82,883 .32204 ∫115087
1.932年 ~63.13 36.87 100.00二 57.84. 42.16 100.00 ∫
1933年 ･68.91 31.09 100.00 53.83 46.17 100.00
1934年 72A7 27.53 100,00 50.34 49.66 100.00
1935年 -58.32 ･41~..68 ･100.00 ･_39.53 60.47 100.00

育分比 1936年 69.66 -30.34 100二00 53.89 46.ll -100.00
1937年 -57一.76. 42.24-･ 100.00 63.34 36.66 100.00 -42.56- 57.44 100.00 88.48 11152 100.00
1938年 56..04 43.96 100.00 52.45 47.55. 100｣00 37.10 62.90 100.00 78.99 21.01 ､100.00
1939年 _53.ll 46.89 100.00 ~̀53.48 46.52 100.00 41.09 58.91 100.00 75.16 -24.84 _100.00

1941年 50.58 49.42 100.00 77.60~ 22.40 100.00 36.68, _63.32 100.00 72.31 27.69 100.00
1942年 p61.29 38_.71 100.00 83.09 16.9-1 100.00 42.07~ -57.93､ 100.00 ~72.02 27.9~8 100.00

注②:国のデータは決算であり､地方のデータには､1932-1936年のは決算､1937-･1942年のは予算である｡
注③.1935年は半年度額とする
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つぎに､表 3-7の省財政､表 3-3の県財政と表 3-5の街村財政め推移によって､具体的

各費用項目を検討 したい｡

(1)公署費

省の公署費は建国以来国家財政負担するため､支出していなかった｡県旗市公署費は

1932年-1942年に4倍に増大し､全体歳出の比率には 29.1%から･13.̀50/Oまで減少 したO街

村の公所費は 1937年-1942年に5倍に増大し､全体の歳出に時29.3%から43.50/Oまで上昇

したo

(2)警察費 ･自衛費

省の警察費は 1937年-1942年に･3倍に増大したが､割合は28.1%から19.9%に減少し

た｡県の警察費にも同じ状況で､10年間に金額は4倍増大し､割合は 36.3%から16.5%に

減少 した｡街村の自衛団費には金額と割合両方とも減少という状況になっている｡省と県

旗市の場合から見れば､滞洲国の地方の治安維持するために､長年に高額の警察費を維持

していた｡ただし､後期の建設と近代的な国家の造成を果すことによ,つて､治安回復と抗

日武装の衰退によって警察費の割合が減少 したo 1

(3)教育費

従来の清洲国勢青に関する研究は ｢奴化｣教育 ･学制改革 ･教育なぜに注 目しているO

地方教育費の支出から見れ疫､省の教育費支出の絶対金額が増加 していない､割合は 10.30/0

から3.5%まで減少した｡県の教育費は 10年間に金額は約 9倍に増加 し､割合も 13%前後

維持 していたO街村の教育は金額は 2倍ほど増加したが､割合が 22.4=0/.から 16.40/Oまで減

少し続けた｡

(4)産業費 ･勧業費

省財政の産業費の金額は約 8倍に拡大で､割合が 5.47%から 10.28%に増加 した｡県旗

市の勧業費は著しく45倍に拡大し､割合は0.86%から4.60%まで増加 した｡街村の勧業費

は3倍ほど増加 したが､割合はほとんど変わらない｡この地方経済を振興する費用は､省 ｡

県旗市 ｡街村の発展と緊密関わっている､県旗市は割合に大量の資金投入がある冬め､清

洲国の地方建設は市県旗を中心という事実がわかる｡

(5)補助費

省の歳出にある市県補助費には､1937年-1942年に8倍以上増加し､割合では 18.79%か

ら30.75まで上昇した｡それに比べると､県旗市から各街村-の補助費はたいしたことの

ない金額ではあるが､0.43%から0.28%まで減少した｡1937年以降再建された省財政は､

総額の約三分の一が各県に補助され､ここから見れば､満洲国の地方財政は県を中心とす

ることを表明できる｡

以上の歳出実態に沿って､清洲国の省の歳入は税収入に頼っている傾向が強くなり､県
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と街村の税外収入の比率が高くなり､特に､県の税外収入は税収入に逆転した｡県旗市は

割合に大量の資金投入があるため､_滞洲国の地方建設は市県旗を中心としていた事実がわ

かる｡公署費と警察費に多く支出していることから､満洲国は県を中心として行政機構の

権力を維持しようとしたという意図があったこ串を推測できる.一方､教育-の投入につ

いては､県を中心として教育を促進したと考えられる｡

小 括

満洲国は滞洲全域-の支配を実現するために､従来の軍閥政権の国税と地方税の枠組を

改革 した｡地方の財政には､一般会計と特別会計を設置し､一般会計を税収入と税外収入

に分け､税収入も各税 目に区分したOこの一連の地方軍制の改革により､清洲国の歳入は

従来の土地税 と農産物税ヰ心から脱出し､税外収入の比重が著しく増大した｡つまり､満

洲国の一般民衆-の直接課税の比重が減少し､間接負担の収入が増加 したといえるDただ

し､直接の租税負担はやはり満洲国財政の重要な財源であった｡■

建国期には地方の軍閥権の影響を防ぐために､省税を全体的を羊中央に集中し､国税と県

旗市税の二本立てにした｡しかしその実態をみると､満洲地方の全域が関東軍の武力支配

下に置かれていなかったため､内国税徴収が不完全の状態であったOまギ地方の在来軍閥

権力も日本支配に対して抵抗的な措置をとった｡更に各県旗市の税制は､従来のままであ

ったOそのため､滞洲国は地方財政支配を強化すべく､草創期の財政支配の不備を是正す

るべく､地方行政改革を実施することになるのである｡

清洲国安定期の支配は､1934年の新省制に沿って行われたO新省制の実施により､沓区

画を細分化し､省長権限を縮小した｡更に､従来の省行政に掌握されていた直接税の権限

を国から県におろすなどの方針が打ち也 された｡県の財政の充実のためであった｡滞洲国

では､中央と県旗市という二重支配構造が形成された｡その上で､地方税絵を公布し､県

旗市の徴税に独立税主義と附加税主義を併用して､中央に統一した｡しかし省は財政権を

持たないため､行政カは弱体化 した｡各省行政の機能と運営は､末端機関である県行政と

中央行政の単なる中継ぎにすぎなくなった｡県は､行政の拡大とともに財源が制限される

とい う矛盾も出てきたO更に､清洲国は県旗市まで影響力を行使するのではなくて､もっ

と末端の行政機関 (保甲､後は街村)-の浸透を果たした｡そのため省財政の創出､県財

政の充実､街村制の施行などに着手することになる｡

1936-1937年の地方制に関する法令によって地方行政改革を実施した101936年の ｢省地

方費汝｣により､省に附加税主義と国庫補助による省地方財源を創出した｡省財政から県

旗市-多額の補助を行ったので､ある程度県財政は充実した｡街村制の実施により､街村
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の徴費権も中央に統轄されたOしかし､この地方財政支配構造は､深層の矛盾や問題が解

決していなかった｡省財政は国庫補助に依拠 しすぎてお り､自主性と弾力性が欠けていた｡

市財政は飛躍的に発展 したのに対し､県旗が代表する農村財政は立ち遅れでいたO街村の

徴税では､富者に軽く貧者に重い租税となる傾向があったため､中貧農層農家の不満が惹

起された0

1930年代の満洲国地方財政の改革について､以下のような幾つかの点が指摘できる｡

1.民国時代に比べるとJ清洲国の地方財政は法理上 ･事実上近代的中央集権国家の支

配下に置かれた｡

2.本来中国の地方に最も権力を握っていた省地方行政は空洞化した01937年以降､一

部省財政の機能を再建 したが､半分ぐらいの歳入は国庫補助に頼 り､三分の一ぐらい

の歳出は県に補助 したため､省財政は自主的な地方財政運営ができなかった｡､

3.これまでの研究成界のなかで､安富歩氏は清洲地方は民国時代から県を中心として

発展してきたと分析した51｡ しかし､県が事実上浦洲地方の行政と経済の中心地とし

て発展したこと､特に県地方財政権 ｡税収と産業発展の中心となったのは準洲国時代

に入ってからのことである｡

4･街村は､形式的に中央革権支配下に置かれた｡しかし､事実上､街村費徴収の矛盾

(不公平｡税率不統一など)が解決していなかった｡県の街村-の徴税権はあったが､

街村から更に末端の屯 ･部落村-の浸透は不完全であった｡

てお.り､特に市県旗と街村レベルには僅かな勧業費を支出していたのみである｡ 県以

下はほとんど農業が財政を支えていたのに対し､農業部門-の財政支出の不足は明ら

であった｡農業生産の拡大は不可能であった｡
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滴洲国政府公報 康徳 3年 12月 26日

救命第二百号 J

省地方費法

第一条 省 (興安省ヲ除ク)三省地方費ヲ設ケ省長ヲシテ之ヲ管理セシム

第二条 省地方費ノ収入ハ左ノ通 トス

一 法人営業税附加税

二 出産糧石税附加税

三 木税附加税

四 鉱区税附加税

孟 鉱産税附加税

六 禁煙特税附加税

七 前各号二関スル延滞金及過料

八 国庫補給金

九 省地方費支弁ノ事務又ハ事業二伴フ収入

第三条 省庁ハ必要アリト認ネル トキハ管内地方団体ヲシテ省地方費二納付金ヲ繰入 レ

シムルコトヲ得

第四条 省長ハ省地方費支払ノ営造物及財産ノ使用二付テハ使用料､特ニー箇人ノ為ニス

ル事務二付テハ手数料ヲ徴収スルコトヲ得

第五条 省長ハ省地方費支弁ノ事業二付特二必要アリト認ムル トキハ夫役現品ヲ賦課徴

収スルコトヲ得

第六条 前二条ノ徴収金ノ賦課徴収二関シテハ国税ノ賦課徴収ノ例二依ル

第七条 第四条革帯五条ノ徴収金ハ国ノ徴収金二次デ優先シ其ノ追徴還付及時効又ハ省

､地方費ノ支払金二関スル時効二付テハ国ノ徴収金又ハ国ノ支払金ノ例二依ル

第八条 省長ハ省地方費ノ予算内ノ支出ヲ為ス為一時ノ借入金ヲ為スコ主ヲ得

1第九条 省地方費ヲ以テ支弁スべキ費目ハ左ノ通 トス

- 警察､教育､土木､勧業､衛生､社会及分化二関スル経費

二 県旗市財政調整補助二関スル経費

第十条 省地力費ハ民政部大臣之ヲ監督ス

民政部大臣ハ省地方費ノ監督上必要ナル命令又ハ処分ヲ為スコトヲ得

第十一条 本法二定ムルモノヲ除ク外省地方費二関シ必要なる事項ハ民政部大臣之ヲ定

ム

本陰ハ康徳四年一月一日ヨリ施行ス

朕組織牡第四十一条二依 り参議府ノ諮諦ヲ経テ地方税法中改正ノ件ヲ裁可シ叢二之ヲ公
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康徳三年十二月二十六 日

国務総理大臣 張景恵

民政部大臣 '呂栄裏

蒙政部大臣 粛然特色木盃勘

財政部大臣 孫其昌
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第三章 1930年代における ｢清洲国｣地方財政構造の転換

l 孔経緯 :『新編中国東北地区経済史』書林教育出版社 1997年

2 滴洲国史編纂刊行会編 :『満洲国史 (各論)』満蒙同胞援護会 1970年
3 同前 433頁

4 果報江省財政庁史志鮮公室 :『異音巨江省財政資料長編』第-冊 1988年 8頁

5 ｢財政上より観たる中央政府及奉天当局と果報江省 との関係｣(満鉄庶務部調査課 :｢調査時報｣第

9巻第 10号 1929年 106貢

6 前掲 『異音巨江省財政資料長編』第一冊 第 136-153責

了 同前 100貢

8同前 104頁

9 浜口裕子 :｢『潤洲国』の中国官吏と関東軍による中央集権化政策の展開｣(『アジア経済』第 34巻 3

号 1993年 3月)

10清洲国通信社編 :『満洲国現勢 ･大同二年版』クレス出版 4貢

11 同前 4貢

12 滴洲国史編纂刊行会縮:『満洲国史 (総論)』満蒙同胞援護会 1970年 304-308貢参照

13 注 :財政庁下に硝横総局 ･漁業商船保護局 ･各県公署 (田賦､契税)･各県税絹徴収局 (県費)を

統轄する0

.滴洲国編纂刊行会編 :『清洲国史 ･各論』1974年 455貫

14解学詩 :『偽満洲国新編』人民出版社 1995年 224貢参照

15『現代史資料 11･続満州事変』みすず書房 1965年 712頁

16 同前 730･731貫

17 木公冠者 :｢滞洲匪賊の注意点｣(『滴洲評論』第 2巻 3号 1932年 1月 3貫)

18清洲国編某刊行会編 :『清洲国史 ･総帝』1974年 282頁

19 前掲 『満洲国現勢 ･康徳二年版』クレズ出版 191貢

20 ｢清洲評論｣第 9巻 12号 8貢 1935年 9月

21『新制度下の満州国十省』(｢満州 日報｣ 1934.10.9-1934.ll.26)

22 浜口裕子 :｢『満洲国』の中国官吏と関東軍による中央集権化政策の展開J(『アジア経済』第 34巻

3号 1993年 3月 64貢)

23 注 :(1)出産糧石税 ･儲 轟税 ･木税なぞの改正統一､(2)消費税物件製造免許制度の確立､(3)営葉税
制度の改正統一､(4)貨物私 ･漁税 ･石税及び落地税を廃止､(5)酒税制度の改正統一､(6)鉱業税税の
改正統一

満洲国通信社編 :『清洲国現勢 ･康徳五年版』クレス出版 108貢

24『税率の低減統一木税法を制定』(｢満州 日報｣ 1934.8.29)
25 民政部令弟 11号-･財政部令第 44号 『地方税法施行規則』康徳二年 (1935年)8月 24日

27 比額制度 :張権力は軍事力を維持するために､税収確保する必要がある｡満州地各県に対 して一定

額の税収額を命じ､県税収機関渡その金額以上の税収を達成する場合であれば､一定の奨励額どが
もらえる｡逆に､徴収できない場合であれば､懲罰措置も取る｡この制度は各地の行政に対 しては､

税収の確保と強化に対 して大きな役割を立てた｡

2写 前掲 『満洲国現勢 ･康徳五年版』クレス出版 111貢

29同前

30滴洲国通信社編 :『満洲国現勢 ･康徳六年版』クレス出版 315頁

31満史全編 『満洲開発四十年史』(上巻) 1964年 790頁

32 治安部警務司 『満洲国警察史 (上巻)』■1942年 315貫

33 睦 :保甲制とは古来支那に於ける地方自治の団体であって､各府 ･県 ･州等の管下たる城 ･市 ･郷 ･

村内に於て､一定の戸数に依 り,保 ･甲 ･牌と称する隣保友愛を以て相飾る団体を編成 し､其

の団体内に於ける康寧を保持 しこ不測緊急の危害を防止することを主たる任務 と為す制度で

あるO

治安部警務司 『満洲国警察史 (上巻)』1942年 351京

34 内務局管理処 :『地方税関係法令類纂』1938年 5月 534貢

35拙著 ｢『満洲国』初期の農村租税公課に関する考察一一北満地方を中心に｣(新潟大学大学院現代社
会文化研究科 『現代社会文化研究科』第 48号 2010年 7月)

｢『滞洲国』期の農村経済関係 と農民生括一一吉林省永吉県南荒地村を中心に｣(新潟大学現代
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社会文化研究科環 日本海研究室 『環 日本海研究年報』第 17号 2010年 3月)'
36 民政部警務司 『保 甲制度論』1936年 53貢

37前掲 『清洲国現勢 ･康徳六年版』グレス出版 315頁
38同前 108貢

39 ｢省地方費法｣(『満洲国政府公報』 1936年 12月 26日)

40清洲国通信社締 :『満洲国現勢 ､｡康徳四年版』クレス出版 161貢
41 ｢省地方費絵｣(『満洲国政府公報』 1936年 12月 26日)

42前掲 『満洲国現勢 ･康徳六年版』 55貢

43救命第 412号 ｢街勧｣(康徳四年 12月 1日)･救命第 415号 ｢村制｣(康徳四年 12月 1日)

前掲 『地方税関係絵令類纂』1938年 5月 1日 513∵531頁
44前掲 『満洲 国現勢 ･康徳六年版』クレス出版 45貫

45 同前

46 関白猛夫 :｢街村財政の現状 とその諸問題｣(『清洲評論』第 16巻 8号 1939年 2月 10頁)参照

47 同前 11貢

4S 同前 11弓 3貢参照 .
49 大槻雪夫 :｢綜化県展事合作社の農村組織工作についセ (上)｣(『滞洲評論』第 15巻 4号 1940年

9月 22頁)

50 前掲 『満洲国現勢 ･康徳六年版』 315頁

51安富歩 ･深尾葉子 :『｢満叩十の成立--森林の消尽 と近代空間の形成』(名古屋大学出版会 2009
午)165-200貢参照
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第四章 田中全面戦争期の 噂 洲国｣農村経済と統治状況
-1939年の双城県四つの屯における聴取醜童を中心に-

課 題

本章は､主として満鉄調査部が 1939年 8月に行った ｢双城県二於ケル農民カラ聴取調査

覚書｣,を手がかりとして､満洲国が日中全面戦争に入ってからの農村の経済状況 と統治状

況を究明することを課題とする｡

満鉄は満洲経営を中核として､その経営を維持するための基礎調査が必要と考えて､調

査部は満洲に関するいろいろな調査を行った91937年､日中戦争が全面的に広がって､関

内に日本軍が連出していくとともに､調査部も関和 こ進出させた｡それ以降､'中国め関内

に関する調査成果が多くなってきたD 元々中核とする満洲経営に関する調査は少なくなっ

たO 日中全面戦争の勃発によって統制経済期に入った清洲国の農村に関する調査資料は割

合に少なくなった｡本章で使用する ｢双城県二於ケル農民カラ聴取調査覚書｣ は現在吉林

省満鉄資料館に所蔵している｡ この資料は満鉄調査部め調査を行った後､.まとめていない

状態で残った第一次資料であり･､資料の内容は調査員が農民から聞いた情報の生記琴であ.

る｡ そして､資料は本来書名がなく､吉林省社会科学院満鉄資料館の編集により ｢双城県

二於ケル農民カラ聴取調査覚書｣を付けたo当時満洲農村の実態を反映できる貴重な資料

と考えられる｡

これまでの日中全面戦争下の満洲国統制経済期における農村に関する研究を検討 しよ

う｡ 日本帝由主義による清洲の支配は経済と政治両面があり､ようするに物的 ･人的支配

の成否にかかわっている｡今までの研究はほとんどこの両面をめぐって､満洲国の上層組

織から農村に対する支配を実現したのかについて､を検討した｡満洲農村に蘭する研究成

果はまず風間秀人の成果をあげられる｡風間秀人は清洲国の農村行政支配から協和会の民

主運動と農相行政制度について､三つの時期l(保甲制下､街村制下､国民隣保制下)を分

けて検討したolそして､農村経済支配につい七四:満洲国の糧機の存在実態を日本帝国主義

が満洲で実施した農産物収奪政策と関連して､その実像を検討したOヲしかし､このように

協和会と糧桟 (組合)を通じて満洲国農村に対する検討は､上層組織から農村社会-支配

に関するものにとどまっていると言えようQ

一方､塚瀬進は､1940年代における ｢満州国｣統治の社会べの浸透を分析することによ

り､満州国行政面の支配は県城まで浸透したこ串を明らかにした3｡政治統制政策をめぐっ

て､日本帝国主義は満州国の各領域を統制権カの下に置こうとしたが､非日本人を動員す
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ることには必ずしも成功していなかったと指摘して.いたOこのような角度からの検討は清

洲農村社会の統治状況が全く触れていない｡安富歩は､統制経済期の農業金融問題に対し

て､興農合作社と大輿公司の資金調達面から見れば､農村-の金融準透がある程度進んで

いた｡少なくとも満洲中央銀行の春耕資金が｢時的に埋めた部分を確保することには成功

したと検討した･｡4興農合作社と大興公司の面からの研究は会社の財務データから見た満州

農村金融支配であり､実際の効果は満洲農家の実感から検討 しなければならないと考える｡

中国方面の解学詩の･『偽満州国新帝』 5では､■｢慮溝橋事件｣ の勃発と全面戦争期に入っ

てから､農業に対する要求は一般農村物の増産と･出荷の促進に変わったと説明した･O,そし

て､統制経済期の清洲農村統治については､主に興農合作社 ･日本農業移民などを中心に

分析 した｡

本章では∴以上の研究状況を踏まえつつ､研究角度を一転 して満洲農民の面から満洲国
∫

支配状況を究明したい｡｢双城県二於ケル農民カラ聴取調査覚書｣を利用して､以下の課題

を設定する｡第-は日中全面戦争展開期の農民負担を検討することであるOここでは､本

論第-章の 『丁清洲国｣初期の農村租税公課に関する考察』の論述を引き続いて､統制経済

期の満洲農民負担について検討するO 第二は､満洲農民は清洲国の ｢行政一協和会一合作

社｣三位丁体の支配構造をどこまで受け入れたのかを検討することである｡

ここでは､まず資料の ｢双城県二於ケル贋民.カラ聴取調査覚書｣を分析しよう｡この資

料は､1939年双城県の四つの屯で行った調査に関する聞取りである｡調査屯名と調査時間

と調査参加者は表4-1の通 りであるO調査参加者の名前から見ると､金と王'とV､う中国人

がこの調査を参加した｡さらに､当時の屯名 と現在の.地名に比べると､興礼村沈家窟塗が

確罷できて､この沈家喬堕は現在黒竜江省双城市酉に5キロメー トルにあるO 時間的に看

ると､19.P｡20日･23日｡24日に行ったため､当時の交通手段を考えると､他の三つの

屯は双城県城の近くにあると推測できる｡ つまり､土の調査の対象はある程度､北滞鉄道

にある県城附近の農村を代表する地域である｡一方､調査の内容を見ると､典礼村正紅玉

屯に関する調査の丁部は農家所有の農具に注目しているO その他の調査は①大豆耕作面

積 ｡②甜菜と亜麻と小麦の耕作 ･③農事合作社 ｡④金融合作社 ･⑤農産物販売先 ･⑥村屯

長 ･公署 ･⑦協和会 ･⑧常税負担 ･⑨賦役 ･⑳義倉 ･⑫自衛団 ･⑬青苗廟会費等 12個問題

をめぐって調査を行った｡
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表4-1 1939年の双城県四つの屯における聴取調査の調査状況表

申名 興礼村正紅玉屯 興礼村区紅頭屯 尚勘村陳腐紅四JE- 興礼村沈家常盤

調 査 参加 山田 .松田 .柿 相 良 ..金 .柿 佐藤 .金 .佐々 山本純愚 ,王木弘也 .五島肇 .佐

注.満鉄調査部 :｢双城県二於ケル農民カラ聴取調査覚書｣1939年 8月により作成

Ⅰ 農家の経済状況と負担

ここでは､尚勘村陳原紅四屯､ 興礼村沈家禽塗､興礼柑正紅孟屯の農家経営と負担につ

いて､検討したい｡その具体な内容は､前述した 12個問題中の①大豆耕作面積 ･②甜菜と

と■亜麻 と小麦の耕作 ･⑧諸税負担 ｡⑨賦役 ･⑳義倉 ･⑪自衛団 ･⑬青苗廟会費など7個問

題を分析す る｡

まずは､尚勘村陳腐紅四屯の耕作状況に関する調査資料が割合に詳 しいため､この屯の

土地状況について説明する｡t尚靭村陳腐紅四屯では∴在住農家に所有される土地は277桐
■

があり､耕作している土地は415滴である｡在住の農家の 1番 ･3華 ･4番 ･9琴 ･10番 ･

16番 ･17番 ･18番 ･23番甲九戸農家は農民所有土地の 97%を古めているO-方､耕作状

況では､3■番 ･4番 ･5番 ｡.6番 ｡10番 ｡12番 ･17番 ･18番 ･22番 ･23番の 10戸農家は

392.5鴫の土地を耕作し､耕作土地全体の95%を占めているゝ｡ 本屯の土地は所有状況は極

めて大土地の形で在住地主と自作に所有され､土地耕作では自作と小作の大農地経営で展

開している｡

問題① ･.②の耕作状況については､尚勘村陳腐紅四屯､興礼村沈家禽塗､興礼村正紅玉

屯の調査資料に記載されている｡尚勘村陳腐紅四屯のは一番評 しいである｡この屯の大豆

耕作では､1938年度･の耕作面積は48桐でありこ1939年調査年度では33.5摘まで減 らした｡

甜菜を郡作している農家は6戸､その理由は主に統制会社 ｢甜菜公司｣の契約栽培､或い

は ｢甜菜公司｣は村公署を通じて農民に栽培命令を出したと推測している｡小麦の栽培は

統制価格がよいため､13戸の農家は小麦を植えている｡ 興礼村沈家禽塗では､大豆耕作面

･積は 1938年の57.5桐から43.5的まや減らしたOそれに対して､小麦の栽塵について､価

格が良いため､14戸の農家は小麦を植えていると興礼村正紅玉屯の資料は非常に不足なの

で､大豆を植え●ている 1番 ･2番 ･4番 ･5番 ･9番農家中では､1番の農家は大豆栽培が

増える以外､2番 ･4番は 1938年と同じ､5番 ･9番農家の大豆栽培は約 9.42桐を減少し

た｡経済作物の亜麻と甜菜は統制公司と契約栽培していることが分かった｡契約栽培は行

政の命令によって行 うために､農民の反感をもたらしたO耕作面積から見ると､1939年の
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時点では､双城県下の農村では､大農的な自作 ｡小作の耕作によって農業経営が展開され

ている｡本来■､清洲地方では最も重要な経済作物大豆の生産は統制経済期に入ってから相

当に減産され､尚勘村隣席紅四屯の場合では僅か8%ぐらいの土地では大豆を植えている｡

移出経済作物の大豆の鈍化に対して､内需的な経済作物の亜麻･寓菜 ･小麦は運んでいる｡

亜麻 ･軍菜は統制政策によって6､｢亜麻公司｣と ｢甜菜公司｣と契約栽培によって､行政

の力で推進するOそして､極めて重琴な農産品の小麦では､統制によって価格が上昇した

ため､農民の栽培意欲は強くなっ七､栽培面積が拡大しているO 双城県の農村では､以上

の経済作物を作る以外には､農地は主に中国農民主食の高梁 ･包米 ･粟などを生産してい

'ると推測できる｡

問題⑧ ･⑨ ･⑳の公租公課を分析しよう｡本来北浦地方の村費は農村に対しては最も重

い負担であり､双城県の場合では､1937年 1桐の村費 2.175元は 1桐の大乱 0..615元ゐ三

倍余 りiこ達したO7尚靭村陳腐紅四屯､興礼村沈家禽塗､興礼村正紅五屯の調査から見ると､

1939年の村費負担約 1.5元ぐらいであり､1937年より相室に減少した｡二方､大租につい

て は､大多数の農民は村費が一番高いと答えたが､一部鹿民は大租が一番高いと廃 えたO

要するに､大租も約 1･5元ぐらいに達し､村費と同じぐらい負担になったo Uか し､統制

経済期に入ってから､満洲国の紙幣発行は 1937年 2.1億から1939年ゐ4.2億まで増加に
1

よって､物価が急騰をもたらしたoL8相当の農民は租税皐抱が重くないと思っているo賦役

は満洲農村一負担である｡ 三つの屯め調査から見ると､.賦役は農閑期或いは出荷直前に村

から大通 りまでの道路修繕を行 うことである｡ただし､如何に賦役を加担するのかを究明

することが鮮しく､農家一戸では年間 1-5日間ぐらい道路修繕を行 うOそして､道路修辞

する場合では､食事は自分で持ちて行くOもし､賦役は行われない場合であれば､他の人

を雇って行 うことも可能である｡義倉は不作の年を準備するために､土地に賦課すること･

であり､本来中国農村の-重要な自治組織であるO義倉は近くの正白玉屯にあり､興礼村

沈家寓塗では 1嫡土地に二升五合を納め､典礼村正紅玉屯は七升を納めていることが分か

った｡この農村 自治組織は農民に対する影響力については､尚勘村陳腐紅四屯の農民の

88% (22戸).と興礼村昧家寓壁農家の･72.1% (24戸)は ｢分からぬ ･何もしてもらわぬ｣

と答えた｡義倉から援助を貰った両屯農家は僅か 15.5% (9戸)である｡

問題⑫自衛団 ･⑫青苗廟会費を検討する｡ まずは自衛団について､｢分からない｣ と答

えた農家は両屯で 12戸であり､殆どの農民は自衛団がわかると見られる｡ 自衛団に参加で

きる条件は20代前後 ･財産ある｡字が読める･大きな農家の男子である. 典礼村沈家藤堂

では 191番の自作地主 ･21番 38的土地耕作の小作 ･22華の自作 ･26番の自小作と興礼村

正紅五屯9番の自作など農家は自衛団員に出たことがある｡これによって､清洲国の農村

自衛団組織の構成は少なくとも自作や大きな土地経営■している小作レベル以上の農家の男
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子から構成することが分かる｡ そして､何十戸農家の屯では年間は僅か一戸か二戸ぐらい

の農家は自衛団に出ているoそれに対して､尚勘柑陳腐紅四屯では自衛団員に出る農家は

なかったが､自衛団よりもっと基層的な治安組織の壮丁団には3戸の農家は出ている｡次

は青首廟会費については､興礼村沈家禽堕と尚勘村陳腐紅四屯同じで虫王廟とい う土地廟

があるため､毎年 6月 -6日に虫王祭を行 う0 9しかし､1939年度は地畝局の土樽測量を行

うために､屯は対応したため､忙 しくて今年は虫玉条が行わなかったことが分った｡農民

の答えから見る.七､青苗廟会費については､青首費と廟会費があるよ両方とも大金ではな

いため､農民は青廟費と認識しているO廟会費は一戸年間一元､土地所有者はそれ以外に

1嫡 0.008元を納める｡青首費は看青費にも言われ､屯で数人ほどの ｢看青｣人を雇って､

相の耕作人から集まった穀物で支出する｡

Ⅱ 農村の支配状況

今までの清洲農村支配の研究については､基本的に協和会 ･行政 ･合作社とい う三者の

戦時体帯EJと動員をめぐって展開するものである｡このような農村支配を塚瀬進氏は ｢三位

一体｣とい う言葉で定義したolO中国側の研究では､解学詩はこの言葉を使っていないが､

満州農村統制の研究を見ると､分析の基軸はほとんど同じである｡これ らの研究は協和会 ･

行政 ･合作社は滴洲農村に対する統治構造面から分析したoLかし､̀三者は満洲農村に対

する浸透効果はどうなるか､農民はこのような統治構造を受け入れたかなどを検討 してい

なかった｡ ､ここではこのような農村統治構造について､尚勘村陳腐紅四屯､興礼村沈家禽

塗､興礼村正紅五屯､興礼村区紅頭屯の調査資料を利用して､満洲国の農村支配を検討し′l

たい｡その具体的内容は前述した 12個問題中の③農事合作社 ･④金融合作社 ･⑤農産物販

売先 ･⑥村屯長 ･公署 ･⑦協和会など5個問題 (表 4-2)について検討 したい｡
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表 4-2 双 白県下四つの屯の聞取調査統計表

- 尚勘村陳腐紅四 興礼村沈家窟墜 興礼村正紅玉 典礼村区紅頭屯

戸数..百分率 戸数 , 百分率 戸数. 百分率 戸数 百分 率

知 らず ･..18 72% 22 67% 3 So‰知 らず 15 47%
其の他 一ヽ■一.I ー 2 6% 4 ･40%其の他 -9 28%

巌売先の交易市場紘?いて .なぜ交 .易市場に 売 るか,. 他の売る所なV 10 40% ･17 52% ･3 30%交易市場- 17 ,530/o

高く売れる 2 .8% ､3 9% ー

公正 .～ 3 12% ,Jl 3% ._3 30%売却物がない ll 3適

昔 と比べて どうと思うか 良い gp 32% 16 49%一.■■ ー 其の他 ､4 150!o

損する.｡微妙 6 24% .5 ■1鏑 1 10%

農事合作社 ､ 2 .8% 1 ､3% -.2 ■..20%
其の他 4 16% 7 21% 8 80%

糧桟 . 6 24% 2 6% ･.3 ,30%

金融.合作牢 借金垂祝■ 借金 した 14 56% .10 .30%. ･4 40%

其の他 ｢ 1 4% 2 6% ･3 30%

金融合作社の認識 . 金貸す処 ′. 17 68% ･_16- 49% 5 50%良い i- ､14 43%其の他 . +1 .4% 2 ●ll 3 30%其の他 6 19%

知 らぬ _ .5 .､20% 5 15% 2 ,20%
同じ .ヽ.I.■....●■一■ ー 2 ●ll 一.■.■.._■ し_ _-■ 1

まずは農事合作社を検討 しようO農事合作社は 1937年 6月､設立 してか ら､1939年末

まで全国に 153社 を作った｡11比較的によく農村-浸透 した省は､奉天省 23社､吉林省 23

社､潰江省 16社､龍江省 14社､北安省 14社､三江省 10社､安東省 6社､熱河省 6社な

どがある｡農事合作社は基本的に戦時体制 とともに満洲農嚢の統制を強化す るために生ま

れた組織であると言える｡以下は 1937年 ｢農事合作社設立要綱｣の要領をみよ う｡

-､政府統制∠二三 二自治的責任連帯ノ建前二於テ私経済活動ヲ営ムヲ本 旨 トスル コ ト

二､農事合作社 ノ区域十地方行政区域 トハナルヤ ク一致セシメ均方宣教磯準 ナ[,

ル連繋ヲ保持セシムル組織 上為スコ ト

三､農事合作社二連スル基本的方針ハ国務院主設ケラルJ<キ経済委員会 ヲシテ審議セ
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シムルコト

八､農事合作社ハ地方ノ実情 卜民度二応ゼシムル為政府の基本方針ノ下モ各省ヲ__シテ

_乏力華 草野制二任ゼシムル軍Jl千･

要するに､農事合作社は完全に政府の統制の下に置かれている農村統制組織と言えよう｡

双城県の所在する演江省では､1937年には既に 11個の合作社を設立'した013二年間を渡っ

た 1939年時点には､農事合作社は清洲国統制政策に頼って､農村への浸透状況について四一

屯の調査資料を検討しよう｡尚勘村陳腐紅四屯､典礼村沈家葎塗､興礼村正紅五屯では農

事合作社について ｢多少分かる｣農家は 28%､27%､30%になる･｡興礼村区紅頭屯には ｢良

い｣と答えた農家もわずか 25%であるp その以外の農家は農事合作社に対し七基本的'に｢知

らない｣と考えられる｡更に農事合作社の農民に対する影響内容を見よう｡本来､農事合

作社設立事業亘は､農産物の検査 ･運搬 欄 製 ･加工 ･販売 ･農業倉庫券発行 ･共同経営 ･

交易場の経営 ･生産物配給 ･資金融通がある｡14双城県農民の調査から見ると､尚勘村陳

一席紅四屯で ｢多少分かる｣ と答えた農民は主に ｢市場経営 ･種子配給｣の役割と答え､j熟

礼村沈家禽塗ではほとんど ｢金貸す処｣と帯織し､典礼村正紅五屯､ノ典礼村区紅頭屯では･

｢市場経営｣と常識していたO-方､.販売先の交易市場たっいては､三屯の農民は農事合

作社の管理人の役割を知っている人は僅か8% ･3% ･20%となり､ほとんどの農民は交易

農民は農事合作社と全く連繋がないため､農事合作社は県城に奉る交易市場の管理に止ま

って､農民に対する農産物の統制を実現することも難しい言ってよいだろうかO

次は販売先の交易市場に対する農民の翠織の他に三つの調査をみてみたい｡満洲国本来

の糧穀貿易ルナ トは二つがあるO-つは農民は糧穀を持って満洲各地の中心村 ･県城にあ

る糧桟を代表する土着資本に売るOもうL一つは糧桟を代表する土着資本は外粍 (土着資本

の職員)を満洲農村各地に派遣して､各地から直接糧穀を集まる｡このような自由的な貿

易状況は 1936年-1937年 間まで続いて､糧桟を代表する土着資本は極めて清洲農村の糧

場外での取引禁止を実施した015青同県の経験はp1936年に右耳 ｢全国的普及を見た｣｡ 16双城

県は 1936年 12耳に公設糧穀市場ができた017そし七､農事合作社運動も北浦の各地にお

いて異常な勢いを見せるまで至った018では､このような統制体制の下に､双城県の農民

は如何に農事合作社を管理する交易市場を認識するのか? ｢なぜ交易市場に売るか｣につ

いて､市場以外には′｢売るところがない｣と答えた尚勘村陳腐紅四屯､興礼村沈家禽堕､

興礼村正紅五屯農家は 40% ･52% ･30%となる｡そして､｢昔と比べると同と思 うか｣に

ついて､三屯農家は ｢良い｣ と思っている農民は 32% ･49% ･0%となっている｡ 交易市
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場と糧桟の便利さについては､糧桟が便利だと答え孝農家は 24% ･6% ･30%であり､交

易市場が便利だと答えた農家は 16% ｡15% ･10%しかない.1939年の統制初期セは､糧穀

の統制を実現するために､糧穀蒐集の値段などを値上がったが､結局三屯の農民は昔に比

べると ｢損する･微妙｣と答えた農家は 24% ･15% ･10%となる｡つまり､｢公正 ･高く

売れる｣など経済的な原因で交易市場-売ることは少ないため､交易市場は統制政策によ

って糧穀販売を支配する｡

更に､四屯の農民の答えを検討するとこ尚散村陳腐紅四屯の12番は 30的土地を耕作し､

売ることがないと答えた｡16番の地主は 27的土地を掩っているが､販売内容に卸して一

切答えなかった｡･興礼村沈家禽塵では､11番は市場-持っていかない､12番 ･21番 ･26

番は糧桟が屯にこないため交易市場へ売る､30番はgop向を耕作するが売らないと答えたo

典礼村正紅玉屯では､1番は屯内に僅か売る､5番は地主に渡す､直接市場-行かないと答i

えた｡典礼村区紅頭屯の5番は屯内に売却 した｡以上の農家の答えから見ると､これらの

農家は農事合作社と交易市場の統制圏外に遊離している.蘭制の昇格によって､満洲国に

統制されていない土着資本時清洲農村各地に進出することによって､以上の農家や地主を

通じて､清洲国の統制政策と対抗して闇の横行になる｡ 当然に､交易市場の値段が ｢良い｣

と答冬た農家は統制経済後期の公定鹿格 と闇価格の葦が非常拡大したため､.1939年時点は･

交易市場に売ることtを交易市場の支配から脱出する可能性も高いと考えられる｡

第三には金融合作社について検討したいら満洲事変によ.って官銀号が閉鎖され､満洲中

銀設立後に官銀号附帯業務たる官商糧桟の活動が停止させられたことにより､旧来清洲地●

方の農村金融システムが崩壊した｡1934年清洲国実業部臨時産業調査局の ｢農村実態嗣査

報舎｣により､農家の借入先は､農家の相互金融が 55.65%､営利的金貸業者 (当館)が

12.70.3%､商人 (糧桟 ･油房 ･雑貨舘など)が 18.70%､金融合作社 o/11%､農業貸款

2.67%､義倉 0.03%､救済貸付 0.06%などと19なって､農村負債における金融機関の役割

は非常に軽いと見られるo 満州農村金融崩壊を再建するために､1,934年から､金融合作社

を全国的に展開し∴ 938年まで 110社､社員 50万超え､加入農家は全農家の 9.14%に連

した0201937年から､金融合作社は特別保証貸付を開始によって､担保力がない零細農に

も-人当たり50元までの低利融資を行うOでは､このような満洲国農村金融合作社の政策 ..

推移によって､1.939年の双城県農村を如何に影響を与えたかを見よ.うo 表 1によって､尚･

勘村陳腐紅四屯､興礼村沈家禽塗､興礼村正紅五屯の農家は金融合作社から借金 した農家

は各屯農家の 56% ･30% ･4d%になるo｢借金 していない｣と答えた農家と ｢そ.の他｣と

記載する農家は基本的に借金していないと推測できる｡ 三屯の農家では金融合作社を利用

できる農家は 1934年の調査の状況と比べると､かなり違 うと思う｡そして､1938年の金

融合作社に加入農家割合にも高いと見られるO -方､金融合作に対する常識では､｢金貸す
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処｣と認識する農家が 68% ･490/.･50%に達したO興礼村区紅頭屯にも43%の農家は金融

合作社が ｢良い｣と答えた｡ここまでの調査結果だけ見れば､金融合作社は 1939年の時点

やは建直初期と比べて差が明瞭である｡金融合作社の満洲農村-の浸透がある程度進んで

いたと考えられるoLや､し､具体的に借金額を見ると､借金 した農家 28戸中では､∵般の

零細農家時ほとんど50元未満を借 りている.僅かに､興礼村沈家寓堕の8番が 340元 B19

番が 1.80元 ･21番が-150元 ･22番が 240元､輿礼村正紅五屯の 1番が 500元などの多い金

を借 りている｡つまり､この四声農家は全農家の借金総額の大部分を占めているO金融合

作社の満洲農村-の浸透は農村の有産農家や富裕層農家に対する金融融資に止まっセいる0

本当に融資が必要な中下層農家はなかなか融資できないため､大部分の農家は金融合作社

が全 く ｢知 らぬ｣状態に落ちている｡

第四には村屯長 ･村公所に関する答えを検討 したいO一部の学者は旧来清洲農村地方の

村落自治は埠方官治行政 と全く遊離していると指摘する｡21少なくとも､滴洲農村の村落

は相当の自治権が持っていると思 う｡11927年には､王永江は奉天で区村制を行って､各県

は教区に分け､各区をして若干村を管轄 し､村には散在する小村を管理する0時洲建国叡

このような区村制の形骸は残されている｡ しかし､1937年 12月の市街村自衛法の公布よ

り､全国的に街村制を実施 した｡､これによって､清洲農村基層行政は本来の県- 区一村一

小村から｢県一村～屯とい う区画に転換 したO要するに､満洲国は県城から支配権カは農村

への浸透を強化するために､県から自然村までの行政を刷新して､大村主義によって区と

村の機能を合併によって､新 しい村 とい う農村行政が作 り出rした｡1939年の尚勘村陳腐紅

四屯､興礼村沈家喬塗､興礼村正紅玉屯では､新村制の村公所に対 して､48% ･58% ･20%

の農家は ｢良い｣と帯織 した｡ 尚勘村､興礼村は各自10個 と12個の屯を管理により､旧

来県署持っている機能の充実によって､農民は両村公所は昔より̀便利 ･良くになったと評
i

価 したOそして､屯長 と村長に対_して､一般の農家は村長がほとんど分からないようであ

るO しかし､表の 21番 ･22番 ･23番の答えにより､屯長の人選は屯内で選挙を行い､農

民は ｢屯長は百姓だ｣ と帯織 しているO 屯長の人格に対しては､農民は殆ど ｢公正な人 ･

学問の人 ｡土地持っている人｣などと答えた0滴洲国一番基層の農村行政は選挙により､

農民は農村行政に対して好感が高くなって､滞洲国の行政面から農村-の浸透は進んでい

ると考えられる｡

第五には協和会について検討 したい｡ 今までの清洲国協和会に関する研究では､主に協

和会の組織構造 と運動内容について検討 した｡22ここでは､清洲農民はいかなる協和会を

認識するのかを検討 したいo双城県四屯の調査結果から見れば､結果は ｢分からない｣と

その他である農家は 92%｡88% ･90% ･78%になった｡逆に満洲国の協和会に対 して多少

分かる･或いは良いと課識 している農家は非常に少なかったO例えば､｢協和会の名前だけ
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は知っている､成績は良い､何をしているか知らぬ｣ 23と答えた興礼村沈家禽墜21番よう

な農家は悌和会の農村-浸透する結果と認識 してよいと考えられる｡｢滞洲国史各筒 ｣中で

は滴洲国の支配構造は行政と協和会と言 う二位一体構造に認識 していたが､実際の農村調

査結果から見れば､満州国の協和会は農相社会-の影響や支配は非常に弱かった｡

Ⅲ 農村実態の考察

以上の分析によって､1939年の満洲国双城県下四つ屯の農家経済状況と農村統治状況が

分かってきた｡

1L経済状況aj考察

まず ∴ 尚靭村陳腐紅四屯の耕地状況から見た農村地方の二つの階層である｡屯内の土地

所有と耕作状況は全部極端的に一部農家に集中されている｡土地所有面では､村在住の 9

戸の自作と地主の277的土地と不産地主の i38的土地で構成される｡-方､耕作の面では､

自小作階層の 10戸農家は 373的を耕作している｡本屯では､在村の地主と自作は相当の土.

地所有によって､土地の集中度が極めて高く､在村地主 ･増作と不在地主に共同支配され

ている｡彼 らは土地を耕作すると､大土地的に経営を行い､要するに屯内は自小作の大量

的な土地経営が優位であり､これも土地の高度集中する条件であろう｡農民の収入は土地

耕作と緊密的にかかわり､土地の耕作の自小作農家の経済は本屯では有利である｡土地所

有と耕作帝見ると､単純に地主と農民の関係ではない｡屯には二つの極端に分かれて､土

地所有め地主 ･自作と土地経営の自作 ･小作は屯の上層に位置して､彼 ら埠屯の土地の大

半所有し､大部分の土地も耕作している｡ それに対して､それ以外の農家は僅かな零細土

地を小作し､或いは雇農 として生活を維持 している｡一方､作物の統制に対しては､双城

県下農村では外商的な大豆経済は弱化に対して､小麦の価格高騰で栽培面積が拡大した｡
Eq

そして､本来清洲ではあまり植えていなかった亜麻と甜菜など経済作物は戦時統制によっ

て､農村で一部に強面的な契約栽培でやっていた｡いわゆる経済統制期に入って も､満洲

国の農民の作物栽培は強力的に支配は実現していない ､農民の農業生産は卒易市場の ｢価 ■

格｣に応 じて生産を行っている｡

次は租税負担の面では､｢国強村弱｣｢行政強民治弱｣とい う趨勢は強い｡統制経済期ま

での澗洲地方では､村費が農家に対しては最も重い負担の原因であった｡ 統制嘩済期の双

城県の農村から見れをま､国税は相当に増税したが､村費はほぼ増税 してV､なかったため､

少なくとも満洲国の行政徴税のカは県まで増強したことが説明できる｡ それに対 して､相

の徴税権限と金額は弱化したといえようOそして､村費一部の青苗廟会費 ･義倉では､本

来は満洲農村の自治組織の費用に属するわけであるが､1939年の調査によって､農民は膏
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首席会費に対する欝識は基本的に ｢看青は屯でやる ･廟会は村で行 う｣とい う形にしたO

農民は農村行政力に頼って徴収する費用に対する認識は高まって､一方､本来清洲地方に

ある自治的救助組織の義倉に対しては､ほとんど ｢知らなかった｣ として､義倉の影響力

は非常に弱かったといえよう｡

2 農村支配の考察
■.

まずは農産物の支配について説明する▲.日中戦争期に入ってから､清洲国の物価は徐々

は上昇 し､戦時インフレーションは問題とされるようになったO満州国は暴利禁止令を公

布 した一方､価格統制を徹底する農産物統制汝に乗り出した｡~それによって､農家は地方

行政官署の指定される交易市場以外で農産物取引を行 うことが禁止され､農民と取引しう

る者は営業許可書を受けた交易市場にある糧桟 ･糧桟組合に限定される｡ しかし､このよ

うな統制モー ドは行政的な統制に偏って､経済的な統制措置と配合しなければならない. ㌔

1939年開始された大豆の公定価格は官斤 7元とされたが､当時の大連現物相場は 7.89-

9･63元であった｡24公定価格の設定は経済原則に求めていなっかたO双城県の調査から見

れば､1939年の交易市場の公定価蕗は割合に農民に受け入れたが､T部の農民は既に公定

価格は ｢損する｣と覚悟していた｡そして､交易市場の設定は従来清洲の糧桟は農村奥地

まで糧穀を取引する構造を変えた｡農鹿は農産物を売るために､交易市場-持たなければ

ならない､非常に不便となったo結局､19年0年以降の公定価格と民間価格の差が木幅に拡

大して､農産物蒐荷統制は地方行政の命令と警察の監督に頼らなければならなV.､Oそれに

対して､滴洲農民は農産物統制政策に対して､抵抗な態勢に取れた01940年 ･1941年｡194写一

年の農産物蒐荷が失敗したO

次は農村金融の支配について検討する｡合作社融資の農家に占める比率は清洲国建国初

年ではほとん ど無視でもいい程度であったが､1939年の双城県四屯調査では､農家が借金

する.際､･金融合作社を利用する割合は高くなったO当然､農家の借金は全部金融合作社か

ら借 り入れるわけではなく､それでも建国当初との差は明瞭であるO更に､し1941年興農合

作社による農家負債調査による借入先の古有率については､合作社は 39.120/Qまでアップ

し､農家相互金融 ･当館 ｡商人などからの借金は減少した｡25いわゆる､滞納国の金融合

作社は農村-の金融浸透は旧来浦洲金融システムを排除して､徐々に満洲農村-の支配は

ある程度成功と見てよいであろう｡ただし､金融合作社の農相金融支配の影響力は相当に`

農村地主層 ･富裕層農家に限定し､満洲農村には最も融資が必要である中下層農家まで金

融の支配が及ばなかった｡

第三には農村行政支配について検討する｡ 満洲国の行政は如何に満洲地方を支配するの

か?どこまで支配したか?という問題については､塚瀬達氏は清洲国政府は屯の重要性を
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認識 し､屯を動かしている有力者-働きかけることが政策実施上でのポイントだと気が付

いた｡26このよう'な農村行政の支配するために､保甲制から街村制-展開 した.1939年の

双城県下の調査から見町 ま､満洲国の農村行政は選挙によって､農村行政を担当する地方

有力者は相当に農民に受け入れた｡そして､村屯公所の機能が充実によって､公所に対す

る好感が高まっていた｡少なくとも､統制経済初期には滞洲国の農村行政支配は一旦村屯

まで届いたと考えられるOただし､村屯レベルの選挙の実行によって､農民は農村行政に

好感が高まれたが､戦争の昇級とともに滞洲農村に求める物資も増えている｡そうすると､Jl

満洲農村の選挙は村屯自治を促進する同時に､清洲国の利益は農村部の利益を損害すると､

村屯は強烈な反発をもたらす｡とれは拙著の｢満州国統制政策下の農村闇市場問題｣中で､

言及 した統制後期の清洲農村にある村屯長は積極的に統制反対面の闇に介入する可能であ

ろうO-方､潤 洲国行政とともに協毎会の浸透については､協和会自身の報告した成績と

は全く違っている｡ 協和会は農村-の影響はほとんど無視してもよいであろう｡

小 括

以上の分析をまとめ宣 う｡ 日中前面戦争期では､双城県下農村の在村農家は極めて両極

化になって､主に土地所有や経営する農家と農業労働層農家に分け.られている｡満洲国は

行政 ｡農事合作社 ･金融合作社 ･協和会を通じて､満州農村を全面的に統制したかった｡

このような統治体制は 1938-1940痕に成立したと考えられるQ その儀様は以下の図の如く

表現できるら

図4-1 1939年時点の清洲国県以下農村支配構造図 トー軒印は支配力の流れである.)

県
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満洲国経済統制初期の農村統治特徴が以下通りにまとめられる｡

まず第-に､満洲国は国税徴収が増えて､農村の村費の割合が削減 し､国の支配力が強

化するとともに､選挙によ?て農村にいる地方の有力者を起用した0.滴洲国は農村-の支

配が彼らの働きかけるこ'とを期待する｡第二の特徴は農事合作社は農産物の統制するため

に､販売先の交易市場を全面的に凝制した｡この統制は農民が公的な交易市場-持ってい

った穀物に対する統制に限定する｡第言の特徴は金融合作社は着実な農村-浸透が進んで

いるO 満州国建国以来､満洲農村支配は奉る程度に成功といえるものは農民-の金融浸透

だろうO第四の療徴は協和会は満融農村-の浸透効果は全く無視できる状態であるOこれ

によ･jて､現在残っている協和会が発表した ｢偉大｣な業績に関する云々の資料は慎重に

使用する必要がある｡

にもかかわらず､日中全面戦争下の統制経済初期に峰､清洲国は農村を掌握する状況は

非常に不完全であった.そ､して､一部の掌握も表面的なものに限定しているo戦争拡大と

ともに､満洲農村に求める物資が増加 し､公定価格●と実際価格の差が拡大した｡･1940年か

ら､行政の村屯長と農村有力者も闇に積極的に参加､交易市場に統制されていなかった ｢農

民が売 らない｣農産物は闇に流入､さらに､土着資本も農民に資金提供を行 う活動が顕現

し､満洲国の農村行政運営 ･蒐荷政策 ･金融融通を動揺 したpそれによって､統制経済後

期では清洲国は通化増発と生活配給品を投入して農村物を引き出し､このような政策は一

時的に農産物を掌握できるが､全体的に農村の掌握ができないと考えられる｡その結果は､■

農産物価格の暴騰 と生活配給品も闇JT.の流出をもたらしたOこれまで､満如国農村は従来

の農産物闇市場から農産物と生活配給品の闇市場 (第五章)に転換 したO ,
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興礼村区紅頭屯ノ農民カラノ聴取調査表 ､昭和 14年 8月 20日

番号 調査農民 農事合作社につ 金融合作社につ 糧穀販売地につ 協和会につき
1温玉堂 交易市場

2那 ,文 知らず 低利､良い 交易市場∴ 知らず .
3顧 蜜 ㌔

4顧徳財 価格公定がよい 良い 交易市場 知らず
5.郭 滞 知らず∫ 便利 交易市場 要請はない良

･∵6郭 LLl:

7張純書 交易市場を良い 良い 交易市場 知らず

9顧杢永 交易市場を良い 良い 交易市場 知らず
10斉恩貴 交易市場を良い 知らず . 交易市場 . 知らず
ll富迎山 .良い 低利.良い. 交易市場 ㌧ 多分良い

12韓永昌 交易市場を良い 低利 .良い 交易市場 知らず
1.3富迎幅 交易市場を良い 良い 交易市場 多分良V.ヽ

･14超徳 ?.

.15劉振剛 知らず ･良い . 売封も_のがない 知らず
〉16顧杢武 . 知らず 知らず . 売却ものがない 知らず

1.8超士遠 知らず . 知 らず 交易市場. 知らず
.~19康志全 知らず 知らず 売却もめがない 知らず

23関宝玉 知らず 知ちず; 売却ものがない 知ちず

25韓永江 - 知らず ､ 知らず ⊥売却ものがない 知らず
26荷顕臣 .知らず 知らず∴ 売却ものがない 知らず
27荷云滑 知らず. ･知らず.. 売却ものがない 知らず .
28.温 三 悪い 資金提供.良い .交易市場一. 良い

:29関 .髄 _- 悪い′ 親切. 交易市場 良い

31陳徳富 不便 交易市場 良い

32江福昌 親切 良い . 親切..良い .. 交易市場 . 知らず
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興礼村沈家蕎壁 (不在農家9戸)

番 ′号 調査農家 農家形態 耕作状 ー大豆耕作_ 甜菜 と亜麻 と小麦 租税負担につき 賦役 義倉 自衛団 看青廟会去年 今年 道路修 R 条件- 本農家が由るか

1沈徳鳳 自作 .副屯長 大租1.45元 .村費1.50 一 日間 判 らぬ .｢桐に二升五合 若い人 . 出てない ,⊥ゝ T冊】不 二RYd- Jl元､土地 所 有者はその以外に- 嫡0.-008元を血hゝ入'乙3沈徳龍 日工 ･0 0 納めない 一 日間 判 らぬ l 叔 - . ,､'′ 出てない

4劃 女 自小作__ 10 5小麦去年4胸ゝ今 1年7晒 2.9元 .高いと思わぬ 千 日蘭 判 らぬ 字が読めろ .頑丈 .忙 しくない人 出てない 去年あった､.今年なし

~5亭江 満鉄機関車給水夫 00 納めない 二 日間 判 らぬ -ト 半纏 ぬ 出てない 毎年あ る1元を出し忠 .今年がなかった _

6.運 慶 雇農 00作付せず 納めない 一 日間 納めない 判 らぬ 出てない 納めない

8準徳恩 自小作 - 作つ 0小麦が儲かる､ 高い 二 日廟 判 らぬ _ 土地ある .生活に困らぬ青年 出てない 今年がない

ll邦書慶 雇農 0 0なしr 0.003元の穀草税 一 日間 知ちぬ 必要がなしい 出てない 去年一戸一元.

.12沈徳春 自小作 0 1小麦2晒 .儲かる 村費が高い - 日間 知 ら-ぬ 自衛団がない 出てない 去年一戸一元

13'王 珍 小作 .牌長 _5 5小麦4鴫 .亜麻1瞬 村費1.5元 一 日間 知 ら鉛 自衛団がない 出てない 去年-戸-元

14那瑞麟 教員 本屯17名子弟を教えている

15蘇永福 小作 2 2なし .種がない 村費1.5元 J.高 く率い 二 知 らぬ 若い人 .大きな農家から出る 出てない 去年一戸二元

16陳士貴 小作雇農 包米だけ作ってい 村費1.5元 四日間 知 らぬ 知 らぬ 知 らぬ .

17雷万有 自小作 2 2小麦が一番いい 大租1元 .村費1.5元 . 二 日間 不作用意､何 もして貰わ 大きな農家の人 出てない

18予冷文 自作 _0.5 1なし 高く思わぬ 四日間 不作用意､粟二升五合 年適当 .健康 出てない

19干治武 自作地主 -1.5 1小麦1日向 合計2.8元高くない-と思 二 日間 不作用意､何もして貰わ .年適当財産ある人 去年まで出た

21季長連 -小作 小作38日 や 3甜菜1的､亜麻ト的､小麦2的 柿翠l-.5声､地主は大乳管絹を納める､公共の 三 日間 不作用意､去年申200斗借りた ~ 治安維持 去年三弟出た-看育費去年は1R_向土地に穀子1升 _

22梅喜魁 r8_ 8亜麻1牌契約栽培 J高いと患わぬ ±_日間 不作用意､去年前200斗借りた 屯を保塵する 弟36歳､-去年行った

二23呉徳亮 高いと思わぬ 二 日間 知 らぬ .-毎年二升五合を轟

25李徳貴 自小作 2 3甜菜が植えた 困難でも仕方ないではな- 日間 去年倉庫か ら借 りた 若 く .村長が選ぶ _出てない

26張雲峯 自小作 2 _2小麦 .亜麻が植 え 困難だが仕方がない 二 日間 二升五合納め_.去年借 り兼淀棒の警戒 _ 三番 目の子出

27万栄和 .小作 0 0なし. 村費が納める 一 日間 不作用意､-去年救済貰つ 18-25歳の男子 出てない 屯でやる､-戸一元-

29劉守文 一自作 ー 1 1なし - 合計3元納めた- 三 日間 知らぬ 知 らぬ _ 出てない 丁定 していない ミ

30温徳山. 小作 ?0嫡 - 3 5なし 困難がない 二 日間 不作の用意-.借 りなかつ溌 出ている 屯でやる､-戸-元

31曹盛明 自小作 t. 4牌 . -2 +1なし . 困難がない .. 二 日間 ~不作の用意十借 りなかつ溌 出てない_ 屯でやる､一戸一元

32高徳発 _ 地主自作 1 1なし ･困難が感 じない 二 日間 不作の用意 .借 りなかつ柔 出てない 屯でやる､一戸-元



J:ヽ

香号 農革形 土地状況 大豆新任 甜菜 ~ 小麦 ■詩碑負担 ■ 爪武役 義嘉 自-衛団 青草廟会調査農 所有 耕イ去句今年 道路修繕

1張積良 地主自イ30.-5 2 0 .早く収穫で 困りはしない 年五 日間-何もして貰わぬ 20歳位 .財産ある人 僅かの金額
'2障道成 自作 ･4.54.5 0作付せず- 作付せず 大租一番高い､困ら_十一月- 何もして貰わぬ 20歳位 .財産ある人 僅かの費用.

~4郎文貴■自小作 55100 13 10 値段好い 村費一番高い､困る 三月間 何もして貰わ担 20-30歳 - 大した事なし

,6張成山 小作 0 20 3 3ー 低地連作な 村費一番高い､困る 二日間 何もして貰わぬ 年齢適当人 払わず

8張 倹-雇農 0 0 ヽ..ll.･..- なし -_ 一 日 知らぬ 知らぬ 労賃から帝払
9白文勝 地主 . 10 0 0 -0し.ll.■- ー 村費と大租､畝絹な 四日間 ー 何もして貰わぬ-1召-24歳男子 -戸1元

10障権成 自作 80 80 8 5作付せず - 1引胸 .儲け 村費1二5元､~'大租1.4三 日間 何も.して貰わぬ.18-24歳男子~′ 一戸1元 一

ll李福全 自作 2-2 0 0 0 0村費⊥番高い 四日間 何もして貰わぬ 18⊥24歳男 .-弟壮丁団 -戸1元

12朗鳳楼 小作 0∴30 3i.r5 植えた .儲ける 村費が高い 四日間 何もして貰わぬ 18-24歳男 .壮丁周長 一戸1元
13張玉祥 雇農 0 0 0 0ー ■ヽ- ー 四日_間 知らぬ 若い男_ 一戸1元

16張積賢 地主自イ 27 2 0 0 -_0 村費 と屠宰絹高い 五 日間 - 知らぬ 若い人 .出て居らず 戸口に比例 し
17張玉林 自小作 ~28 44 6 6儲ける - 儲ける 村費一番高い 五 日間- 何もして貰わぬ 若い人 .出て居らず 土地戸口.7一

19劉殿祥 小作 0 1 0 0 1桐 .儲ける高くない 二 日間 知 ら-ぬ _ 20歳位..息子壮丁団′僅か
20王建堂 小作 0 1 0 0なし . なし 高くない 十 日間 何も~して貰わぬ 壮年 .出て居らず 僅か
21劉宗江 小作 0 7 0 _0ー 0.3的 .儲け牲畜税屠宰相高い 四日間 何も.して著わぬ 家族多い家 .出てい≠何もない

23高玉秀_.自小作 6.5 22 5 Q命令で植え 6的 .儲かる居辛捕高いp 2-6日間 何も恩恵を受け 1寧-40歳財産有 り..出 払 う一

24懐治安 自作 . 3 3 -0 0ー 居辛絹高い 五日間 康徳元 丁∴二年分 20歳位青年 .出てい≠廟会費30銭-

興例村正紅玉屯 (一部)
農民 農家形 大豆 甜菜_.亜麻 .小麦 諸税負担 賦役 義倉 自衛団 青苗廟会 -

3主 ~亜 甜菜は命令でやる ._反感 あるt 自衛団員

4楊恩波 小作 去年と同じ 甜菜と亜麻は公司と契約 ヽ■- . 有る _ ■ヽ一■.■.｡-■■ ー
5韓剛換 小作 去年11.5的､ー今年4.0甜菜は甜菜公司の割当に 大租が最高､.次は村費 道路修轟なし 知 らぬ なし
-6羅世春 自作 ー ー 重いと思わぬ__ ー ー ー

8白永邑~地主自イ ー ー ー ー ー ー

9徐炊事 自作 去年 24的､今年 2.甜菜 と亜麻は公司と契約 重いと思わぬ ー ~ 自衛団員 ー _-
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L､. 不 土 9戸

香普 調査農家 FI農事合作社 金融合作社 販売先 柑屯長 .村公所 - 協和会なぜ交易市場- 経営 昔の値段と比べる どっちが 村長 I屯長 村公所 _

1沈徳鳳 穀物売る処 金貸す処 .50元 高く売れる 農事合作社 ~多少高い､得にな.糧桟 _ 村長部文和 .民間事やらぬt公正 .嘘を.便利 民間の事をやる
_2沈徳江 関係なし 金貸す処-∴借金≠ 村長は知らない､-屯長張発 .一割屯長沈徳 以前より,良:知ら申

3沈徳龍 知らぬ 金貸す処 ー10元 野菜 は邦 ら琴い､J屯長与反発 '削屯_長抗爆風. 以 首i了よ V)良.i,ヽ 刀ーを1弘せて-捕】州同を作ってい<

4劉 文~ 知らぬ 知 らぬ - 市場が良い 知ちぬ 公平だカ､ら良い 交易市場 .村長は知 らない､軍畢張発 .副屯長沈徳鳳 - 知 らぬ 知 らぬ

5≠江 知らぬ 知らぬ 一 村長は知 らない､沈徳鳳は屯長代理-､ 知らぬ

6遭 慶

7沈徳録 知っている 金貸す処 .50元 他の売る所ない 国家経営 今の値段は実際値段よ_り安い _.損す 村屯代表する人､~品行のいい人 @事1. 知ら鉛

8沈徳卑 知らゐ 金貸す処 .340元 全部交易市場 官庁 . インチキしない 村長は村の仕事､区長は区の仕事 便利 知らぬ ∴

9孫富栄 知らぬ 金貸す処 ⊥50元 公定価格が良い 知らぬ インチキ七ない . 公平財産ある人 丁寧挙に等還 した人 良い 知 らぬ .

10斐照寛 知ら血 知らぬ 知らぬ - 知ちぬ 知 らぬ 知 らぬ 村長は牌長 L 知 らぬ 知らぬ .
ll都善慶 知らぬ 知らぬ 市場-持たない 知らぬ 知らぬ 知らぬ 監督してくれる人 _ 知らぬ 知らぬ p

12沈義春 知らぬ 知らぬ 屯子桓売れぬ 県公署 変わちぬ 同株 - 村長知 らぬ､_-屯長は:首姓さんだ - 便利 .阜い 知らぬ .-

13王 珍 知らぬ 知 らぬ 売 りに行かない 知 らぬ 知らぬ 知らぬ 村長知らぬ､屯長は百姓さんだ 便利 知ちぬ
14邦瑞麟_

16陳士貴 知らぬ 知らぬ . 売らない ー 分からぬ - 知 らぬ
17雷万有 売る場所 金貸す処~ 他の売る所ない 国家経営 ~ 公平 .インチキしま交易市場 皆で選定した人- 便利 知らぬ
18干治文 金貸す処 一50金貸す処 .借金jt他の売る所なvI知ちぬ 公平 村長は12屯の管理､屯長は百姓だ 知 らぬ 知 らぬ

19手簡武 売る場所 金貸す処 .180元 他の売る~所ない 知ら_ぬ 高く売れる 交易市場 村長牲12屯の人の中土地.と家屋を持っている者から屯長が集って選挙する 便利 知らぬ

20俗文栄 知らぬ~ 金貸す処 他の_売る所ない 知 らゐ 価格が良い､ ー 温和 .真面 目な_人を選挙する 良い 知らぬ

21季長連 知らぬ 金貸す処 .150元 糧塵が屯に来な 清洲国人管 価格が良い ～- ■.I 村長部文和 同じ 知らぬ _

23呉徳亮 知らぬ 金貸す処 .50元 日食で売らない ー 知らぬ.
24屈鳳魁 知 らぬ 知らぬ . 他の売る所ない 知 らぬ 価格が良い 知 らぬ 村長知 らぬ､屯長張発､金がある人 同じ 知 らぬ
25李徳貴 知らぬ - 知らぬ 他の売る所ない 知らぬp 微妙L 村長邦文和 .屯長張発､心が正しい人 良い 知らぬ .
26･張雲峯 知らぬ ー 知 らぬ . 糧桟が屯に来な 知らぬ 公正 村長部文和 .屯長張発､公正な人 判 らぬ 知 らぬ
27万栄和 知らぬ 金貸す処 - 他の売る所ない 知らぬ ! 相場安定 村長は村を監督する､-屯長は農民だ 便利 知 らぬ
28干治均 種子貸 して貰 金貸す処 他の売る所ない 国家経営 多く売る､相場安 本人は愛護村長 .甲長であり､~詳しい 良い 民族の協和 鞄

29劉守文 知らぬ 知らぬ 他の売る所ない 国家経営- 良い､相場安定 交易市場 村長は知 らぬ､屯長笹屯がよく知った人 便利 知 らぬ p

3_0温徳山 知 らぬ 知うぬ 首家食 ..-売ちな 国家経常 ~ー 村長は軍を管理､屯長埠屯がよく知つ串人∴公平な人 知 らぬ

31曹盛明 知 らぬ 知らや 自家食 .p売らな 国家経営 ー 村長は屯を管理､屯長は屯がよく知った人○公平な人 便利 知らぬ
32高徳発 知らぬ 知らぬー 他の売る所ない 国家経営 - 変わらぬ 糧墳-- 屯長は多く土地持ち_､村長は屯の者で推 ー 知らぬ



p ､ -紅四

香号 - 農家形 .b土地状況 農事合作社 金融合作社 販売先 . 村屯長 .村公所 甲和会調査農 所有 耕イ 交易市場 ~ 経営 昔と比べ どっちが便 村長 _一屯長 . 村公所

1張積良 地主自イ30.5 2解 らぬ. 金貸す処 .50 全部市場- 国家経営 得になら 糧桟 財産知識ある人 便利 よく.知 らぬ

3都万釣 自小作 13-20種子配給~ 金貸す処 他売る処なV官家経営 高く売れ 糧桟 知識あり仕事できる人 官庁であり - 知らぬ
4郎文貴 自小作 55100市場経営 i種子配 金貸す処 .借 他売る処なV農事合作ネ得になら 糧横~ 知識あり人品ある人 便利 何もしてく

6張成山 小作 ･0 20市場経営 .種子配 金貸す処 .30-他売る処なL,知ら-ぬ _ 公平なる∧糧桟 - 資格ある人 1 便利 .良い 知らぬ

7張逓信.雇農 0 0知 らぬ - 知らぬ 他売る処なV 分からぬ 何でもしてく 宣伝する-と->
8張 倹 雇農 0 0知らぬ 知識ある人 分からぬ- 知らぬ
9白文勝 地主 . 10 0知らぬ 金貸す処 .30 他売る処なV_国家経営 計算できづ交易市場-財産あり頭いい人 ー 知らぬ

10隔権成 自作 ･80 80知らぬ 何もしてもら 他売る処な~V知らぬ 多く売れ 交易市場 文字分かる品行正しい人 10個屯子を管 知らぬ

12朗鳳楼 小作 0 ~30知 らぬ 金貸す処 .3_0 販売なし 知らぬ 知らぬ p知らぬ 一番偉い人 分からぬ 知らぬ
13張玉梓 雇農 -0 0知らぬ 金貸す処 .30 販売なし 知らぬ~ 知ちぬ- 知らぬ 知 らーぬ 知 らぬ 知らぬ
14伊徳慶 雇農 0 0知ちぬ 知らぬ - 販売なし 知 らぬ 知らぬ 知らぬ ~ 字q)書ける人 知らぬ
15張有財 雇農 0 0知 らぬ 知 らぬ 販売なし- 知 らぬ -知らぬ 知らぬ, 知らぬ 知ら申 ~ 知ら鉛
16張積賢 地主自イ 27 2知らぬ 金貸す処 ー 公平に評判の良い人 便利 知らぬ
17張玉林 自小作 28 44知らぬ 金貸す処 他売る処なし知 らぬ 得になら 交易市場 _品行正しく公平な人 便利 知らぬ-
18晴道栄 自小作 17.5 26市場経営 .種子配 金貸す処 .借 他売る-処なし知らぬ 同じ 交易市場 品行方正公平な人ー 便利 知らぬ
19劉殿祥 小作 0 1知らぬ - 金貸す処 .30 高く売れる_知ら~ぬ 高く売れ 知らぬ. 親切道徳心のある人 . 知らぬ 知らぬ~
20王建堂 小作 0 1知らぬ 金貸す処 .30 知らぬ 知らぬ 知 らぬ 親切問題解決できるな人 便利 知らぬ

21劉宗江 小作 0 7知らぬ 知ちぬ 知 らぬ 知らぬ .- ー 知らぬ~ 評判よ:<正直公平な人 便利 知ちぬ
22石国有 小作 -0 27知 らぬ 金貸す処 .-35 公平 知らぬ L.高く売れ ー 評判よい人 便利 知らぬ
23高玉秀 自小作 6.5 22糧穀集め 金貸す処 .借 公平 知ら血 悪くなる 両方が変ら字が解 り.文書整理立派 ー 知 らぬ
24陳治安 自作 13 3売買斡旋 金貸す処 .30 公正 農事合作ネ高く売れ-糧棲 知識階級で進歩の人 . 容易すく接触 人民の代表

興礼村正紅玉屯

香 .普 由査虚 農家形贋 農事合作社 金融合作社 販売先 _ 村屯長 .村公所 ~ 協和会なぜ交易市場- 経営 昔と比べ~どっちが便 村長 .屯長 村公所 .村制

1徐発林 地主自イ交易市場の管理 融通便利_｡､500元イ屯内は僅かに売 農事合作社 非常に不便 保甲制良い -
2周文江 公正 不便 知らぬ 連絡しない ー
3王 亜 良い､40元借金 公正 - ー ー 不便 ー .ヽ･.･...■■
4橡恩波 小作 不作の干渉しす 金貸す処 .具体壮知 他の売る処がない ー 一･.一

5韓剛換 .ふ作 知らぬ 金貸す処 .40元借 地主に渡す∴直接市場-行かな 一 一 良ぐない ー 村長は公正な人 賭博取締などo便利 知ちぬ

6羅世春 自作 - 知らぬ 一 . ー ー 知らぬ 知ら串
7俸盛源 土木監 ー ー 公正妥当亮人

8白永昌 地主自イし..._-. 知らぬ 価格決定 ー 便利 公正妥当な人
9徐換章 自作 価格決定~ 金貸す処 .借金中 他の売る処がない農事合作社 ■ヽ■■■- ー 治安関係
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第四章 日中全面戦争期の ｢清洲国｣農村経済と統治状況

1 浅田喬二 ･小林英夫編 『日本帝国主義の清洲支配一一十五年戦争期を中心に』(時潮社､1986年)

2風間秀人 :『満州民族資本の研究一 日本帝国主義 と土着流通資本-』(緑蔭書房､1993年)0.

3 琴瀬進 ‥｢1940年代における満州国統治の社会-の浸透｣1(｢アジア経済｣第 39巻 7号)
4 安富歩 :『｢満洲国｣の金融』創文社 1997年

5 解学帝 『偽清洲国新編』(人民出版社､1995年)0
6 1938年春以来の外貨管理によって､麻袋と砂糖の輸入が急減 したO日本は満洲農村に亜麻 と甜菜の

栽培面積を拡大するためiこ､契約栽培 という形で行政の力を使って農民に栽培を強制 した｡

7 拙著守『満州国』初期の農村租税公課に関する考察｣(新潟大学現代社会文化研究科 『現代社会文化

研究』第 48号 頁) ,

8 解学詩 :｢満洲国機密経済資料第 16巻 生産指数と物価指数｣ 2001年 本の友社 174貢

10 前掲 ｢1940年和 こおける満州国統治の社会への優透｣(｢アジア経済｣第 39巻 7号)～
11日清農政研究会新京事務局 ｢満洲農業要覧｣1940年 999頁

12 ｢農事合作社設立要綱｣1937年 6月 28日 (同前 ｢満洲農業要覧｣1940年 985貢)

ユ3 前掲 ｢清洲農菜要覧｣1940年 999頁

14 前掲 ｢滞洲農業要覧｣1940年 986頁

15滴郷国実業部臨時産業調査局 ｢特産取引事情｣(上刊) 1937年 608頁
16 満洲帝国政府編 ｢満洲建国十年史｣659貢

17 清洲国史編纂刊行会編 ｢清洲国史各論｣1971年 790貢

18 同前

19 滴洲国実業部臨時産業調査局編 ｢農村実態調査報告書｣(第 15巻) 1989年復刻 瀧 渓畜舎 173

貫

20前掲 ｢滞洲農業要覧｣1940年 1123⊥1126貢

22 岡部牧夫 ｢植民地●ファシズム運動の成立と展開ニー清洲青年聯盟と清洲協和党｣(『歴史研究』1974

年第 3巻

23 ｢双城県二於ケル農民カラ聴取調査覚書｣7.6貢

24安富歩 ｢『満洲国』の農業関係金融｣(京都大学人文和学研究所 『人文学報』第 78号 1996年 59

頁)

25清洲調査機関聯合会 ｢農業金融調査報告 (調聯報告資料3)｣1943年 6月 226頁 (｢張公権文署｣

04117)
26 前掲 ｢1940年代における満州国統治の社会-の浸透｣(｢アジア経済｣第 39巻 7号 19頁)
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第五章 ｢満洲国｣統御経済下の農村闇市場問題

第五章 ｢満洲国｣統制経済下の農村闇市場問題

課 題

本章は､満州国が 1942年9月に実施した農村生活必需品配給機構調査の報告書を手がかりと

して､清洲国下の農村部の闇問題の実態を明らかにすることを課題とする｡

農村生活必需品配給機構調査の報告書は満州国の県以下を調査対象とした調査である｡ただ

し､この調査シリーズに関する報告書は完全に保存されていないので､本論では主に海城県と

通陽県の報告書を利用する｡そのほかの綬化県､関原県､安達県､延書県などの調査報告書も

利用する｡これらの報告書を利用するにあたり､いくつかの問題点がある｡まず､調査した県

はほとんど鉄道沿線にある県であるという制約があるO奥地農村に関する調査をしていなかっ

たか､あるいは報告書が残っていなかったためである｡第二点は､満州国が実施した 1942年の

農村生活必需品配給機構調査は､戦局の恵他により後続の調査は中止された｡満州国末期の農

村社会に存在している闇問題の把握のための全面調査は見づからていない｡従って当時の農村

闇問題を説明するためには､満州国ゐ都市間問題に関する調査報告書が必要となる｡それ以外､

.『滞洲評論』や他の調査を利用することによって補い推計しなければならない｡

これまでの研究では､満州国地域社会が戦時中の統制政策により､,どのように支配されたか

について検討しているが1､統制政策以外にその存在が公然と認められた2闇市場にかかわる具体

的な研究はほとんどない｡ 特に､農村部の闇問題についての研究は､関係調査資料に制約され

て､廃 く分析されたことはなかったO満州国の闇市場問題に触れた先行研究を整理して串こうo

まず､満州国社会経済の末端をとりあげた研究としては､風間秀人の著書があげられる3｡ 風

間秀人は日本帝国主義下の満洲国における代表的な民族資本であった土着資本 ･糧桟の動向を

検討したO満州国の糧硬が獅 ll政策の下で､農村市場を支配したことを日本帝国主義による農

産物収奪政策の全体像のなかで検討した｡しかし､闇市場については､｢配給統制機構を通して

農村市場に供給される生活必需品は､極端に減少し､大多数農民は正常なる手段にては入手す

ることができないために公定価格の何倍かで購入せざるを得ない｣4串述べたのみである.土着

資本の糧櫨が日本帝国主義の農産物収奪政策を規定していたとする論陰は､闇問題を視野に入

れていないと言えよう｡

山本有進の 『｢満州国｣経済史研究』旨は､全般的に満州国経済の輪郭をあざやかに掃きだし

闇価の上昇倍率は幾何級数的な高騰を示す｣ 6と指摘したが､農村闇問題には全く触れていなか
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第五章 ｢清洲国｣統制凝済下の農村闇市場問題

い｡

塚瀬進は､1940年代における ｢満州国｣統治の社会-の浸透を分析するこ とにより､∴満州国

行政面の支配は県城まで浸透したことを明らかにした7｡塚瀬は満洲国の三大都市の闇経済の分

析により､統制が広範囲に及んで､満州国の各領域を統制下に置こうとしたが､非日本人を動

員することには必ずしも成功していなかったと指摘している｡

次は､中国方面の解学詩の 『偽満州国新編』 8は､闇市場問題に触れている｡清洲国の闇問題

と統制配給問題に分けて分析し､闇については価格暴騰と公定価格の差に言及した｡たとえば､

｢その他の一般部品では､特に生活と密接な関係がある生活必需品は公定価格にもかかわらず､

物価の暴騰を抑えられなかったo特に官定の公定価格以外には､いわゆ8:｢民価｣は実際に役
一

に立ている｡｣9と分析した｡つまり､日本帝国主義の失敗とともに､満州国は ｢民価｣に対す

る統制は無力であった｡

本草やは､かかる研究状況を踏まえっっ1以下の検討課題を設定するo第-は､清洲国にお

ける農村統制政策甲構造を実態に即して検討する羊とであるOこの部分の検翻 軍､｣第二､三部

分の闇問題の前提となるO

第二には､農民の統制に対する認識と闇市場形成の原因を検討することである｡従来の清洲

国の闇に関する研究は､前述したように､主に満洲国ゐ都市と公定価格 ･闇価格､配給不足と

いう面から闇市場を分析したが､それ以外の要素には全く触れていなかった｡清洲国の闇問題

について､農村部の問題は殆ど触れていなかった｡満洲国農村の闇市琴にはどんな特質がある

のか､満洲国農民の統制に対する期待と農村部に特有な闇市場に対する原因を頭らかにするこ

とは重要であろう■｡

第三には､満洲国農村社会に存在している闇市場の実態を検討する｡今までの研究は農村社

会に存在している闇の実態にほとんど触れていなからたoここでは農村闇市場はどんな流通ル

ナトで都市-流出してこ慶大な闇市場を形成したかを検討するo

以上の検討課題に取り組むことによって､本章は､｢清洲国｣農村に存在している闇市場問題

の実態を具体的に究明しようとする∴以下の図のように､｢清洲国｣農村社会にこっ経済圏が存i

在した｡これまで研究は主にBの統制経済圏に注目していた｡本章はそれと対立しているAの

農村闇市場に注目する｡
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第五章 ｢清洲国｣統制経済下の農村闇市場問題

図5-1 清洲国農村における経済循環構造図 (一一秒 印は商品の流通方向である｡)

A 農村闇市場

(非統制経済圏)

行 人

Ⅰ 農村統制政策の構造

行政 ｡協和会

B 統制経済圏

県

の農村社会に対する支配の構造を検討してみたい｡ここでは主に 1942年 7月農村配給機構調査

-報告書を利用して､当時の県下農村部の統制の仕組みを分析するo

これまでの研究は､主に統制経済払令の頒布と改定に注許していたが10､統制経済法令が満州

国の組織構造を通じてどのように社会末端を統制するのかについて貫及 していない｡県以下の

統制政策の実施は､1940年のことであったO満州国は､1940年に県レベルの統制機構の調整を

行った0 日本人の副県長を中心とする経済統融委員会あるいは整備委員会制度を設立 したoた

とえば､奉天省の海城県統制経済委員会は 1940年 6月 1･日に成立､吉林省の通陽県整備委員会

は 1940年 5月 21日に成立した｡委員会の下に分科会を配置 した｡鋼鉄建築､燃料､皮革､金

融､住宅､生活必需品､運輸､労務､糧食､木材､畜産､小麦などがある11｡地方経済統制委員

会は最高経済方策を執行する機構で､中央と省の命令 ･指示により､具体的な執行方案を研究

-し､画策した12｡梅城県の統制経済委員会の構成をみると､日本人官吏の数が圧倒的に多かった｡I

その上､各分科会の主査も日本人が担当し､日本人官吏は全面的に県レベル,の重要紡制部門を

握った｡
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第五章 ｢満洲国｣統制経済下の農村闇市場問題

表 5-1 梅城県経済統制委員会構成表

部門別 日本人 .～ 非̀日本人 合計人数 軍吟 人& 割合 人数 割合 .

蘭画団 9 9略 1 10% 10 100%

委員長 (副県長)㌔ 1 190% 0 0%~ 1 100%′

委貞 16ー 67-0/. 8 33% 24 190%.

幹事長 .(経済科長) 1 100% 0 0% 1'_ 160%

幹事 ll 占2% 1 8.0(i 12 100'0/.

専売品分科会要員 ll 79% 3 2io/. 14 lop.%

-燃料分科会香魚 16 910/ò I､ 6% 17 ･100%

健築分科会喪具 1土 736/.. 4 2ib/o 15 ･.10..06/01

労務分科牟委員 12 860(o 2 14% 14 iod%

注 .農村配給機構調査梅城班 『梅城県配給機構調査報告書』(康俸9年 7月 56-64貫)より

作成O

満州国は県レベルの統制機構を支野すると同時に､統制力を有効坤に農村社会へ浸透するた

めに､各街村でも同様の経済疏制委員会あるいは整備委員会を配置した｡.街村に全面的な統制

機構を配置したのは比較的遅かった｡海城県の街村レベルの経済統制委農会が成立したのは､

1940年の 677月の間のことであったO通陽県の記録は比戟的に詳しかったO 伊通地区は 1940

年の9-10月の間､_轡村レベルの整備委員会が配置されたO双陽地区は､街村レベルの.整備委員

会を配置 したのは1941年の3-4月であった｡街 ･村レベルの委員会は ｢街村長ヲ委員長 トシ所

在機関職員若干名ヲ委員 トシテ構成セラレ県委員会ノ指示二依り概ネ物資配給ノ都度開会セラ

レ｣た13｡県十街村の統制機構を設立することにより､満州国社会の最末端の支配制度が整った｡

日本人は重要な街村の街村長を担当した｡通隣県の二つ重要な街の伊通街と双陽衝の衝長は､

すべて日本人が担当していた｡

これまでの農村統制に対する研究は､.農産公社 ･興農合作社 ｡糧桟組合など農民に対する配1
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第五章 ｢清洲国｣統制経済下の農村闇市場問題

給統制に偏っている｡当時農村末端に対する配給は ｢通帳切符制｣を採用していた｡県統制経

済委員会や県経済整備委員会は､県一街村の二級統治機構を通じて､農村に対する配給統治は

当時農村の支配の実態であると考えていた｡梅城県の場合は､｢麦粉 ｡食塩 ･石油 ･火柴 ･豆油 ｡

砂糖二付テハ衝村長二於テ各 自通帳又ハ切符制ヲ採用シツツアリ､而シテ農民二対シ直接切符

ヲ発給ス′レモノ又ハ屯長与切符ヲ発給以下農民二対スル配給ハ屯長ニー任スルモノ等種々チ

リ｣､｢制綿花 ･打綿 ｡綿布 ･綿靴下 ｡綿糸 ･地下足袋 ｡ゴム靴二対シテハ綿製品小売商組合､

小売聯盟､打綿組合等ノ発給スル切符ニヨリ各農民二対シ配給シツツア｣った14｡満州国は清洲

社会を基礎 とする県⊥街村の二親統制構造の設立によって､県レベルの統治機構は街村長を通 ,

じて農村各屯レベルに浸透し､同時に各専売制度 ･販売組合と合わせて農民生活必需品の配埠

を支配できるO表によると､県の統制機構は卸売人 ･小売人組合 ｡小売人という三つの販売機

構を通じて､小売人レベルまで約 140個の小売業者をコン トロールして農民に配給物資を配給

した｡理論的に考えると､行政と販売の両面を通じて､｢清洲国｣は制度上､街村社会の物資配

給を支配できる｡･けれども､この麟制構造は実施の過程で､いろいろな抜け道ができた｡満州

各地には闇市場が形成されて､清洲国社会末端の支配を動揺させる.こ の状況は後で分析するol

表 5-2 安達県農村配給機関表

･.品 目∴ 元舞捌人 ･~.卸売人 ･小売人組合 小義人

_綿製品 吟爾療繊聯 伊藤忠又は丸永.洋行 .凄 連綿革組合 ー~ 26戸

豆本製品 摩 爾塔生必支店 肇州配給所.. 小 売廟盟靴店粗食 1-7戸-

豆油 地場油房 興農合作社省聯合会 安嘩合作社

地場油房 .安達合作社 雑貨琴

･.砂糖 - 生必支店 ･肇州配給所 小売廟盟雑貨組合 ▲ 復衆成 .暮永久

葛牢恭 安達専売局 ' 専売品総合組合 亘作社

注 .農村配給機構調査安達県調査班 :『農村生必晶物資配給機構調査報告書』(康徳 9年 7月)

2土～22貫｡

89



第五章 ｢満洲国｣統制経済下の農村闇市場問題

Ⅱ 統制政策に対する清洲農民の要望と闇市場形成

■満州国社会では､闇市場問題がどんどん拡大した｡闇問題に言及したこれまでの研究は､主

に都市部の公定価格と闇価格や満州国の三大都市の闇活動に注目した｡しかし､闇市場の形成

原因と農村部の反応についての分析はほとんどなかったOそこで､1942年 9年 7月の農村配給

機構に対する調査報告書を利用して､統制政策に対する農民の要望と闇市場形成について検討

したい｡

1 農民の要望

統制政策によって､痛州国は農民に出荷を統制しながら､流通の配給面も前述された配給機

才郵こ頼って統制を厳 しく年ってきたO-方､満州国農民から糧穀を集荷してから､日本帝国主

義はなかなか対応す争生活必需品を配給できなかったO 農民は配給制度に対する不満をつのら

せた｡まず､配給される量の角度から農民が泰望している配給量を検討しよう｡通陽県の農民

調査資料から見ると､｢豆油と小麦粉如き滞系農民の噂好度著しい高い品目｣15の配給は非常に

不足にいたOそして､農相では､卜綿布 ･塩のような代替のきかない生漁必帝晶が不足していた

という｡嘩城県の農民も同様であった｡｢塩 卜棉布ノ配給量ノ増加､並二配給時期ノ適正化二関

シテハ全調査農家ヨリ希望アリタリ｣が奉ったという160同県感王相葉深塗屯の農民の要望は｢塩

年十七斤､綿布五丈是非確保して｣ 17､関原県の配給は ｢棉布ハ一年一人平均二十四尺ヲ要スル

ニ拘ハラズ八年実績ハ六尺前後二過ギ｣18なかった｡配給量と農民が実際に求めている畳との内

に大きな差が存在している｡農民たちは生活必需品の購入のために闇市場に蘇らなければなら

なか.ったOそして､日本帝国主義の戦争がだんだん拡大することによらて､配給量問題も日々

深刻化になった｡

表 5-3 通隣県一人当たりの生活必需品実際配給量と農民要望配給畳表 (1941年)

注.農村配給機構調査第九班 『通陽県配給機構調査報告書』(康徳 9年 7月)57､58頁より作

成｡
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次に､配給時期の問題を検討する｡配給時期が先送りされたり､配給時期が農民の要望した

時期とずれて.いたりした｡通用県の農民は ｢綿布及塩ニッキ前者ハ旧二月及八月ヲ便宜 トスル

ト音ハレ殊二塩ハ春秋二回旧四月及十月ノ二回配給ノ要望ガ強｣かった19｡塩の配給について海

城県感王相葉深墜屯の農民も同感し､｢塩ノ配給ハ農家ノ味噌ヲ作ル時顛 (五月頃陽暦)ト漬物

ヲ作ル時期 (九､･十月頃)ニ重点的二配給｣ 20､関原県の農民は ｢平均配給ヨリ大醤生産時期二

於て時期的重点主革を採用セラレムコトヲ希望｣21にいたo一方､東北部に居住して い る朝鮮族

は､｢豆油二就テハ満系ハ毎月希望スルモ鮮系ハ佳節二限り之ガ配給方ヲ希望シ居｣22た｡ 配給

時期と農民の需要時期がずれているため､闇市場から購入せざるをえなくなっていた｡

第三に､農民の配給機構に対する不満をみよう｡自由経済時期には､農民は小売人 ･行商人 ･

店舗など農村商業機構から生活必需品を購入できた｡農民と農村商業機構は比較的平等な売買

関係が成立していた｡当時の農村商業機構の東北農村社会に対する浸透度は割合に高かった｡

生活必需品が全部行政のカで統轄されるようになると､農民は生活必需品を獲得するあめに､

屯長 (村長)･興農合作社 ･各統制販売組合などの統制機構に従属しなければならなくならたO

商業活動に従事していた土着資本は統制組合に加入し､ノ農民に対する態度も●変化した｡晶質 ･

質量 ･サービス態度等はどんどん悪くなったo

通陽県の ｢配給機関ノ問題 トシテハ一般二業者配給ノモノハ秤量､検尺又晶質二不正多シト

音ヒ､又街ノ者 卜屯ノ者 トニヨツテ諸種ノ便宜ノ取計ヒヲ兵ニスル事モアツ｣たという｡

海城最大甲村験軍塵では ｢配給機関 (商店)及村公署ノ職員力農民二対シテ甚夕不親切ニシ

ヲ衝門化シティ｣た230
∫

一方､闇経済活動を取り扱っている農村土着資本は従来のネットワークを利用して､余剰特

産品を集める同時に､生活必需品などを農民に販売している｡それに対して統制配給機構は土
i

着資本の商業活動のようには､各農村まで浸透できなかったO各屯まで一配給機構を設置する

ことも不可能である｡梅城県感王村美深塵屯の農民は ｢小麦粉ノ小売人力居ナイ為柳公村迄買

ヒニ行カネハナラヌ又其他ゴム靴､棉布等ノ配給二当ッテモ大石橋海城､騰驚塗､牛荘等相当

遠距離ニアリ農繁期ノ猫ノ手ヲモ借リタイ時ハ配給ノ権利ヲ放棄スルコトトナ｣ ったという240.

葉探墜屯ような軍部なところにある村は配給機構が設置されていないので､農繁期には配給品

を廃人できず､農閑期になると､闇市場に生活必需品を購入せざるを得なかった｡

2 農村における闇市場形成の原因

満州国末期の闇市場問題は､公定価格と闇価格が非常に拡大したところにある｡ここでは従
＼

来ほとんど言及されていない農村社会における闇市場形成の原因について検討したい｡
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A 行商人の存在

行商人については従来ほとんど研究されていなかったが､近年 ｢晋商 (山西省商人)､徽商 (安

徽省商人)｣などの研究が盛んになった｡中国伝統社会における商人グループに関する研究は大

きく進んでいるOこれらの豪商は最初 ｢行商｣として､大量の資本を蓄積 し､｢坐商｣になったO

本文で論述している満州国の行商人は中国の伝統的な行商人と多くの点で非常時似ているO清

洲の行商人は主に針 ｡糸 ･燐寸 ｡鉢 J･椀 ｡靴下 ･煙草などの雑貨類を売 り歩いていたO

現金で物を売る以外に､物々交換によって品物を売っていることである｡彼等がその代価

として農民から受取るものには､豚や馬の毛､鶏や家鴨の卵などが多く､時にはなめされ

ていない毛皮なども見受られる｡之等は主として針や糸､女の装身具､化粧品類或いはマ

ッチ等と交換されているようであるO･--以外に､糖新鹿などを売り歩くものも見受けら

れた｡25

梅城県のいくかの屯の調査資料粒よると､各屯の公定価格はほぼ同じだったが､闇価格は非

常に高かったし､値段も不一致であった｡.当時滞洲国の経済統制政策は､｢街村の生活必需品は
1

県に集まれて､そこから各小売業組合に分割され､組合内の商人に配分され｣ 26た｡.各村 ･屯の

経済分割体が形成されて､農村社会内部の闇価格差を拡大した｡ここから､行商人の活動空間

が拡大された｡行商人は農村部にいるに巨大などジネス活動空間があるため､｢行商人二依ル配

給品ノ闇取引ノ横行｣ 27していた｡｢(行商人二依ル配給串ノ闇敢引は)対農村必需品ノ暗取引ノ

棟源 卜看倣サル｣28､行商人の闇経済活動は相当的に清洲国の農村における経済統制政策を動揺

させたと考えられる｡

表 5-4 海城県展村生活必需品価格調査一覧 (単位 :銭)

観相療 ､70 .70. 9d 90

堤 (-斤) .公定価格 7二 高畠 L由左 . 同左.

闇毎痩 15 30 '9 9.

闇相場 200 2bo 150 15d

高梁.(一斗) 公定価格 220 同左 240 同左
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離 日場 - 800 2200 2200

莱 (一斗) 公定価格' 200. 200 220 220

開示義 1400 ー11200. 2200 2200

豆油 (-斤) 公定価格 L32 同左 同左 同左

闇相場 170 20d .衰O. 230

砂糖 (-斤) 公定価格 ､ 44 40 - -

闇相場 . 250 300 - I

棉布 (｢尺) 公定価格 ･22_ 23 25 26

離 日場 52d 280 250 .260

棉靴下 (一足). 公定価格 ~50--80 -50-80 - -

l闇相壊 ･400 ′190. - -

闇相場 - 80 60 55 70

手中 (-埠) 公定価格 ･50. 50 28 28

注.農村配給機構調査海城班 『海城県配給機構調査報告書』(康徳 9年 7月)41-45頁より引

用｡

B 配給機構から闇市場への物資流出

村草 ･屯長は満州国社会の統治機構の末端にいて､統制政策を施行する主体である｡彼らは

満州国社会の統治基盤とに期待さていた｡街村経済統制委員会規短によると､｢街村長ノ監督二

属シ物資物価及労務ノ統制二関スル重要事項ヲ審議立案｡｣ 29するとなていた｡街 ･村長や村長

以下の屯長は各屯に対する配給物資の決定癌を持っていた｡だから､これらの地方有力者の多

くは公平に配給を執行した訳ではない｡彼 らは ｢利潤追求羊急ニシ且責任観念薄ク特二物資配

に流出した｡

各屯並二屯民追ノ配給計画ヲ立ツルニハ人員不足シ居 り且僅小ナル物資配給二依ル非難

ヲ避クル為各村単位ノ配給ヲ行ヒタル上各屯並二屯民ベノ配給計画ハ場合ヲ除クノ外､村

整備委員会ノ､村長ヲ中心 トシ､警察官 ｡屯長有力者等ヲ集メ割当計画ヲ立テ--･大孤山村

二付之ヲ見ルニ村整備委員会ハ必ズシモ公平ナル配給計画ヲ立テテ居/レトハ謂 ヒ難ク寧

口極言スレバ有力者ソ秘密会議的観ヲ呈シ､村自体自然発生的集団性ヲ有セザル行政区割

タル為､各屯-ノ連絡蕃ク各屯ノ代表タル屯長ノ出席セザル場合モ多ク､又出席スルモ､

既二其 レ以前二予備的打合セガ村二於ル委員二行ハレ業者モ亦有力者 トシテ打合せ会二

出席､相互ノ利益ヲ図りツツアルヤ早見受ケラレ･-･･一部人士ノ利益ノ為二運用セラルル
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怖レ多-･.･人的問題ハ又一部分ノ特例 トモ思ハレズ､相当普遍的ナル現象 トシテ考フル 31

彼らは満州国統制政策の下にある執行機構 として最終的に配給物資を決められる立場にあっ

た｡ しかし実際の配給過程において､彼 らはいろんな手段を通じて本来の配給物資を占有し､

ひそかに物資を闇市場に流出させた｡

村整備委員会ハ其ノ人的関係ヨリ運営上遺憾ノ点多ク各委員並二商人ガ相互ノ了解ノ下

ニー定ノ特配ヲ一部二行フニ対㌢商人ノ不正ヲ或程度寛大二黙認スル模様アリ32

次表は､通陽県のあも村は実際に配給する時に､｢全村人口干.26,678人二対スル各機関人員

ハ 75人ニシテ例令家族割合ヲ含ムモワズカ 1%ニ過ぎザル状況｣ 33であったとい う■｡特配とい

う名 目で相当数の配給品が村内有力者に古有されていたことがわかる｡海城県の場合も同じよ

うな状況が存在した｡

-葉深墜屯209戸 1226人二対シ屯長代表シテ康徳 9年 (注 :1942年)3月 30日感王村公所

ヨリ､1218張ノ配線票力交付サレタルモ本実際調査二当り今年中綿布ヲ貰ツタモノハ地主

及 臼.作農ノー部二相等多量配給サレ居ルモノノ如ク配給ノ不公平 卜其ノー部ヲ闇二鎗流

セシメ居ルモノノ如シ34

全国的にも同様のことが考 えられる｡相当数量の配給品が不正に流通したことを推知できよ

うO闇市場-の物資の流出は､満州国統制政策の基盤を動揺させたと考えられるO

表 5-5 通陽県一農村の特配状況

1941年 3.月 石碑 6,972斤 i,.617斤 25-%

194.1年 6月 小麦粉 写7,930斤 : 2,008斤 .7.0).

1941年 9月: ･示麦野 J2,.311斤 畠70斤 12%.

I941年 1.2月 靴下′ .4,920足 ･486足 16%

注,農村配給機構調査第九班 『通陽県軒給機構調査報告書』(康徳 9年 7月) 60-61頁より

作成｡

C農村土着資本金の流入と蒐市

満州国の闇問題が益々深刻になったもう一つ原因は､満洲農村の土着資本金が流入 したので

ある｡農村の土着資本金の規模は闇市場の規模に対応していた｡満洲国経済統制政策が実施さ
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れる前には､満州の土着資本代表の糧桟は清洲国の成立によって､満洲農村社会に対する支配

から退去していなかった｡糧桟は弾力的に新しい清洲国政権を対応しながら､旧来の農村社会

支配システムも利用して､頑強的に満洲国農村の特産市場を支配していたO統制経酵期に入っ

たばかりの1938年時点では､満州国や糧櫨は4500強店舗あった.35･しかし､農事合作社が設立

さ▲れるようになり､それと競合する糧桟は次第に事業を縮小せざるをえなくなった01943年 12

月には満洲の糧墳総数は2317個36まで減少した｡これらの土着資本の相当部分は闇に転換した

と考えられるOまだ営業している土着資本も合牡的な営業身分を利用して､･ひそかは資本金を

闇に流出したOこれらの土着資本は元々農民とのネットワークを利用して､町の郊外地で町と

農村の間の各種闇貿易を行っていた｡

県南門外酉湖春 (料理店) トハタ-取引二依り本年一月ヨリ六月迄ノ間二高梁米二斗､大

豆二斗､米一斗ヲ西湖春二引渡シ之力対価 トシテ酉湖春ヨリ小麦粉五十二斤ヲ数回二亘り

貰ヒ受 ケ居カタリ.而モ本調査戸ハ日興村主点部落タイレ験軍塗ノ農家経済調査戸 上シテ令

作社ヨリ指定サレ居り別二家計調査簿ノ内二記載シ居 リタル干ノヲ摘出調査シタルモノ

羊シテ如斯キ商人 トノ間ノ闇取引ハ相当頻繁ナルモノノ如ク観取サレタリ37

海城県の酉湖春料理店は小規模の土着資本で県城と農村部間ゐ闇貿易商である｡庵 の大規模

な土着資本が更に都市や区域の闇貿易に従事していた｡1939年の報告がある｡

龍江省諏河県糧桟十数名は､穀粉会社の複代理人として小麦を買付､代理収買入に売却せ

ず奉天､安東方面-高価に横流しして､諏河県下全糧櫨が違反に間はれ､罰金､追徴金合

計七十万園以上を科せられたる38

-方､絵化県満系糧桟の資本金の変遷を見ると､満州国建国後,･滞系糧桟の資本金と軒数

がいったん減少したが､その後だ.kだん回復してえいる｡しかし､統制経済に入ってから土着

資本が急に減少し､数字だけから旦ると1942年度満系糧鹿の資本傘はピーク時の 1940年に比

べ､約 74%廃業したという｡ これら廃業した満系糧桟の60.5%の賢本金はそのままに綴化県内

に残り､他には県外に転じた｡県外に転じることは必ず緩化県との関係を断絶するわけではな

いと考えている｡ 廃業した満系糧棟の資本金は無業と称しながら金貨業又は仲買嚢を営んでい

るもの 58･.6%と露天商 5･2%を占めている｡つまり､･統制経済政策甲強化のなかで､綴化県浦

系糧桟の大部分は地元に残り､元の商業ネットワークを利用して営業を続けた｡これらの資本

は統制政策の配給システムに入っていないため､配給システム以外の闇市場に流出していた可

能性が高い｡
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表 5-6 綬化県満系糧桟資本変遷 (単位 :万園)

軒数 13- 9_ 15 24 61 51 ･̀33 69 12 5

注 .松本幸一 ｢特約収異人廃止後に来たるべきもの- 戦時統制経済下に於ける土着資本基本

対策に関する覚書｣(『清洲評論』第 27巻第 9号 昭和 19年 9月 11頁より引用O.)

表 5-7 1936年度～1942年度綬化県滞系廃業糧桟調査 (単位 :%)

-慶城は行く 工7 0.7 露天商に転ず ･9.7■ 畠.,2

垂室に行く. lJ7..､ 3.1 ∴精白商に転ず 9.5. 5..3

海倫に行く 1..7 lT7-酒褒造業に転ず ･3.2 6.7

ハルビンに行 く ､8.8 /ら.o:旅館業に転ず 3.2 1.8..

注 .松本幸一 ｢特約収寛人廃止後に来たるべきもの- 戦時統制経済下に於ける土着資本基本

対策に関する覚書｣(『澗洲評論』第二十七巻第九号 昭和 19年 9月 .12-13貫より作成O)

農村の土着資本金は闇市場に流入 した｡

闇取引就中行商人並二小売商店二於テ行ハルル闇取引ハ農村二於テ普通化シツツアリ且

又蒐市二於ケル闇相場ノ横行ハ言語二絶エスモノ｣ 39-- ｢毎月一定ノ期 日二開催サレル

蒐市ニシテ､原則 トシテ附近農村ノ流束類ヲ販売シタリ､家畜ノ市場ニシテ其ノ間二処.シ

テ都市ノ商人力生必晶ヲ闇相場ヲ以テ販売シ居ルモノナリ｣ 40

一般的な農家は闇取引に参加 していたと考えられるoこの蒐市は自由経済期時代に､主に農

民 と糧機を代表 している満系土着資本が集ま.って満洲各地で行われていた｡農民は馬車などの
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運搬工具で特産品を積み､慣習上に定まったところに集まって､農民はそこにある各糧桟-特

産品を売り出すO農民と糧桟の間には何等の仲介もなしに直接売買の取引が行われていたoそ

して､県城中で公然的に蒐市を行われることを禁止されていたため､県城の城門外などで行う
～

場合が多からたOこれらの蒐市は農相と都市の物流連結点になったO海城県城の蒐市について

は以下の記録があるO

毎月三､六､九ノ日南門外ノ海城河ノ橋ヲ渡ツタ処二在ル広場二開催サレル､其他家畜市

場､野菜市場ハ毎日開カレル本市場二於テ洗濯石鹸カー個七〇銭ニテ売買サレ､--･且又

営口ヨリ袋ノ中二石鹸ヲ入レ行商シ居ル者ヲモ見受ケタルモ買受ケタイレム 41同県の感三村

二､六､九ノ日二蒐市アル模様ニテ､本村ノ市ハ時間'/都合上之ヲ見ル三上能ハサリキ42

蒐市の行商人は生活必需品を闇価格で販売した.販売は生活必需物資配給機構や配給時間を

はずして行われた｡ 蒐市で集まられた物資を都市に闇流入させ､大挙藤由の密輸や華北-密輸

を行ったO

清洲 由による統制経済の実施により､農村部の統制が進められた｡しかし､満州国農村はこ

の体制をなかなか受け入れなかった｡柑 ･屯の有力者は各自の利益を守るために､相当数の配

給品を占有した｡そして､彼らは余分の配給品を闇市場に流出しを｡この点からみても､清洲

国の大部分の農村地域の統制に成功したとはいえない｡大部分の満系土着資本は配給機構に入

らず､闇市場に流入した｡

Ⅲ 満洲国農村闇市場の実態

闇問題が満洲国の農村統制を動揺させたことを示す資料は割合に少ないO都市の統計に串っ

て農村から流出した闇物資の問題がわかると考えられる｡南満州の大都市奉天について､以下

の記述がある｡

滴系人口が約 20万人と見て､毎月六千託の闇糧穀が必要となり､尚此の他に浮動人口と

称する配給物資に人らざる部分が約 10万人と推算して､之等は全部閤購入や暮すとすれ

ば一人 15託にて毎月 1500蕊､両者を合計する1と七千五百託となり､之を奉天の糧穀の闇

一託二円と見て､毎月二千五百万円､年間には一億八千万円の莫大なる闇資金となる｡斯

.る莫大数の主要糧穀の闇が旋風の中心となっ千 --大都市に隣接する農村に於いては､-

都市-の闇物資搬入の代償として都市の闇資金の魔大量が毎月農村-流入し､百姓の懐中

に吸収される｡､推算に依れば現在農村より都市-の闇糧穀の搬入に依って､都市より農村
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-流入する金が年間十億円乃至十二億円の多額に上ると云はれるが､単に糧穀のみに止ら

ず疏菜の闇､食品類の闇にて満農は現在相当に豊富な資金を持って居る｡ 43

1944年の奉天では九コの大市場があり､莫大な闇市場を通して消費者に販売した｡

原材料､製品､生活必需物資一般の商売がこの九大市場 (店舗 451軒､露店 1096.秤)で

は殆ど公認された形で､統制とは凡そ無関心然としで取引されているO-････購買客数は一

日三万人以上でその売上代金約三十五万円--･44

表 5-8 奉天市日常生活の闇依存率 (1944年4-9月平均)

晶自 麺琴 読東類 魚類 .肉嶺 ､其 他 食画串 調 味 嘩･.好品 . 衣新品 鹿料 総平均.

満系 790(o 99塊 ･.9I.lb/o 61.3,0/o 63⊥6%. 85.6%､･:92..9% 74..9%

晶.冒 麺晶 噂車高 養料串- 調廃品 -衣単品 燃料_ l総平均 .

注.満州中央銀行調査部 『都市購買力実態調査報告書』(康徳 11年7月) 210貢より作成｡

このように都市部に住んでいる人ノ再ま､闇経済-の依存度を非常に高めていた｡闇市場の店

舗や露店笹､満州国各地の農村から生活必需品を集め∴都市部の消費者に販売する闇流通シス

テムが形成していた｡

一方､農村部の綴化県について､以下の記述がある｡

四十四人の家族を有する三合屯の劉家では､昔織物を自由に手に入れた時代には､家族員

中十五歳を越えた男子は大布 (大尺布一八吋二二橘)-疋 上 反のこと)､一､〇～一五歳

のもの半疋､五～一〇歳三竿 (-竿は五尺)､婦女は一〇歳以上のもの半疋､五～一〇歳

の三竿といふ割合で毎年 『家全体』として支給したが､康徳八年頃から綿布が自由に手に

入らなぐなったをめ､織物-疋の代りに金を四十固シ(康徳八年度)づつ各家族員に支給し

たといふ｡45

1941年以降､劉家家族全員44人は.40元ずつを支給されていたが､農村の配給機構から公定

価格で生活必需品を購入できないため､闇市場から生活必需品を購入しなければならなかった｡T

藤田順三は1940年 6月から1943年4月まで遼陽市警琴科経済保管股長の任にあり､この2年

10ケ月で遼陽市で経済統制違反の中国人 1400人余りを逮捕した046
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一土着資本の各商店は､農家に生活必需品を供給すると共に､闇活動にも参加 したO安達県の

搾武興農会の談に ｢街二行ケバ何デモ手二人ル只無暗土高イ丈デ幾ラデモ入手スルコトカデキ

ル｣ 47とある｡ 海城県下各商店の営業状況を見ると､公定の対農家生活必需品の取扱は総資本金

の二割弱を占めている｡それに対して､相当の資本は他商畠を取り扱っていた｡

.表 5-9 海城県下各商店営業実態調査表 (1942年7月調査). 金額 :元

公準轟 66;200 ･-1,424 ⊥2.2% 40,081 321,143 361,224 1-2%■

傘和盛. 38,000 -1.0,1.93 27% 249,756 278,865 528,621 ､47%

痕泰盛 . 41,060 18,155 44% 20,′009 83,755 103,764 I9.%

額野末 16,300 17,397 ･1070/?A. 23i751 1161492 140,243T 17%

J東和洋行 8,°000 1,16p8 I.5% 27,-070 ･.6,.239. 33,309 81宛

万盛典. 10了000 4,801 48% 4,971. 45,700 ･50,671 -10%_

注 .農村配給機構調査海域班 『海城県配給機構調蜜報告書』(康徳 9年 7月) 69-72頁より

作成｡

このように､満州国の都市は､農村から腰大な物資を集めたQ蒐市を通じて物資を集め､土

着資本が輸送をしたO統制経済期における農村経済は､配給機構の一翼を担いながら､闇市場

を形成 した0滴洲の県城は張氏軍閥時代から､経済力 ･政治力が集中して､農村 ･農民対する
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関係を強化したことを明らかにした｡

小 括

統制経済期には､県以下の市場は配給統制機構によって統轄された｡ 生活必需物資が十分に

農民に属かなくなったQその結果､闇活動が盛んになりI､戦局と共に県下の蒐市を中心として

村や屯まで浸透したO農村部の闇準動は配給統制政策の隙間を利用してどんどん拡大したO満

州国は 日本人を中心とする県統制機構をつくり､県統制機構を通じて街 ･村を統制しようとし

た｡しかし､多くの村 ･屯の有力者は配給権カを利用し､自らの利益を求めて､大量の配給物

資を闇に流出させたO-方､農民たちは手元の一部生活必需品を闇に流出させ､生活必需品を◆'

購入した｡農村の統制配給機構の外で ｢行商人一村 ･屯の有力者十農民了という ｢三位一体｣

の闇市場が形成されたO｢行政一協和会一合作社｣という｢三位一体｣の配給統制政策と対時し､

共存した｡しかし満州国の統制経済圏はだんだん弱性化し､1943年以降､農産物の集荷を実現

す るた裾 こ､∵馨察力も動員しなけれげならなくなった｡1945年になると闇経済は公然とその存

在が認められるようになったQ

この一挙の推移中で､｢満州国｣は経済統制期に入ってから､県一街 ･村の二級統制構造を準

じて農舟社会末端を支配しようとしたoLかし､満州国の権力支配は農村末端まで浸透してい

たとはいえない｡行商人や相当数の村 ･屯有力者､農民はかなりの程度で統制経済圏の外側に

遊離していた｡｢満州国｣政権の崩壊により､統制経済圏が一気になくなった｡非統制経済圏の

闇市場は現実の経済循環システムになった｡このシステムを誰か担握するが満州国政権崩壊後

の重要な課題になった｡
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1 ｢満州国｣についての研究は､浅田喬二 ･小林英夫編 『日本帝国主義の満洲支配- 十五年戦争期を中心

に』(時潮社､1986年)､山本有造編 『｢満州国｣の研究』(緑蔭書房､1995年)など総合的な成果が出され､

近年では ｢満州国｣に対する研究成東が一層進んできた｡山本有造 『｢満州国｣経済史研究』(名古屋大学
出版会､2003年)､田中隆一 『満州国と日本の帝国支配』(有志社､2007年)､日本の殖民地文化学会と中

国の東北冷暗十四年史総編垂共編 ∬｢満州国｣とは何だったか』(小学館､2008年)などの大きな進展があ

った｡

2塚瀬進 :｢1940年代における満州国統治の社会への浸透｣(｢アジア経済｣第 39巻 7号) 11貢｡

3風 間秀人 :『満州民族資本の研究一 日本帝国主義と土着流通資本-』(緑蔭書房､1993年)to

4 同前､･186貢

5 山本有造 :『｢満州国｣経済史研究』(名古屋大学出版会､2003年)0
6 同前､66貢

7 塚瀬進､前掲､2貢
8解学詩 『偽満洲国新編』(人民出版社､1995年)｡

9 同前､769貢

10注 :本格的な統制経済は､1937年 日中前面戦争前後に始まった｡1937年 5月の ｢重要産業統制法｣公布 ･

同年 10月実施､10月の ｢綿花統制汝｣､1938年 2月の ｢国家総動員浜｣､4月の ｢鉄鋼類統制駄｣､10月

の ｢米穀管理軌 ､12月の ｢毛皮庭草類統制軌 ､準 9年に入ると､一層 ｢原綿､綿製品統制浜｣･｢主要

米琴統制抵｣･｢小麦及び製粉業統制法｣などである｡
11農村配給機構調査第九班 『通陽県配給機構調査報告書』(康徳 9年 7月) lo貰o

12194d年 6月～19毎 年4月偽満州国遼陽市警務科経済保管股長を勤めていた藤田順三の供述

中央楢案館､中国夢二歴史楢廃館､吉林省準会斜学院合編 『日本帝国主義侵華楢案資料選編 (7)偽滞憲
響統治』(中華専属､1993年) 651貢

13前掲､『通陽県配給機構調査報告書』 11貢

14農村配給機構調査嘩城班 :『海城県配給機構調琴報告書』(康徳 9年 7月) 18貢｡
15 前掲､『通陽県配給機構調査報告書』 56貫

16 前掲､『海城県配給機構調査報告書』 33貫
17同前､31貢

18農村配給機構調査関原班 :『関原県配給機構調査撃告事』(康徳 9年 7月) 13貢0

19前掲､『通陽県配給機構調査報告筆』 58貫 ,

20■前掲､『海域県配給機構調査報告書』 32頁

21前掲､『関原廉配給機構調査報告書』 13貫

22間島省延吉県班 :『生必物資ノ農村配給機構調査報告書』(康徳 9年 7月) 53貢｡

23前掲､『通陽県配給機構調査報告書』 31頁

24前掲､『海城頻配給機構調査報告書』 32頁

25嘩洲国実業部臨時産業調査局 :『農村実態調査報告書』第四巻 (龍渓書舎 1989年復刻) 71､72乱
26前掲､『満州民族資本の研究一 日本帝国主義と土着流通資本-』 186貢

27前掲､『海城県配給機構調査報告書』 38頁

28前掲､『海城県配給機構調査報告書』 38貢

29 同前､53貫

30前掲､『通陽県配給機構調査報告書』 62頁 1

31同前､71貢

32 同前､60頁

33 同前､61貢

3,4前掲､『海城県配給機構調査報告書』 47頁

35 東北轡資調節委員会研究組 :『東北経済小叢書③ (流通篇 上)』1948年 114貢
36興農合作社中央会 :『糧櫨組合及組合員二関スル調査､統計篇』 1943年の統計により

37前掲､『海城県配給機構調査報告書』 47貢

38 響轟総局経済保安科編 ‥『満州国の経済警察狛 944年 72頁

39前掲ヾ『海城凍配給機構調査報告書』 73貫

40 同前､35貢

41同前､35頁

42 同前､35貢
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43満州中央盛行調査部 『金満都市の生活必需物資配給事情と闇価問題』(康徳 11年 7月) 40-47貫O

44満州 中央銀行調査部 『都市購買力実態調査報告書』(康徳.11年 .7月) 210貢0

45王振経 ｢農民の衣｣(『清洲評論』第 27巻第 5号､昭和 19年 8月ト 22貢0

46前掲､『日本帝国主義侵華楢案資料選編 (7)偽浦憲響統拍』 650頁

47前掲､『農村生必品物資配給機構調.査報告書』 80貢
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第六章 日中戦争による ｢満洲国｣農業政策の転換

課 題

本章は､清洲国の農業政策がどのように展開〔たのかを究明することを課題とする?農

業政策の検討を通して満洲国の統治実態を究明することは重要な意義があるだろう｡

これまでの清洲国の研究には､農業政策を正面から考察する研究はほとんどない｡満洲

農村に関する研究成果では､まず風間秀人の成果をあげられる｡満洲農村の糧横という土

着資本は､糧桟は統制経済琴施前の日本の支配に対して ｢従属と対抗｣の姿勢をもってい

･たO清洲農村社会と深く結合し､.日本資本の介入を阻止 して､独自の経済圏を確保してい

た｡統制経済期には満洲の糧機は分裂し､大糧桟を中心とすtる組織は滞洲国の農産物蒐荷

機構の下部に組み込まれ､滞洲国の統制支配の下で農産物の加工 ･保管などを行った｡中

小糧桟は満洲国の農産物流通機構から排除された｡彼 らは清洲国各地に存在 している闇市

場の形成 ･拡大する過程のなかで､日本帝国主義初支配と対抗 ･対決する民族資本として

存在▲した｡風間は日本帝国主義の清洲農村の土着資本に対する支配政策は失敗だったと指

摘した10 更に､風間秀人とし飯塚靖は ｢農業資源の収奪｣策をめぐって､満州事変期 ･日

中戦争期 ･太平洋戦争期に分けて検討 したO流通政策 ｡増産政策､蒐荷機構の実横､.農事

合作社 ｡興農合作社､糧桟の対抗など四つの課題を通 じて､清洲国の農産物収奪政策の展

開と実態と検討 した2｡

次に､中国の解学詩は 『偽満州国新編』で浦洲国農業政策をふれている｡満洲歯の農業

生産は停滞した根本的な原因は農民の貧困であり､農業生産投琴不足によ'り農業改良を実

現していなかつたと説明した3｡

山本有達の 『｢清洲国｣経済史研究』は､マクロ的指標を利用して数量的 ･実証的に清

洲国 14年間の経済を分析 した4｡農業面に対しては､1920年代後半から1940年代後半ま

での満洲農業生産指数と農産物統制を検討した｡これらは農業生産力の水準と構造の作業

であり､満洲国の農業政策の検討ではない｡原朗の ｢満洲事変期の経済統制政策｣は鉱工

業の統制を中心に分析した05要するに､本論の検討対象である日中戦争期下の満洲国農

業政策については､前述 した各研究で多少言及しているが､全面的な検討はなされていな

い｡

そこで本草では以下の問題を検討したい｡

第-に､満洲国初期に､浦洲国はいかなる農業政策を立案し､どのように農業政策を夷
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施 しようとしたのかを検討 し.たいQ第二には産業開発五力年計画と統制経済開始をめぐっ

て農業政策が国策の重点項 目とされた日中全面戦争虚聞期の満洲国の農村政策を検討す

るO 第三に､アジア太平洋醜争期に､蒐荷目標実現が農業政.策の主眼となることを検討す

る.｡

以上の課題を検討することにより､満洲国の農村に対する統治の展開過程を明らかにし

たい｡

Ⅰ 満洲国初期の農業政策

まず､清洲国初期にいか年る農業政策を立案 し､満洲国はどのように農業政策を具体化

しようとしたかを検討 したい｡

1 農等政策の基調

満州事変により､関東軍は清洲全域を占拠 した｡軍事占領 とともに､-今後の満洲経済開

発に関する問題が浮上した｡1931年 12月 8日､関東軍参謀部第三課は ｢満蒙開発方策案｣

を作成した｡｢満蒙開発政策は原則.として内地及植民地と満蒙とを一体として企画経済の

下に統制実行すること｣6としたO-方､.r満蒙の開発方針｣･については､清洲を ｢平戦両

時に於ける帝国の資源独立政策に適応せ しむること｣､さらに､満洲の農業経済に対して

は ｢差当り国家統制の下に適当なる資本団をして行はしめ為し得る限り之に画家資本 (地

■方 自治資本共)を参加せしめ所謂資本家をして利益を聾断するを許ず｣7意図を明らかに

なった｡この案は 1933年の ｢滴洲国経済建設綱要｣に大きな影響を与える.

1933年 3月 1日､満洲国政府は､関東軍特務部および満鉄経済調査会が立案 した ｢満洲

暫経済建設綱要｣を発表 したOこの綱要は所謂 ｢清洲国第一期経済建設｣の計画である.

綱要は ｢順天安民 ｡王道楽土｣を実現するために､清洲国の経済建設は ｢無統制ナル資本

主義ノ弊害二嘩 ミ之二所要ノ国家的統制を加へ資本ノ効果ヲ活用㌢以テ国民経済全体ノ

健全且ツ溌剰タル発展ヲ図ラン トス｣8とした｡農業政策に関する内容は､以下の通 りで

ある｡

(-)我国民経済は農を以て其根幹とす而して農産増殖の目標は外国に依存する農

産物の自給を図ると共に一般農産物の輸出に努め以て農民大衆の福利を増進 し其

生活を向上せしめんとす

(二)農産の改良増殖 (イ)我農業経営の基幹を為す大豆､高梁､粟､玉萄黍に裁

ては之が栽培に指導奨励を加え品種の改良と其の増殖を図る (ロ)棉は栽培面積三

十万町歩､繰棉年産続一億五千万斤に達せしむ (ハ)小麦は栽培面積二百三十万町
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歩､年産額二千万石に達せしむ (ニ)煙草､麻績､落花生､胡麻､･藻麻､忽布､甜

菜､果樹､読菜等の栽培並枠蚕の飼育を奨励 して農業経営の改善並農家経済の調和

を図る

本綱要を前述した関東軍の案と比べると､満州農業を国家が統制し､自給自足を目指し

て農家の経済力を強化する考え方が新たに示されたことがわかる｡(イ)は普通作物を増産

し､(ロ) (ハ)では棉花 ･小麦の増産額を具体的に取り上げ､(ニ)で農家経営改善にも

言及 している｡軍需的意義が持っている棉花 ･小麦について､一定の需要量を確保しなけ

ればならないと考えられた｡

しかし満面農業は建国前からすでに世界経済恐慌に襲われていた.農業金融と流通シス

テムは轟軍閥政権の撤退により危機状態に落ち込んでい旦ため､｢木豆その他の農産物の

暴落は更に農民め農産物処分難となり金融梗塞して如何ともし難い窮状｣ となった9｡

表6-1 滴洲国農業生産統計奉 面琴単位:千障 収穫単位‥千砥

年次 大豆 其の他豆類 高梁 莱 玉萄黍 - 小麦. 水稲 陸 合計
産量 … 産量 ;;,-- klr)鼓弓産量 産量 産量- 産量 塵量 ㌻ 産量

1924 3451i顔+港 177薫姦9 4450～ ij……3025享潮 白+l11618 ･805綬(た事3%; 94 i 88l 10080
1925 讃# 4178…恥声渉長＼ 239磨a .4678i'Ai; 取3119…讃 鷲8㌧亨1808秤_rFJt良,,gpt';{'961iy,+ 192-!当 150~ 撹 10908

5.. 8..J3.133~; ;iYl. べ､...ご
1.939 郎 鮮昏4014. ;/f3l 4443CT 塗..3041.毒+-36聾､.2335 892 694 95.6l13/,T字蛋:1.1498

注①.日清農政研究会東京事務局『満洲農業の研究 其の一 一一生産の統計的分析』(日清農政資料 第九輯)1942年､78-'82
貢;
注②.1932-1938年の其の他豆類は『清洲農業要覧』393-394頁よりデータを補足する

清洲国はこの局面を打開するために､1934年 2月農業政策の根本方針を決定した｡一つ

は南満方面においては極力棉花や麻などの栽培を督励することであり､もう一つは北浦方

面も大豆以外の農作物に転作するよう督励することであった10｡大豆以外の農作物とは小

麦のことである｡ハルビンを中心とする北浦鉄道沿線の都市には比較的大規模な新式製粉

工場があったものの､滞洲では小麦粉が不足であるOそこで､満洲国政府は 1935年から1､

北浦で改良種子を配布する政策を実行し､積極的な増産をはかったoしかし､表 6-1の小

麦生産の推移を見ると､1931年のピーク時以降はずっと下がっているO増産政策の実際的
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な効果は見られなかった｡30年代は高梁､玉萄黍と粟が増え続けた｡農民は恐慌に対して､

自衛手段として大豆､小麦などの経済作物の栽培から粟､玉萄黍､高梁など自分たちの自

家用主食作物に転換する傾向が分れたO-方､L棉花の生産状況は.(表-6-2)､1934年には

収穫量が一番多かったが､1936年度から満洲の改良棉栽培が拡大すると共に､在来棉花の

収穫量は減少 してきた｡棉花を中心とする原料農産物の増殖計画は南満で実施 されたが､

増殖 ｡増産成績は良好ではなかったQ

表6-21933-1938年酒洲国棉花栽培統計表 面積単位:千陪 収穫単位:千斤

棉花 改良棉 在来陸地棉 . 在来棉 棉花合計

年度 作付面 収穫高.年度..作付面 _収穫 作付面璃収穫高 作付面 収穫高 作付面積 収穫高

1934年 92166,612 1957年 58,193 ､3953,154 5775,,403 101136,750

注.日清農政研究会新京事務局:『滞洲農業要覧』(1940.7.12)425-426頁より作成

筆者の南荒地村の農産物販売状況の検討によると･､大豆経済に頼っている満卿農村は､

清洲国初期農業政策の影響を受け入れないまま､大豆 ･高梁 ･包米を中心に生産していた

ことがわかった110 ｢清洲国経済建設綱要｣の増産計画は村まで環透していなかった｡｢南

棉北麦｣ という政策の意図と効果は限定されていた｡

第-は､｢南棉北麦｣-の転換は工業の虎料を確保するためではないかと考えられる｡

ただし､滴洲農民の主食-の転換意欲が強かったため､小麦の増産声標はほとんど実現し■

ていなかった｡

第二に､棉花政策の目標は原料農産物の清洲国で甲自給を確保することであったが､

1934年以降の棉花生産総量は逆に減少していた｡

満洲国初期甲農産物増産計画は基本的に失敗したと考えられる｡その要因は､第一期経

済建設の中で､関東軍と満洲国が農業改革を軽視 したことである｡ 増産計画は示 したが､
)

そのための資金はほとんど農業に投資されなかった.先ず､1932-1936年の間のに､地方 -

財政-県旗市財政笹おける勧業費時僅かに0.86%､0.57%､0.380/0､0.430/0､0.730/OであったO

それに対 して警察費と公署費は66.440/0､63.69%､58.31%､49.73%､46.690/Oを占めていた120

-方､国家財政のうち､1932-1935年の農業投資データが収集できていないが､1936年の

場合､実業部経費 (5,623,368元)は清洲国歳出 (1936年分 :219,405,000元)の僅かに

2.56%であった｡そのうち 34.64%が農業-の投資であるユ3｡ この時期の清洲国は主に農村

の治安回復に注目し､生産部門-の投資額は不足していたO .
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2 満洲国農業政策の展開と効果

満洲国の農業増産の主な目標は小麦と棉花などの軍需農産物であり､満洲農業の基幹で

あった大豆生産は減反 ･調整された｡そのため､1931年までの満洲大豆の生産量は増えて

続けたものの､満州事変後以降は落ち込んだO大豆を中心とする満洲一般農産物の流通と

農家金融の再編が不可欠 となった｡これらの状況に対する清洲国農業政策を分析 したいO

Å 農村金融政策

農村金融の促進は農村経済の重要な一環である.-満州事変前は､官銀号 (東三省官銀与 ･

書林永衡官銀銭号 ｡黒龍江南官銀号)という金融機構から官商を中心とした糧桟-資金が

供給された｡そのうちの相当部分は清洲の大地主と富農の手を経て農民に貸 し出された｡

痩桟も一部の金を農業資金として農民に供給した14｡ しかし満州事変勃発後､農村に在駐

していた富農や地主は､敗残兵や馬賊などの略奪行為を防ぐために､資金を持って治安状

況がよい都会地-引越した｡資金供給はほとんど都会地に集中した｡1933年 5月には､官

商糧模機構が全廃となり､糧桟から農民-の資金供給の道も断れた｡旧来の農村金融シス

テムは崩壊した｡別稿で検討した南荒地村の借貸関係15では､この時期に相当の農家が借

金状態となった｡借金農家は主笹農村の中堅層農業経営農家であり､主に知{ ･親戚関係

から借金 してもらったのである｡

このような漕洲農村の困窮に直面した清洲国革府は､治安維持を目的とした｡｢農民経

済の救済を提唱し｣ .i6たE.1933年から ｢春新資金｣と称する低利農業資金が滞洲中央銀行

から貸出されたOしかし春耕資金の供給は一時的な措置であり､この政策を継承するため

に金融合作社が設立されたO.金融合作社は 1933年に奉天公署が ｢朝鮮金融組合の範に倣

い｣17､3月奉天で､5月復県で設立した｡それ以降､1934年には奉天省の鉄嶺 ･遼陽 ･

開原 ･錦県 ･撫順 ･蓋平 ･■興安 ･遼源､吉林省の永吉 ｡額穆､黒龍江省の克山など全国的

に設置した｡1938年までに 110社､社員 50万を超え､加入農家は全農家の 9.1%に達し

た｡18しかし金融合作社の融資条件は厳しく､財産担保なども必要だったので､貸付対象

は地主富農中心となる｡この時期の金融合作社の貸付業務は担保貸付金を中心としてお り､

担保力のない零細農 5-10人で一組で連帯保証団を組織させ､それに対して-人当たり50

元までの低利融資をはかる制度であった｡この制度は相互連帯保証の役割を果させようと

する意図はあるが､寧ろ ｢各保証団体は夫々団長に依って統制されて居 り更に各保証団体

は分事務所或いは分駐在所を通じて､所属金融合作社の傘下に統制さるる仕組みとなっ

て｣19いた｡

金融合作社諸政策の結果を検討しよう｡1934年以降､満洲国実業部臨時産業調査局によ

り大規模な農村実態調査が実施された｡1936年度には南満地方を中心として全満に亘り
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21県を選び実地調査が行われた.この調査により｢農村実態調査報告一農家の負債並に貸

借関係篇 (南満の部)｣を作成した.嗣査対象はほとんど県城近くの村であった010か相I

計569戸の農家の借入先は､農家の相互金融が55.65%､営利的金貸業者(当舗)が 12.17%､

商人 (糧桟 ･油房 ｡雑貨舘など)が 18.70%､金融合作社 0.11%､農商貸款 2.67%､義倉

0.03%､救済貸付 0.06%､煙草耕作組合 1.64%などとであった20｡ 相互金融の比率が圧倒

的に多く､金融合作社接少なかったが､それ以降金融合作社の貸出額と成績は年々好調に

なる.｡ 双城県興札付沈家禽壁の調査によると､興礼村沈家寓塗の 27%の農家は金融合作社

から融資をうげた｡ただ富農レベルの 4戸め農家が村全体の金融合作社からの借金の8.1%

を占めている21｡

1941年には満洲調査機関聯合会と農業金融調査委員会は農業生産と金融の関係を検出

するために､満洲にあざ各種金融22を対象とする調査を行った0191屯 ｡791戸の農家調査

では､借入先は､農家の相互金融が 45.,65%､地主が 5.670/O､営利的金貸業者 (当舗)ーが

1.56%､商人 (糧桟 .油房 ｡雑貨舘など)が 6･06%､合作社 3､9/12%､その他 1.94%とな

っている23｡

これらの調査は場所 ･時点 ･規模は異なっており､サンプル数も少ない｡調査方絵も具

体的にふれられておらず､倍悪性は定かではない｡少なくとも滞洲国の農村金融は農民相

互金融であること､営利的貸付業者と商人の金融は金融合作社政策の浸透によって衰退し

つつあったこと､農村金融政策が地主 ｡富農にかたよっていたことなどが傾向としてわか

る｡余剰の農産物を市場に販売する畢家は､ほとんど農村の地主と農業経営層の富農であ,

り､農村徴税は主にこれら中農以上の農家が多かったので24､農業金融政策は彼 らを中心

として農業資金を提供したことになる｡

B 農村統制政策

張軍閥政権は農産物市象に対して統制を加えることはほとんどなかったO農民の農産物

販売は穀物問屋である糧横の意志によっセ自由に取引され､その価格は大連を通して､世

界市場の農産物価格とともに連動していた｡

建国後清洲国は統制経済に着手した01933年から棉花･葉煙草･麻類の増殖計画を立て､

これらの特殊農産物の価格-の統制を行った｡満洲国政府は大豆共同販売会を組織した｡

この共同販売会も市場価格統制の一種に言ってもよいQ共同販売会は恐慌克服の一時的措

置に過ぎないし､農民の反応は消極的だった｡共同販売会は 1933年に黒髄江省管内の主

要集散地 21ヶ所た設けられたが､委託した農民は 138名にすぎず､委託大豆数量も6092

トン25という惨惰な状況であ?た｡これに対して､恒久的な市場統制政策とみるべきの糧

穀交易市場の設置が求められた｡1935年に､演江県青両県公署は ｢県下中間業者の不当利
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潤を排除し以て公正なる取引の確立と､全県下の糧穀取引の統-に重点を置き､現有糧穀

取引機構に改革を加ふる事に決定｣26した｡11月 √29日交易市場設立と市場外の取引禁止

を実施した｡交易市場の ｢創案は周辺の各県参事官の共鳴を得､--各県に運動が拡大さ

れて行った｣ 27という｡北滞穀倉地帯の各県の農事合作連動は異常に盛 り上がって､｢今日

(1942年)では設立をみざる県とては殆んとない状態であった｣ 280 清洲国の県以下のレ

ベルの行政財源は､主に土地税の晒梢と販売税の糧絹であった29ため､これらの運動は前

述した農産物取引の合理化 ･統制の基本動機のほかに､｢各県における税収の確保という

要藷もあ･つた｡これは出産糧石税の付加税である痩石絹は､糧穀取引地における県の収入

となるので､生産県では自県において蒐荷し取引させることを狙いとしたのであった｣30｡

要するた､この時期には清洲国に対して些方統治中心の県財政充実は農村支配浸透の重要

な一環であるO その結束では､各方面から交易市場に非難 ･指摘し､交易市場の政策は根

本的な改革を直面していた｡∫

交易市場の運営は特産商 ⊥糧桟の既存の利益を損害したoただ交易市場は､設置箇所が

少ない､サービスが悪いなどのため普及せず､出癖された農産物数量は清洲全体の農産物∫

出荷量の半分に満たなかった｡31これは､交易市場の動機は各県の財政確保を目的として､

｢市場手数料は-農民の負担が加重せられたる｣320

3 小結

以上述べたように､日本支配下にあって､清洲国の農業政策は｢満蒙開発｣を目指して､

農産物を増産しようと計画し牢が､現実条件によって､関東軍の指導に従って､満洲国は

農相社会治安の安定､-農産物の販路由拓､大豆単一耕作の危険分散などめ策を実施した｡

これらの基本目的は満州事変後の困窮な地方財政を確保することである｡ しかし､このこ

の農業軽視によって､農産物増産の目標は実現していないし､財政充実を中心とする農業

政策によって､政府は満洲の土着資本を通じて農産励め蒐荷を行い､直接的に農産物を支

配できなかった｡農村市場にある土着資本は農産物取引を掌握し､農村の金融と市場面を

強力に支配していたのであった｡そのため､農業増産と農産物統制を中心とする農業政策

に対しては､農産物蒐荷を企図する清洲国政府は新たな施策を講じなければならない｡

Ⅱ 日中全面戦争期の農業政策

日中全面戦争期に清洲国はいかに農業増産と農産物統制を展開したのかを検討する｡
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1 満洲農産五力年計画の修正

1936年に､｢満洲国第二期経済建設｣計画が立案された｡この動きを主導したのが石原

莞爾であることはよく知られている｡陸軍省は 8月 3日に ｢満洲開発策綱要｣を決定し､

8月 5日付で関東軍に示達した｡関東軍は8月 10日に ｢清洲国第二期経済建設要綱｣を提

出した｡この案の中では農業政策に関する要点は以下の通りである｡

･･･.農業生産品ノ有事ノ際二於ケル軍需ヲ考慮シ成シ得ル限り現地補充主義ノ

下二適当ナル施策ヲ諦ズルモノトス
1■●

四 現地調弁主義ノ目標 卜日清経済融和ノ精神二基キ､帝国政府二於テハ満洲国産

業統制二関聯シ､内地､外地ヲ通ズル産業上ノ統制二関シ格別ノ考慮ヲ払フモ

ノトス

関東軍､満鉄､清洲国三者は以上の方針に基づいて､1936年 10月の湯尚子会議でその

骨格を決めた｡1937年 1月 25日に関東軍司令部 ｢満洲産業開発五年計画綱琴｣を最終的

に決定しキ O 関東軍は満洲の ｢自給自足｣方針に基づいて､軍事需要の ｢現地軍充主義 ･

現地調弁主義｣を実現するために ｢農業統制経済｣ を発足させたと考えられる｡ ｢満洲産

業開発五力年計画｣の主点は関東軍主導の下で､国防産業の拡充のために､･自給自足と国

民生活安定を中心目標とした｡計画は ｢鉱工業､農畜産､交通通信､移民の四部門に分か

れ､生産力拡充目標は計画前の三倍乃至五､六倍に達せ しめんとするも甲で､所用経費は

二十五億園乃至三十億園と称せられ､鉱工業･農畜産等の直接産業部門が60%､交通通信 ･

移民の補助産業部門が 40%を示し､鉱工業の中､鉄 ･石炭 ･電力 ･液体燃料だけで 73%､

これに産金を加-ると80%､自動車飛行機鉱業を加-ると90%｣ 33となる｡ 要するに､農業

は清洲産業開発五力年計画のなかで､依然として従属的な役割をもっていた｡･しかし､産

業開発計画の目標は単に鉱工業だけではなく､｢工業原料として､食糧として､飼料原料

としての軍需的要請にバックされて､産業開発五力年計画が樹立されることとなった｣34と

いう｡

1937年春に樹立された生産計画 (表 6-3)は､特殊農産物と普通農産物を網羅 したもの

であった｡

(1)有事の嘩特に必要とせらるるものの現地調弁の見地からする改良又は増産のた

め米 ･小麦 ･大麦 .燕麦 ･ルーサン ･ケナフ (洋麻).蔑麻 ･棉花の九種目o

(2)農産物の自給自足を計る見地より改良又は増産を図るものとしての黄色葉煙

草 ･甜菜の二種目｡

(3)其他国民生活安定の見地よりする改良又は増産作物として高梁 ･大豆 ･粟 ･玉

萄黍の四種目35

この案では､対象とされた農産物は 15種類がある｡(1)は軍需作物であり､または特殊
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作物 ともいえ､これは最 も増産の努力 を尽 くとしていた.それに対 しては､(2)と(3)は-

般民需作物で ｢改良又は増産｣す ることとした｡ しか し､事実上の方針は ｢改良だけで｣

36あったQ表 6-4によれ ば､(3)の大豆 ･高梁 ｡玉萄黍 ･粟はむ しろ減反の方針 さえ採 られ

たO-方 ､｢日本移民の入植 地保留に対す る考慮--軍需作物増産のために民需作物がそ

の耕地を引渡 さねばな らなかった｣ 37｡ 更に､表 6-1の実績では満系農民が前述 したよう

に主食に逃避す る傾 向が しめされてお り､｢作物転換 の予想外の困難｣38であった｡

表6-3清洲産業開発五力年計画の農業関係 ｢単位:千トン
資源名 1936年現在能力 五年後目標 倍率 記事 .

水稲 257.9 417.6.1､.6日本移民による増産.I

示麦 966.0 2024.4 2..1国内自給を日頃 日本移民を主として滞農の作付転換､土荒地の復興
はよる .

大麦 . 184.6 .262.0 ll.4
燕麦 47.8 89.0 1.9軍需を考慮
ルーサン 1｣9. .152.080.0
洋麻 . ･7.2 23.1･3.2麻袋輸入の防過､国内自給目標､作付転換
亜麻 1.6 23.114.4

煙草 . ■2ゝ.4 ･9.9 4.1国内自給を考慮
甜菜 69.0 300.0 4.3輸入の防過
大豆 42JO1.3 4730.0-1.1~輸出の増進

高梁 . 日4241.8 4600.6 1.1対日輸出確保 反当収量の増加､.ニ荒地の復興による
粟 3439rA/ ･3590.0 i,0民食自給確保 L .反当収量め増加,l串荒地の復興による1

表6-4 清洲農産開発五力年計画第 一年度 における作付面積 と農産物増産計画対 照表

.面 鶴;/jl;産量/千 トン / ･∴産量/千トン 張 防 F.産量/千トン
水稲. * 7.+39 442.0 封.9 548..0 #★ 75l 106.0

大麦 3+l90 192.0 B:9Ol 192.0 柄/喜藁:Ol 0.0､
}レー→サン ..㌔ 3 1..8 +<jTe∵約諾 3/1 感節 汚0 1.3
洋麻 ■ 招指 祭+籍.栄 7 0.7..r 読aTj.遂 Oll _.2.0.～ ･1.3
亜麻 lR藷 1..7. +浄 -さ 2..9 39(+ 1..2.p&(.

L二 a ∫ +
葉煙草 蒙 ,i∴8 2.4.維 tqJ,'jjジ 雛 2.9 +04 0.5
青汁菜 . a餅 十F)i海63 51.0 V71a Ol 134.0 + 83..0

巨細ぎ ★

注 .横 山敏男『満洲 国農業政策』東海 堂 1942年 80～81貢より作成

1937年､5月 10日か ら 15日にかけて､関東軍の主催 による農業政策審議委員会が開催

された｡委員会は五 力年計画 を遂行す るために行政機構改革 を発表 し､｢農業政策綱要｣
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として答申した｡

農育部門の改良助成方策から林制の確立､さては土地制度の大綱樹立に及び､--農

事合作社を中心とする､金融 ･生産 ｡流通 ･利用の統制をなし､依って農家経済向上を

図ると共に増産計画の要望に応ぜしめんとなせる--農事合作社乃至は農事協同組合

の組織普及を以て滞洲農村向上に資せんとする思想は､この農政審嵩会に依って表明さ

れた39｡

農業政策審議会の答申を受けた清洲国産業部は､｢日活ブロックの強化と農産物の自給自

足化を図るため重要農産物の生産配給統制を断行することとなり--∴農業統制の実行機

関には一県一組合主義｣40によって農事合作社を設立することとな?た｡1937年 6月､農

事合作社が設立された｡農事合作社の生産統倒方針は以下の通 りである｡ 適地適作主義

-､適地適作主義に基き農産物の生産割当を行い地域的に作物転換を行わしむ

二､農作物の輸出入は種類を指定しこれを国家管理とす

三､米 ･小麦 ･棉花 ･大豆 ･庵 麻 ｡煙草 ･甜菜 ･ケナフ (洋麻)I/レーサシ (歯科)

等の重要農産物の生産､販売を統制す

四､農作物の専売制は米のみとしその他梓国家管理の下に価格統制により自給関係

の円滑を期す41

その後､日中全面戦争が勃発 し､｢支那事変完遂の目的の下に:日本が第一次の物資動

員計画を樹て｣ 42､1938年初の関東軍第四課 ｢満洲国産業開発五年計画第二年度以降対策

二関スル意見｣ に基づいて､満洲国は 5月の修正案を決定した｡この修正案の農業関係に

ういては､対象農作物を当初案の十五種.目に更に四種 目を付加 して十九種 目になったoそ

の新種目は蕎麦､枠憲､荏と落花生である｡

棉花､葉煙草､甜菜の九種目｡

(Ⅱ)国民生活安定に関するもの :高梁 ･L粟 ･玉萄黍 ･枠憲

(Ⅲ)戦時故に平時の軍需に応ずるもの :水稲 ･大麦 ｡燕麦 リレーサン ｡亜麻 ･藻麻 `

43

羊の修正案が 1937年の計画に対して異なる点の､第一は､軍需作物の増産のみに偏る

のではなく､大豆を中心とする普通作物の増産をはかることであった.これらめ普通作物

の増産目的は療三国に対する輸出に置かれた｡琴するに､清洲国本来の基本作物の増産に

より農民生活安定と生産力拡充をするという意図が明確である｡第二は､虚溝橋事件後の

華北侵攻により大麦 ｡燕麦 ･/レーサン ･亜麻 一蔑麻などの軍需作物の確保が出来るようは

なったため､軍需作物の地位が低下した｡他方｣華北地方の食糧不足問題は深刻であり､

日本農業は特に食糧の長期戦下における脆弱性が呈し､清洲国の農業動員による食糧不足

-112-



第六章 日中戦争による ｢満洲国｣農業政策の転換

.を填補し､日本 ･満洲国 ･華北占拠地における農業関係は一層強化された｡

以上を要言すれば､この時期の清洲国農業政策の中心は米､小麦､大麦､燕麦､ルーサ

ン､ケナフ (洋麻)､蔑麻､棉花などの軍需用作物が重視されたO-方､普通作物には､

カをいれていなかったと､も言えようQ日中全面戦争の勃発前後､満洲国農業政策が一転し､

満洲にある代表的な農産物である大豆を中心とする普通作物の増産に転換 したOこの政策

の転換は､日中全面戦争期の満洲国農業に､大きな彪響を.与えた｡表 6-1の生産統計によ

ると､満洲屠農業を大幅に増産することが難 しい､日中全面戦争期に日本や華北占拠地-

の供出を確保するために､普通作物の増産を目指す同時に､清洲農村の蒐荷も重視する策

-転換することは次項で検討する｡

2 農産物統制政策の展開と限界

本項の課題は､満洲国政府が行った農産物統制の具体策の推移 と実態を把握することで

ある｡

A 米穀統制 ･糧穀統制 血特産統制 (1937年 8月-1939年 11月)

滴洲産業開発五力年計画による魔大な資金44投入と日中戦争全面化によって､一時的に

安定 したか見えた農産物をはじめとする物価は上昇 し続けた｡そのため､満洲国政府は

1937年 8月 3日､前述した増産対象作物である米 ･小麦粉 ｡燕麦 ･玉萄黍 ･粟 ･藻麻など

の価格を抑制すべく ｢暴利痕蹄に関する件｣を公布 した｡1938年 2月 26日に国家総動員

汝を公布 し､4月 12日暴利取締令を改正強化した｡451939年 7月 28日物価委員会に串い

て ｢時局物価対策大綱｣の基本方針が明示 した｡大綱の特徴は以下の通 りである｡

(-)諸経済建設計画を積極的に促進せ しめることを一般的な基準とし､かつこれと

並んで国民安定をはかるために､' 理論より実践を重視するo

(二)戦時適正価格の安定を目標とするが､国内物資､輸出入晶不急不要品､代用可

能品につき各々その特殊性に照応 して定める｡

(≡)重点主義により､先ず一般消費資材､生活必需品､家賃､労賃などに主力を注

ぎ､生産蛮材については日満物動計画に即応 して､現在の統制機構を整備強化

するとともに､物資委員会との関聯において別途に考慮する0

(四)つねに日本との関聯を考慮する46｡

これは 1938年関東軍の ｢修正案｣に比べて､対象農産物が基本的に同じであり､輸出

振興並に輸入防過に関するものと国民生活安定に関する普通作物であることが分かる｡

以上の法令を補強するために､配給機構の整備にも着手 し､特殊会社を中枢嘘関として

統制を行 うことになった｡満洲国は普通作物の小麦類に対 しては小麦統制会社､米穀に対
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しては米穀統制法による糧穀会社を設立し､大豆 ･大豆粕 ･大豆油などの特産三品に対し

ては大豆専管公社など統制機関を設立した｡

先ず日中全面戦争の勃発後の 1938年 9月満州製粉連合会が設立された｡従来､清洲に

は小麦 ･小麦粉の生産量は消費量より少なく､そのため無税で輸入されていた｡自給自足

をはかり･輸入を抑えたため､1934年 11月から外国粉に輸入税を課した｡更に､1937年

｢産業開発五力年計画｣の現地調弁主義に沿って､小麦に対して増産計画を立て､国内の

製粉業を線護助長する策を講七た｡,しかし､日中全面戦争の勃孝畔 より､上海製粉土場の

封鎖 と華北地方需要増大 ･木目場急騰4T7のため､清洲国民主食物の-である小麦 ｡小麦粉の

価格も暴騰し､小麦に対する統制は緊迫に必要になった｡1938年にはまず地域別配給統制

のため､小麦粉配給統制組合を設立した,.そこで一1938年 9月 5日国務院会議におい七 ｢小

麦粉根本対策｣48を決定し､全国的に統制を強化した｡それと共に､1938･年 11月清洲製

粉連合会を設立した｡これは 1939年 12月に浦洲穀粉管理会社に改組され､小麦 ･小麦粉

の統制が行われた｡

小麦の統制を行 う同時に､滞洲国は米穀をはじめとする主要糧穀の統制にも着手 した｡

貿易統制法の 1938年 7月の改定により､輸入品目に高梁､●小麦及び小麦粉､米が追加 さ･

れた｡日本開拓民と朝鮮移民の増加によって､米の消費量が増加し､更に日中全面戦争轟

,期化による軍需調弁の増大により､米の確保が求められた｡｢今 日ノ如キ未曽有ノ飯米飢

健ヲ現出十 49により･､米の生産 ｡輸入 ･配給を調整.し､価格の統制を実施すべく｡ 1938年

11月米穀管理準を公布したO清洲糧穀会社も12月に実行機関として設立されたO同時に､l

米穀以外の主要糧食の確保のため､1939年 2月に ｢主要糧穀帝制法｣を公布 し､包米 ･高

梁 ｡粟など配給統制を実施 した｡これによって､清洲糧穀会社は､米穀をはじめとする満

洲主要糧食の統制を行った｡その統勧方針は以下の通 りである｡

-､清洲糧穀株式会社は主要糧穀 (差当り高梁､包米)の蒐貨､配給及一元的輸出

を行 うこと

二､主要糧穀の主要出廻地に於ける主要糧穀取扱業者をして主要糧穀の配給統制に

協力せしめんが為組合を結成せしむること

五､清洲糧穀株式会社は国内大口需要考に対しては､直接配給を行い国内市場に対

する配給に付ては当該市場に於ける配給業者の組合等を通 じてこれを行 うの

外､必要と認むるときは直接小売を行 うこと輸出に就いては直接又は他に委託

して一元的に之を行 う事

六､疎府は必要に応じ主要出廻を除く他の出回地に於ても主要糧穀笹関し価格の公

定､その他主要糧穀に関し価格の公定､その他主要糧穀配給統制上適当なる措
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置を講ずること50

米穀統制､糧穀統制につづいて､1939年 9月に ｢重要特産物専管浜 ｣ が公布され､大豆

三品に対 して統制もはじまったO従来､満洲の大豆は最も重要な輸出特産品であり､最大

の輸出市場はヨーロッパであった｡日中全面戦争開始以降､日本国内の化学工業の戦時動

員のために､化学肥料生産が低下卜 清洲大豆の需要が拡大するO 特に､1939年のヨーロ

ッパ戦の勃発により､日本以外の最大輸出地が封鎖状態に落ち込んだので､満洲大豆の輸

出先は日本本土が中心となった｡1939年 9月の日清農政研究会第一回総会で､石坂常任幹

事は､大豆に関する統制策 ｢は日本側輸入統制機構に即応し日本に於ける低物価政策､生

産力拡充計画に支障を来さざるや う_対 日輸出価格の適正を図ること-日本側で大豆及大

豆粕が肥料として非常に重要なものでありますので､日本側に於ては清洲から入って来る､

大豆及大豆粕合せての輸入機構 ｡国内に於ける配給機構等を整備 し､これに依って一般的

統制を行い｣51と述べた.1940年 3月 23日衆議院予算総会席上､河野一郎も満洲大豆の

低価格と重要性を言及した｡

- 清洲の大豆､雑穀の値上げについては､我が国の諸物資､殊に肥料､飼料の価

格にも影響するところ大なるものがあるので∴･--清洲国政府 としては強制収累の

方睦をとることも考慮している｡この場合市価が公定価格より多少上廻っている事

情も考-若干引上げをしたが,'強制収賞を行ふことが出荷の円滑を期す上において

妥当なりと考へ られたのである0--我が国の現状と,しては価格低廉も必要ではあ

るものの､清洲農産物の確保をさらに需要なりと認め､大局上の見地からこれを承一

課するとともに満洲国政府当局に対 し供給を確保につき一段の努力を要望 してい

る次第である｡52

つまり､清洲国の大豆統制は日本の化学肥料不足の補充の役割をもつようになった｡大

豆三晶に対する統制政策げ､いかに低価格の大豆を日本-供給することに置かれたOそこ

で 1939年 11月に満洲特産専管公社を設立し､清洲の大豆に強制収買･価格統制を行った｡

1937年から1939年にかけての農産物に対する統制策の重点は､生産政策から流通統制

-と転換 したO各農産物統制機蘭は清洲主要農産物の蒐荷統制を開始したO表 6-5の蒐荷

実績によって､この時期の統制成果が､その後の本格統制と比べて好成績であったことが

わかる｡清洲穀粉管理会社 ･満洲糧穀会社 ･滞洲特産専管公社の設立は､主に農産物流通

を統制するためであった｡三統制機関はいずれも当時の農事合作社が運営している交易市

場で販売 していた農産物の統制を行った｡しかし､この時期の統制政策には大きな危機が

存在 していた｡第二に交易市場以外の農産物販売行為がなかなか統制できなかった｡第二

に 1940年以降の物価上昇は激しく､公定価格と交易市場の蔭で闇の価格騰貴と市場拡大

が顕在化 した｡
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表6-5 滴洲国農産物年度別生産量､販売量及び農村保留量 単位:千トン

1937年 1938年 19~39年 1940年 1941年.1942年 .1943年 1944年_総平均
生産量ー 16592 19321 18060 19704~ 18706 17627 19424 19287 118465

販売量 数量 7707 8349 8678 4724 ~5495 6048 7670. 8926 7200
比率 46.4% 43.2% 48.lワも 25.3% 29.4% 134i3% 39.5% 46.3% 39.0%

注.東北物資調節委員会 :丁東北経済小筆書一一農産(流通篇上)｣1948年2月 5-6貢より作成

B 本格的な統制政策の展開 (1939年 11月～1941年)

1939年 11月､専管公社が設立され､最も重要な-大豆も統制下に入るようになったO専

管公社は糧桟或いは痩商が鉄道で輸送する浪保大豆53と豆餅を買収 し､指定された池坊で

加工 し､製品は全部買収するのである｡専管公社は現物を買収する以外に､有力特産商の

三菱､三井､宝隆などと浪保大豆を先物契約で買収 した｡当時鉄道で輸送する大豆量は約

全体輸送量の 7-8割であったため･､農産から出荷された大豆を鉄道沿線で統制する｡蒐

荷 目標が達成できるだろ うと予想 した｡しかし､専管夷施後の 1939年 11月上旬混保大豆

の鉄道受付数量時前年の一 日平均 7050トンから1939年の-1日50トンまで激減 したO同

時に北浦同様小口払の数が増加 し､大豆の加工品の輸送量は 1958年同期の 700トンから

1939年の 2000トンに増和 した｡54っまり､農民は公定価格が低いため､浪保大豆を避げ

た｡1939年 11月から1940年 1月までの大豆出廻量は昨年同期の 55万 トンより､40万 ト

ン55も出廻量が不足 したため､蒐荷は失敗 した｡

蒐荷不足と蒐荷促進の席題は､満洲国末期の農業統制政策の重点であった｡澗洲国は､

中央官庁の機構を塵備するほか､収買政策を更に徹底的に改革 し､幾つかの措置を.採った｡

まず特産専管法を改定すること.1ら40年 2月 10日から､重要産物は浪保大豆以外の農産

物及び農産物加工品に使用される大豆粕などを指定 した｡つぎに､興農合作社を設立する

こと.01939年の蒐荷失敗を回避するために､,金融合作社 と農事合作社を合併 し､1940年 4

月に琴農合作社を設立し､満洲国農村に対する一元的な統制機関としたO第三に､農事合

作社が担当している交易市場の経営を興農合作社-移管 し､8月に ｢農産物交易場汝｣を

公布すること｡ 清洲各地に数十年間存在 していた糧桟 と橿市は禁止 され､交易は興農合作

社の交易場と収冥所 (表 6-6)に限定された｡第四に､農産物購買を制限すること. 1940

年 9月 17日 ｢滞洲国｣国務縛理官邸会議室で､･農産物資の蒐荷配給機構強化再編成をめ

ぐって十一省次長懇談会を行なった｡この懇談会の決定により､10月に入ってから■､満洲

国の各地での糧桟組合が本格的に発足 した｡

主要糧穀統制強化方策従来の主要糧穀統制を-括 し､新に主要糧穀管理汝を制定､統

制の完壁を期する新牲制定に伴い焼鍋業､制粉業に対する統制を強化 し金融等も極力引
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績め 糧機に再検討を加 え各県旗別に新組合を結成せ しめ組合に対 しては強力なる許

可制を採 り､特産取扱は糧横を含め56

事940年に成立 した糧桟組合数は･94､1941年には42､1942年には 18､1943年には 0で

あった｡組合に結成された 2277軒である｡ 184県､2317軒の糧桟の 98%を占めた57｡ 満

洲周 は直接に農産物蒐荷を担当する糧横の直接統制を行お うとした｡第五に､出荷奨励金

制度を導入する羊とO この制度は早めに農産物を掌握 し､闇貿易を防ぐために､規定期間

内に出荷 した農民に対 し七､-定の奨励金を渡すも㌢のであるO その内容は以下の通 りであ

る｡

大 ､豆 60託当 り2.32円 (1940年 10月 1日-1941年 1月 31日)

米 穀 60託当り1.80円 (1940年 10月中) 1.20円 (11月中) 0.60円 (12

月-1月末 日)

.高梁 ･包米 60庇当り1.20円 (1940年 10月 1日-11月 15日)58

表6-6 1940年満洲国各省交易場と収買所数

長春市,吉林省 1龍江省 .北安省 黒河省 ■三江省 . 東安省 .牡丹江省 演江省 間島省

交易場数 ー 110 35 40 r7 38 .20 25 ~55 4.9
収買所数 ー 7 2 +3 _1

収買所数 ･2 25 18 5 ･37 101

1941年度の統制政策の うち､最も重要な政策は統制機関の合併 と･先銭制度の実施であっ

たO第-は､L農産公社の設立である｡ 前途 した清洲農産物の統制は橿穀会社､穀粉会社 と

専管公社で行われたが1この三特殊会社の統制対象は米､橿穀 (高梁 ･包米 ･穀子など)､

大豆及び各種油料作物､小麦､麺粉など五項 目があり､そ叫 と対応する統制絵素は米穀管

､理法､糧穀管理法､特産物管理法､小麦製粉業統制汝､麺粉専売法などであった｡統制を

,開始 した最初の段階には､戦局の進展により､各作物ゐ需要も違 うため､統制の方式 ｡流

通経路も相違 していた占三特殊会社は別j再こ各種農産物の統制を行った01'941年に入ると､

農産物に対する統軸を厳格に実施するため､各種農産物の統制手段も画一的になったO清

洲国は三特殊会社を ｢統合すべきである｣59と認識 し､8月に合併 して農産公社を設立し

たO農産公社は滞納国政府 と一体になって農産物の統制に取 り組む体制ができた0第二に､

先銭制度が実施 された｡農産物の ｢青田売買｣と闇貿易を根絶 し､農産物を出荷する前に

確実に掌握するために､満洲国興農部は出荷奨励金制度を廃止 して､同年 4月から先銭制
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度の実施すると発表したoこの制度の概要は塀下の通 りであるO各村 ･屯長に命 じて､増

産由荷の目標を定めて､当該村 ･屯で出荷する前に興農合作社と契約を締結させる｡政府

はその契約に対して 100キロの農産物に1園の先銭奨励金を支払う｡この 100キロの 1園.

の金額は ｢小麦の場合はこの･1園は価格の5%にも達せざるに､包米 ｡高梁に於ては 10%に

達する｣60という｡当時の農民の状況に即してみると､決して少ないものではないと考え

られる｡契約した村 ･屯長と各農家は､_収穫後､契約した出荷量を出荷しなければならな

いというものであった｡この制度の実施により.､清洲国の各市 ･県 ･旗には ｢増産出荷推

進本部｣をつくった｡清洲国の行政機構は全面的に出荷動員に介入した｡出荷状況は1940

年度より良くなったが､ただ統制以前に比べると､先銭制度実施でもたらす蒐荷成績はま

だ目標に達成していなかった.一方､満洲国行政機構の動員と満洲農村事情の掌握により､

その後の出荷促進成功の基礎となる｡

3 小 .結

こうして､日中全面戦争後の農産物統制政策は､従来の ｢企画纏済下の統制｣｡｢農民生

活安定 ･農業改良｣という増産政策から､現地増産と農産物統制を重視する政策-変化し

た｡日本帝国主義の戦争に適応するために､満洲農産物に対する統制が強化された｡満洲

の農業は ｢日支に対し多量の糧穀を供給するに努む｣61という地位に置かれた｡この統制

政策を応じて､1937-1939年にの農産物流通統制によって､蒐荷実績はあがIつたoしかし､

流通統制下 ｢一方高騰せる一般物価に対し農産物統制価格は低廉にして｣62､物価と公定

価格の差がどんどん拡大し､1940年 ･1941年には農民の ｢惜売｣(交易市場に売ら率い)

状況は急激に増加 した｡蒐荷の目標は前三年度平均の半分ぐらいしか達成できなかった｡

1941年 7月 28日には､清洲国は ｢七 ･二五物価停止令｣63を公布したが､公定価格を変

動させない措置に対して実際の物価である闇価格は上昇 し続けた.1941年に蒐荷統制が失

敗すると､闇市場は清洲国の統制体制と対立する重要問題になった｡

Ⅲ ,アジア太平洋戦争期の農業統制政策

ここでは､アジア太平洋戦争期に出荷統制策がいかに強化されたか､統制政策と対立す

る闇経済の実態はどこまで広神 こ存在したかを検討する.

1 農産物蒐荷政策の強化

1940年と1941年に連続的に出荷統制が失敗したため､1942年度の統制は更に徹底的に

行われた｡全浦省次長会議では蒐荷のために ｢農民向生必需物資特に綿糸 ｡織物の優先的
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配給する-富農不在地主に対する出荷工作の協力-集団出荷は過去非常に成績がよく､今

後も奨励されたい､闇取引は厳重に取締｣,64ことが決定された｡第一は､農民に対する棉

布など生活必需品の配給である｡ 満洲国の生活必需品 (棉布 ･塩 ｡火柴 ･靴下など)は主

に日本製晶に頼っているため､戦局悪化と共に生活必需品の配給は非常に不足になった｡

農産物出荷を促進するために､農産物を出荷した農民に優先に生活必需品を配給し､特に

農民が最も好ましむ棉布の配給によって､農産物出荷促進の効果が大きくあらわれた｡第

二は､集団出荷である｡前年度の先銭制度の実施により､契約した出荷量以外の農産物を

統制するために､｢屯｣を一単位として集団出荷を行 うことになった｡これを担当するの

は ｢行政 ･興農合作社 .協和会｣という三位一体の体制であるo農民が独自に出荷する行

為を禁止し､特に地主･富農層農家の農産物を闇に流出すること防ぐこととした｡第三は､

銭租制度の実行である｡清洲農村には､小作料はほとんど現物支払いや現金 ･現物半々支

払いで行われてV･､た｡前述した各統制制度は満洲地主小作料の農産物を統制していないた

め､この部分の農産物は相当に闇-流出してしまったため､統制政策を動揺させた｡本年

度から､不在地主の小作料を現蛎で納めることを禁止し､現金で支払 うことになった｡1942

年以降の物価は日々高くなった650 1940年から配給手帳制度の実施により.､地主 ･富農は

現金があっても市場から必需品が購入できなくなった｡つまり､地主 ･富農の現物地租の

代わりに､清洲国が発行した紙幣を用いることになった｡以上の制度の実施により､前年

度出荷量よ650万 トン以上の増加を実現した｡出荷統制は成功軌道正乗ってきた0

1943と1944年度には､出荷統制政策は従来の統制政策の変更点はなかったO 主に前述

した各政策の補正や配給量な●どを調整することだけを行った｡最も注目される措置は農産

物出荷革が滞91日国中央一省一市一県 ･旗一村一屯に沿って規定され､前嘩した先銭制度と

契約を排除し､直接に行政指令で出荷量を規定することになったのである｡｢報恩出荷｣

と瀞 する強制出荷を広範に実施した｡この担荷量を実魂するために､満洲国の経済警察を

動員 した｡滞洲国の滅亡までに､出荷統制はやっと統制経済前のレベルに戻った｡

以下は樺旬県と教化県の警察が出荷政策に重要な役割を果たした例である｡

樺旬県の警察官の指導に素る輸送挺進隊と云ふめがあった｡樺旬県は通化県につら

なる山岳地帯である冬め､例年出荷は土地の凍結を待って把翠を以って交易市場に'

搬出するのを常としたQ所が今年度は早期出荷のため土地道路の凍結以前に出荷せ

ざるを得ないのど､･村内の少数大草を動員して警察官が之を指揮して輸送挺進隊を

編成し集団出荷をなすことになった｡∴--教化県の如き山岳地帯であって車馬数少

きため県の出荷計画により､全県の車馬を動員しこ各警察署中心となり部落の計画
I

的集団出荷を実施 し､割当を完了せる部落車馬は直ちに他の部落に増援され､割当

を終った警察管区の車馬は又直ちに他の管区に増援され､かくして腐難な条件にも
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拘らず全県の割当を東部県中第-位の成績を以って完了した066

このようにアジア太平洋戦争期の農産物蒐荷政策の強化を検討 してきたが､1942年から

の強力な統制政策により､蒐荷実績が良くなって､1943年と1944年の蒐荷量はほとんど

日中全面戦争期に入った頃のレベルに戻った｡

2 農産物闇市場の実態

別稿では統制経済期に入ってから､満洲農村では統制経済圏に対して､村屯有力者の不

法占有されていた配給物資が闇に流出され､一部農民も手元の生活必需品を流出させ､土

着資本と行商人の資金と商業ネットワークの運営により､農村闇市場が形成されたことを`

検討 した67. しかし､農村闇市場に関する調査資料は非常に少ないため､この闇市場はど

こまで成長したか､どのぐらい規模があったのか､なかなか検討しにくい｡ここでは､｢都

市購買力実態調査報告｣68を利用して､1944年 7月時点の満州国三大都市の闇市場の実態

を検討する｡

′A ハルビンの ｢老客児 (出張員)｣

ハルビンは北浦農村を背後地として､糧食関係の工業と商業が発達していた｡特に､借

家旬 (現在の道外区にある)はハルビンの起源地として､背後地の農産物を収集するとと

もに､農村-の生活必需品も供給する｡借家旬にある土着資本は各坤の農産物を収集する

ために､｢触手としての 『老客児 (出張員)』(老客児は糧棲従業員の中堅)が各地に派遣

されて居て､糧桟は老客児を通じて､各地の市況､取引監視､受渡の監督､買付､販売等｣

由を行っていた｡従来老客児は常に自己代理店に宿泊するが､1944年の時点で､老客児の

閤活動はどんどん拡大してきた｡老客児は顧客として旅館に投宿し､旅館を利用して商品

の所在､数量､売買条件などに関する情報を積極的に収集し､または旅館で比較的安全､

秘密に取引を行われた｡老客児は ｢旅館に常時七十万円乃至百万円の現金が予託され｣70､

相当な農産物闇貿易を行っていたことが推測できる｡

B 新京 (長春)の小販児 (立売人)

1944年になると､満洲国首都の新京には､人通りが一番多い大馬路約 2kmの間の両側の

歩道に立売人が多かった｡このような人は営業許可がない露天商人であり､黒市小販児と
I

呼ばれた｡彼らは都市の街頭に出没し､清洲国の警察はなかなか取締が難しいので､大馬

路を中心とする東両馬路から七馬路まで立売人の闇取引を放任していた｡新京に ｢八百人

の小販児と推定して､一人五円をはせると毎月十二万円は消化出来｣71に達した｡当時の

特配階級でも配給できないリンゴは､主に南満洲の果樹園であるため､彼らは ｢鉄道の従

業員 と連絡し､駅前渡｣72を通して､果物も販売していた｡

C奉天d)食糧不足
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奉天は満洲国第-大都市としては､消費量が非常に多いため､1944年の時点で物資配給

が非常に不足した｡表 6-7によると､奉天の物価縛平均指数は新京 ･ハルビンより高い0

時に食糧民価は相当の価格差がある｡ 少なくとも､奉天の食糧を中心とする･生活必需品配

給は非常に不足していたのではないかと考えられる0160万人の中国系人口中､.28万余の

労需特配を受ける労働者階級を除いて､残りの約 130万人口は 1944年 現在配給物が非常

に不足である●o 更に､奉天には 15万人の流動人口が存在しているとされた｡彼 らは全く

配給物資を受け入れておらず｡全部闇市場の依存によって生活-していた73｡ 特配を受けて

いる日本系の人々にある程度に配給不足状態となった｡1944年の奉天では､中国系の人々

の食糧は約 70%が闇市場に依存し､日本系め人々には約 40%以上が闇市場に依存していた

とい う74｡

表6-7 1944年8月満洲国三都市民価指数(1941年12月を100基準とする)
ハ′レビン 新京+ .奉天 ..

主食晶 .624 540~.1 724..1

衣料品 826.7 ･784.1 801.3
燃料雑品. ･.713 648.21 673.3

注.滞洲中央銀行調査部:『都市購買力調査報告』1944年12月 208頁より

以上各都市の闇市場について一部の事例を取り上げたoここからアジア太平洋戦争期の

満洲国農産物闇市場の状況はある程度に推定できる｡満州国民の日常生活は､.闇市場と深

く依存していた｡清洲国政府は農産物闇市場を黙認した｡満洲国の農産物統制政策に対し

ては､大量の農作物が闇市場を適して､統制体制外に流出していた｡そして､闇市場の農

産物価格は滞洲国日常生活の実際の物資価格となった｡｢公定価格制｣は闇市場の存在に

よって､実際には維持できなくなった｡

小 括

清洲国建国当初の農業政策の基本方針は清洲を日本の資源基地とし､統制経済手段を導

入することであった｡それに基づいて､･初期には ｢統制的農業開発｣を目指したが､経済

恐慌と事変後の混乱などのため､農相は非常に窮乏状態は陥ったOかかる事態に対応すべ

く､関東軍 ･満洲国は自給自足 ･地方生活安定という政策に転換した｡ただし関東軍は実

質的に農業を軽視 したので∴増産と転作の成果はほとんど見られなかった10,

1936年から農業政策は ｢現地補充主義 ･現地調弁主義｣という ｢農業統制経済｣に転換
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したC満洲国は農業を重工業と同じ重要な産業と見なしたO農業-の投資不足で従属地位

は変わらなかった｡日中全面戦争勃発により､清洲農業の役割は ｢適地適作主義｣ 的に清

洲在来農産物を増産し､日本 ･華北に供出することに転換された｡日中全面戦争の長期化

により､滞洲国の農業政策は流通機関の統制と蒐荷促進-と変わった｡1937-1939年には

流通機関の統制によって､蒐荷成績は目標に達成したといえる｡､しかし､公定価格と実際

価格の差が拡大するごとによって､流通統制は限界に達したら1940･1941年には､農民は

農産物を交易市場に搬出しないまま､闇-流出したので､闇市場はどんどん顕大したO

アジア太平洋戦争以降､満洲国の農産物出荷統融策は更に徹底的に行われた｡農民-の

生活必需品配給 ･集団出荷 ･銭租制などが実施され､出荷量は増加 した｡1943i1944年に

は実質的強制出席-の転換により､蒐商美顔は1937-1939年のレベルを達成した｡しかし､

滞洲各地にある魔大な闇市場の形成が促 された｡清洲国は実質的に清洲各地の闇市場を承

認 しそれによって､農産物統制政策は農村から解体した｡

.滞洲国初期 日中全面戦争期 アジア本平洋戦争期

.政策立脚点 . 自軍 統制 強力な統制策

経済地位 軍需基地 ..自給自足 対日従属 対 日全面鍵属

革卓領域 生産促進政策 流通統制 p生産統制

目標作物 南根元麦など経済作物供出 普通作物の供出 清洲農業ゐ対 自軍供払

如象農重層 富農 .地主 清洲一般の農畠 . .軍農 .地主を含狩る全満農民
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1 風間秀人 :『満州民族資本の研究一 日本帝国主義と土着流通資本-』 緑蔭書房 1993年

2風間秀人 ･飯塚靖 ｢農業資源の収奪｣(小林英夫 ･浅田喬二編 :『日本帝国主義の満州支配-一十五

年戦争を中心に』 時潮社 198早年)
3 解学詩 『偽満洲国新編』人民出版社 1995年 541頁

4 山本有造 :『｢清洲国｣経帝史研究卦 名古屋大学出版会 2003年
5滴洲史研究会編 :『日本帝国主義下の潤洲一一 ｢満洲国｣成立前後の経済研究』御茶の水音 1972年

6 ｢満州事変機密政略関係 日誌其のニ｣暗和 6年 12月 9日 (『現代史資料 7 (満州事変)』 みすず書

房 1964年)291-292貢

7 同前

8 ｢満洲国経済建設綱要｣(大阪時事新報 1933.3.>1)
9 ｢農産救済恒久策に大豆減段案採用｣(満州 日報 1934.2.10)

10 ｢農産救済恒久策に大豆減段案採丹｣(満州 日報 1934.2.10)

11拙著 r清洲国期の農村経済関係と農民生活一一吉林省永吉県南荒地村を中心に｣ (新潟大学現代社

会文化研究科 ･環 日本海研究室 『環 日本海年報』第 17号)I

12拙著 ｢i9,30年代における ｢清洲国｣地方財政構造の変化｣(新潟大学大学院現代社会女化研究科 『現

代社会ヌ化研究』第 50号)参照
la注:実業部経費の農業関係支出:農事試験場 275,432元､綿羊改良場 75,259元､家畜防疫費 127,928

元､L枠憲種繭場 36.,026元､地方勧業費 228,718.元､産業奨励費 圭204,374元､計 1,947,737元.
｢康徳三年総予算｣(中国 ･吉林省満鉄資料館所蔵)118-140貢より

14 ｢清洲国財政部が地方金融に努力｣(清洲日報 1934.6.22)参照

15前掲 拙著 ｢清洲国期の農村経済関係 と農民生活--吉林省永吉県南荒地村を中心に｣
16 ｢満州農民よ､何処-行く｣(『満州評論』 第六巻四号､1934.1.27 4頁)

18 日滞農政研究会新京事務局 『清洲農業要覧』1940年 1123~1126頁

19 前掲 ｢金融合作社の沿革と業績(1-3)'｣
20 滴洲国実業部臨時産業調査局帝 『農村実態調査報告書』第 15巻 1989年復刻 龍渓書舎 173貢

21南滞洲鉄道株式会社調査部 『双城県二於ケル農民カラ聴取醜査覚書』 1939年 28~100頁

22 荘 子繭査対象金融機関は①興農今作社､②大興公司 ･私当､③清洲中央銀行 ･滴洲興業銀行 ･東洋
拓殖株式会社 ･横準正金銀行､④国内普通銀行 ･●商工金融合作社､⑤滞洲拓殖公社 ･開拓協同組合､

@糧桟及其他商人金融､⑦地主及農家相互金轡などセある｡
23 滴洲調査機関聯合会 ･農業金融調蚕委員会 :『農業金融調査報告書 (第一帝 金融機関ノ現状二関
スル調査)』 1943年 6月 225-226貢 (アジア経済研究所 『張公権文書』R4-3)

24 前掲 拙著 ｢清洲国期の農村経済関係と農民生活-一吉林省永吉県南荒地村を申しに｣参照

25 滴史会編 甘清洲開発四十年史』(上巻)謙光社 1964年 ,774貢
26 『特産取引事情 ･上巻』1942年 606貫

27滴洲国史編纂刊行会編 『清洲国史_･･各論』1974年 789貢
28横山敏男 『清洲国農業政策』東海堂 1942年 28頁

29拙著 ｢『清洲国』初期の農村租税公課に関する考察- 北満地方を中心に｣(新潟大学大学院現代社

会文化研究科 『現代社会文化研究』第 48号)参虚

30 前掲 『清洲国史 ･各論』1974年 790頁

31前掲 『満州軍旗資本の研究- 日本帝国主義と土着流通資本-』緑蔭書房 1993年 108貫
32 前線 『特産取引事情 ･上巻』703貢

33 前掲 『清洲国農業政策』東海堂 1942年 78貢

34 前掲 『滞洲国農業政策』東海堂 1942年 79貢

35 満鉄産業部編 :『満洲経済年報 (昭和十二年 ･下)』1937年 149頁

36 満鉄産業部編 :『満洲経済年報 (昭和十三年 ･､下)』1938年 2.71貢

37前掲 『清洲経済年報 (昭和十三年 ･下)』1938年 27卜272頁

38前掲 『満洲国農業政策』東海堂 1942年 82貢

39満鉄産業部 :『滴洲経済年報 (1937年 ･下)』 改造社版 128貫

40 ｢農事合作社新設 ･満州国､農業統制方針｣読売新聞 1937.6,24

41 同前

42 同前
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43 前掲 『滴洲国農業政策』J東海堂 1942年 83頁

44 前掲 『｢清洲国｣ 経済史研究』名古屋大学出版会 2003年 37貫参照

45 暴利取締令に関することは､詳しく前掲 『清洲国史 ･各論』1974年 533~534貢参照

46 ｢満洲に於ける物価問題 (了4)｣(東京朝 日新聞 1939.ll.22-1939.ll.29)

47 ｢前途多難の製粉界-一内外から加る圧迫材料｣(中外商業新報 1937.8.23)

48 ｢小麦粉根本対策｣(清洲 日日新聞.1938･9.6)
49 吟爾潰鉄道局附琴課 :『滴洲農産物諸統制駄ノ実施ガ管内経済界二及ホセ'ル影響調査 (其ノニ)』

11940年 9月 15-16貢

注 :ページ番号は筆者より作成

50 ｢満州糧穀統制成る 高梁包米も統制 (上 ･下)｣(国民新聞 1939.10.25-1939.10.27)

51 日満農政研究会 :『日滞農政研究会第-同総会速記録』1939年 109貢
52滴洲評論社 :『満洲に於ける農業政策の藷問題』1942年 64貢

53 年 :浪合保管制犀 とは､清洲甲の鉄道及港湾などの業務は満鉄は一括管理され､輸送上の便利のた
めに､保密 と混合保管に分けられる｡依頼する貨物が依頼者を主体する■ではなく､倉庫業者の

立場か ら荷物を保管する土とである｡例えば､石油､アルコール､大豆､根､染料などがあるC

東北物資調節委員会 :｢東北経済小叢事-｣農産 (流通篇下)｣1948年 2月 ≠12-13貢より
54 ｢専管制実施 と大豆出廻｣(｣『清洲評論』賓 17巻第 23号 1939年 12月 5頁)

55 『満洲評論』第 18巻第 3号 1940年 1月 24京

56 ｢現行専管綾を廃 し新法を公布 十一省次長愈歌会 意見完全一致｣(｢清洲 日日∴新聞｣1940.8.18)

57興農合作社 中央会普及部調査課 :『糧桟組合及組合員二関スル調査､統計篇』 1943年 12月より

計算

58 ｢新穀出荷促進策成る｣(『満洲評論』第 19巻第 15号 1940年 10月 2京)

59 ｢農本公社案の意味｣(『滞洲評論』第 20巻第 12号 1941年 .3月 2貢)･i
60 ｢農産物増産蒐荷新方策に裁て｣(『満洲評論』第 20巻第 17号 1941年､4月 22貢)

61 ｢農業･､ 日清一体一一新体制案きょう七相会意人｣(大坂朝 日新聞 1941.1.9)

62 ｢農産物統制の窮極｣(『満洲評論』第 18巻 13号 1940年 3月 18頁)･

63勅令第百八十一号 『物価等臨時措置法』‥･1941年 7月 25日以降､･物価は 7月 25日までの癖価に従
って､停止する｡

64 ｢(情報)増 産蒐荷､金満省次長会議開催｣(『澗洲評論』第 23巻第 20号 1941年 11月 28貢)
65

新京･奉天･ハルビン三都市民価類別指数表 ､1941年12月-100

注.滞洲中央銀行調査部 :『民価調』 1944年 6月 2貢により作成

66警務総局経済保安科編 :『満洲国の経済警察』 1943年 234､235貢

67 拙著 ｢『清洲国』統制経済下の農村闇市場問題｣(新潟大学大環東アジア研究センター『環東アジア

研究センター年報』第 5号)

68清洲中央銀行調査部 :『都市購買力実態調査報告』1944年 12月

69滞洲国実業部臨時産業調査局 :『農村実態調査報告書 (第 10巻 農産物販売事情篇)』(龍渓書舎

1989年復刻)74-75貢

70 前掲 『都市購買力調査報告』 133頁

71同前 34頁

72 同前 33頁

73 同前 208頁より参照

74 同前 210頁
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満洲国農業関係年表

1932年 3月 1日

3月

8月

1933年 3月 1日

5.月

193r4年 3月 30日

12月 27日

1935年 6月 21日

7月 15日

1936年 5月

8月 10日

10月

8月 15日

193ウ年 1月 25日

5月 1日

5月 10-15日

5月 15日

6月 28日

8月 3日

12月 9日

1938年 2月 8日

2月 26日

4月 12日

5月 14日

6月.1日

8月 23日

9月 27日

建国宣言

奉天に金融合作社が酸立

満洲療産物取引統制案 (農業倉庫の合理化 ･農業金融の抑制)4

満洲国経済建設綱要

官商糧棲機構全廃■

金融合作社聯合会設立 (奉天 .書林 ･斎々吟爾の金融合作社総処廃止)

特産中央会 (販路開拓- 関東軍､澗洲国実業部､満鉄)

日滞経済共同零点会設立 (関東軍特務部撤去)

清洲国第二期経済建設要綱 (関東軍司令部)

湯尚子会議 (｢清洲産業開発五年計画｣骨格決定一 関東軍 ･滴洲画 ･

満鉄)

貿易緊急統制法公布 .

満洲産業開発五年計申綱要 (関東軍司令部)

重要産業統制睦公布 (5月 10日施行)

滴洲国農業政策審議委員会 (農事合作社の設立を明示)

満洲国農業政策大綱

農事合作社設立要綱 (7月には全国 75県に農事合作社を創立)

暴利取締に関する件
∫

貿易統制法公布 (貿易統制汝に基く輸出及び輸入の制限に関する改正の

件 ｢輸出入制限令｣)

満洲国産業開発五年計画第二年度以降対琴二関スル意見(関東軍第 4課)

国家総動員法公布 (5月 11日施行)

暴利取締令 (経済部､治安部､産業部の共同部令)

草葉開発五年計画修正案

小麦粉最高標準小売価格公定 (6月 5日実施)

小麦及小麦粉需給調整並二価格統制応急実施要領

満洲製粉聯合会設立
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11月2日

11月2日

12月･27日

12月

12月㌔

1939年 1月 '

3月 23日

3月 25日

4月 8日

7月 28日

8'月 11日

9月 11日

9月 29日

9月

10月 17日

10月 17日

11月2日

11月25日

12月 25日

1940年 1月

1月 9日

2月 18日

3月 23日

6月 20日

7月 13日

8月 29日

9月 28日

9月 30日

10月 21日

米穀管理法公布 (1939年 6月 1日施行)

満洲糧穀株式会社絵公布 (12月 2日同社設立)

生活必需品配給統制要綱

満洲綿花株式会社設立

満洲麻袋組合設立

清洲物資動員計画実施

満洲生活必需品配給株式会社設立

原棉 ∴綿製品統制法公布

三大国策決定 (産業五力年計画 ･開拓民政策 ･北連振興政策)

時局物価政策大綱

対 日期待重要物資発注統制に関する布告 .

大豆買入価碍決定 ,

生活必需品価碍並配給統制要綱 (物価委員会)

治安部警務司保安科及び各都市警察庁保安科に経済保安股設置

重要特産専管汝公布

清洲特産専管公社法公布 (11月 1日同公社設立､特産物取引所解散)

主要糧穀統制絵公布 (高梁､玉萄黍､粟)

食糧品最高小売価格制

満洲穀粉管理株式会社法公布 (1940年 1月 16日同社設立､清洲製粉聯

合会を改組)

小麦粉専売価格引上

興農合作社設立綱要

特産､主要糧穀､麻袋等公定価格引上

興農合作社絵公布 (4月 19日興農合作社中央会設立)

物価及物資統制法

主要生活必需品価格並配給統制要綱 (企画委員会)

農産物交易場法裁可法公布

不当利益等取締規則 (暴利取締令廃旦)

特産物専管浜公布 (重要特産物専管牲廃止､大豆三晶に拡大)

物価物資統制汝第 7秦に基く物品販売価格表示に関する件 (物品販売

価格表示令)
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10月

12月 6日

12月 27日

1941年 4月

6月 23日

7月 14日

7月 25日

&月 5日

9月 2日

10月

12月 22日

1942年 2月 15日

6月 1日

11月 12日

1943年 1月 20月

7月

12月 21日

1944年 2月 21日

1945年 4月 30日

8月 18日

主要農産物出荷促進に関する農家生活必需品特別配給要領

麻繊椎畏び麻製品管理法制定公布､満洲麻袋株式会社設立

案工晶の蒐荷及び配給制限に関する件 (興鹿部令)

農産物増産出荷奨励金制度 (先銭制度)

繊椎及繊維製品統制汝公布 (原綿綿製品統制蜂廃止)

清洲農産公社法公布 L(8月 1日同公社設立､農産物統制機関一元化)

価格等臨時措置牲 (公定制以外の商品の価格を 7月 25日現在で固定､

7I25物価停止令)

生曙物資配給要綱制定 (切符制実施)

第二次産業開発五力年計画 (秦)決定

自粛価格､公定価格の立法化 (10月 21日現在で固定)

戦時緊急経済方策要綱

綿製品切符配.給制度開始 .

通帳切符生活配給統制規則制定施行
～

専修晶q)輸入禁止令

戦時緊急農産物増産方策要綱

農産公社が浦洲麻袋を吸収

日満食糧 自給措置要綱

清洲農地開発公社法公布

非常用物資備蓄陰豪布

樽儀退位 ｡清洲国滅亡
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終章 満洲農村社会支配性質の検討

L本論は､清洲国初期 (1932年-1935年)､日中全面戦争展開期 (1936年-1941年)､ア

ジア太平洋戦争期 (1942年-1945年)における満洲国の農村支配を､租税徴収と農産物出

荷に焦点を当で､満洲国の支配ではうまく県以下の農村まで浸透していないことを検討す

るものである｡

ここでは､本論の内容を整理して､L*論結論を説明したい0

第一章 ｢『清洲国』初期の農村租税公課に関する考察一一北浦地方を中心に｣で早ま､清

洲国初期の由税 .県税 ･村営を中心として､億 村徴税負担関係を追究した.農業関係甲国

たO農業関係徴税はっいてみると､村費は国税 ･県税より多く加担されていた｡農村財源

は最末端の村行政の維持のために使われていたことが分かった.さら'に南荒地村の徴税状

況を検討した結果､村費は自衛団費 ･警察 ･保甲など組織の椎持や人件費 ･銃弾費などに

使われていた｡農相行政機構が肥大化したと推測できる｡この重い負抱はほとんど農村中
∫

堅階層に課税され､農村全体の貧困化と所得格差の拡大をもたらした0

滞洲国初期には､農村地耳はけっして安定的な状態ではなかった｡満州事変後の動乱や

それにともなう困難によって､中央権力はなかな農村部まで届かなかった｡ー清洲農村は各

自の利益を守るために､多額の村費徴収は実質的に各自の村行政組織の運営のために使わ

れた｡そこに､清洲国の中央集権に対して､制度上に強化する必要があるO

第二章 ｢『滞洲国』期の農村経済関係 と農民生活--吉林省永吉県南帯地村を中心に｣

では､南荒地村を例として村の経済実態を丹念に追跡 したOこねの村では､単純に地主と農

民が存在したのではなく､土地経営層 ･農業労働層 ･零細土地層が村の基本的枠組を構成

したO農民はほとんど土地を持たず､高額甲小作料を取られ､農産物販売に際して糧榛に∫

搾取された｡また農村部の金融体系が不備であることを明らかにした｡このような経済状

況の下で､農民は農業生産と生活を推持するため､親戚 ･友人関係に頼って高利の資金を

借 り入れざる庖梅なかった.南蔑地相の農民は農業の再生産はなかなか維持できず､社会

不安や農産物と労働市場の変動などの影響を受けやすい状況にあった0

満洲国初期には､前述した徴税と村行政の以外には､最も農民生産生活と関わっている

農業金融と農産物販売に対して､清洲国国家行政はなかなか介入できなかった｡第六章で

検討 したように､金融合作社は成長し続けて､土着資本の農業金融シェアに対 して相当打

撃を与えたが､親戚 ･友人薗係の農業金融は頑固的に存在していた｡一方､土着資本は農
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産物販売を支配した｡第六章で農産物支配を目的とする集荷政策を検討する必要が生じた｡

'第三章 ｢1930年代における 『満洲国』地方財政｣では､満洲国中央政権に対して､省 ･

県旗市 ｡街村などの地方財政状況を検討した0滴洲建国後､迅速中央財政を確立したが､.

地方財政は主に租税に依存した｡1933年初めまでに､清洲国は省財政を廃止し､国の中央

財政と県の地方財政を確立した01933年初～1936年 7月には､県を中心として税制統-を

進めた｡1936年 7月～1939年には､省財政の再建 ･県財政の充実 ･街村財政の統轄を行っ

た｡その結果､省財政が弱すぎ､県旗市財政の発展不均衡､街村租税不公平など深刻な間

藤存在 し続け､潤洲国中央集権の農村浸透を阻害した｡

この時期には､滞洲国の支配は財政面では､県を中心として､省 ･県旗市 ･街村の地方

財政ぺ浸透する策を調整 したが､新たに深刻な問題が絶えずに生年出した｡清洲国はこれ

ら問題を解決 し【でいないままに､日中全面戦争勃発後の物資不足の時局に突入した｡支配

重点は財政から農産物集荷-転換 した｡したがって了こうした形式上に､或いは相対的に

地方支配によって､戦時中の動見 ･統制の支配力を強化やきることは原理的にありえ庵い

という性格を有している｡

第四章 ｢日中全面戦争期の 『満洲国』農村経済と統治状況--1939年の双城県四つ屯の

聴取繭査を中心に｣で埠､L｢双城県二於ケル農民カラ聴取調査発熱 を利用して,t日中全面

戦争下における満洲国農村支軒の実態に通ろうとしたQ双城県下の四屯では､由掛 ま相当

増税したカ主､村費はほぼ増税していなかったo少なくとも満洲国の行政徴税めカは県まで

であったことが分った｡それによって､村の機能は一部鈍化された｡ただし､選挙によっ

て農村にいる地方の有力者が超用されたO同時に､農事合作社の交易市場統制 ･.金融合作

社の金融浸透なギによって､清洲国の支配は部分的に農村部まで届いたo=れも表 6-5(本

論 116頁)の 1938年 ｡1939年の集荷量から推定できる｡■

土の聴取調査によると､相当の農民は当時の交易市場統制､公定価格 と街村公所に対 し

て良い評価をした｡これによって∴清洲国の農産物支配も良い成績を残 した｡四屯の農民L

はほとんど交易市場に農産物を販売していた.ただし､基本的に公定価格で販売すると｢損

にならない｣という前提がある｡戦局の悪化とともに､1940年から実際の物価が高くなり､

農民は交易市場に農産物を売らなくなった｡農産物は闇市場に流出することによって､農

産物を中心'とする軍配は画餅となった｡

第五章 ｢『清洲国』統制経済下の農村闇市場問題｣では､満洲国末期の農村社会に存在

した闇問題を把握する｡ここでは､農村にある統制構造､･農民の統制に対する要望 と闇市

場形成原因､清洲農村繭市場の実態という三つの課題を検討した｡統制経済期には､県以

下の満場は配給統制機構によって統韓されたO生活必需物資が十分に農民に届かなくなっ

たO'r行商人一村 ･屯の有力者一農民｣と･いう ｢三位一体｣の闇市場が形成され､｢行政-

1129-



終章 満洲農村社会支配性質の検討

協和会-合作社｣ という ｢三位一体｣ の配給統制政策と対峠し､共存した.つまり､ここ

では完全的に支配できない闇システムが形成され､拡大した｡この闇システムは清洲国の

県一街村の農村支配構造を大きく動揺させた｡
∫

物資不足の深刻化と1統制の強化は闇市場を成立させた必然的な結果である.これまでの

満洲国闇市場に関する研究は､基本的に満洲国の都市の闇市場や経済数量的な闇市場の考

察などに限定されていたO 闇市場の農産物や配給品がどのように農界から闇市場へ流出す

るのか､統制構造甲の農産物や配給品はどこから闇市場-流出するのか一番重要である｡

第五章では少なくとも農村にある蒐市と村屯有力者が相当に闇貿易に関与していたことを

解明した｡今後もさらに引き続いて検討する必要があると考えている0

第六章 ｢日中戦争による 『清洲国』･農業政策の転換｣では､本論の時期区分に沿って､

満洲国が清洲農村に対する統治の展開過程を分析し､清洲農村支配策が強化されると同時
I

に､裏面にはどのような矛盾が生じたか､そのような矛盾はどう日本の満洲支配を動揺さ

せたかについて､農業政策面から考究した｡蘭東軍当初の意図は清洲農業経済を統制によ

って軍事資渡基地として利用しようとした｡ただし､現実には困難で､初期の満洲国は農

菓経済を自給自足策とすると転換した｡初期には関東軍の廃業軽視により､金融策と市場

策は農村税収確保に止まっていたた･め､農業政策はうまく農村まで浸透 していなかったO

日中全面戦争展開期には､関東軍は農業生産を重視し､滞洲の軍需作物生産にカを入れよ

うとする｡しかし百中全面戦争の勃発によって､清洲国は日本の全体戦略中食糧供出の地

位に転換され､普通作物生産を中心に生産させた｡生産促進を重視すると向時にも流通の

統制も強化された｡戦局の発展とともに､流通統軸に転換 し､出荷達成を農業政策の中心

畢際価格が逆転し､統制策は限界に華したo太平洋戦争期には､蒐荷政夷は一層強化され

たので出荷量はだんだん回復したが､蒐荷政策に反発する闇市藤も急激に拡大した｡ここ

では滞洲三大都市の闇市場一部現象を取り上げて､農産物統制政策に対する強い反発を検

討した三

･この-達磨の業政策の推移で､清洲国は清洲農村を完全的に掌握しようとした｡満洲国

展策は日本の戦略に深く組み込まれたoしかし､政策が強化され'ると同時に､矛盾も深葬り

となった｡満洲国は形式的に農村支配を強化したが､実際には農村支配は根底から動揺し

てしまう｡

以上の検討の結果､本研究では以下の幾つの点を明らかにした｡

その-は､満卵国は農村末端まで掌握しようとする近代的集権国家としては最初の革み

についてである｡ このよ うな支配は張権力の支配とは､相違した支配構造である｡ 国 ｡省 ･

県旗市 ･街村の行政調整とともに､徴税権限なども調整 した｡その結果として､中央集権
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を象徴する国税は増加し､それに対して､村行政に関する税収権限は中央に統帝 された｡

ただし､近代化とともに､満洲農村従来の村行政機能の一部は鈍化された.

その二は､清洲国の農村統治は県一街村まで支配を浸透していなかった｡清洲国支配の

農村浸透は表面的に見れば､街村行政と徴税を中央に集中･したが､街村以下の有力者や農

民は実質的にその支配策と対抗する側面が現れた｡

その三は､満洲国ゐ農村支配を動揺させたものは､農村支配を強化 しようとする統制,政

策であらた0滴洲国は農産物支配を実現するために､満洲土着資本と地方市場を排除した0

1937-1939年には統制経済圏を創出し､良い成績を残 した｡しかし同時に､反対面の非統

制経済圏を強化させたO統制経済圏に参加せきないものは闇経済という纏済圏を形成し､

疲制経済と対抗したOその結果､満洲国は実質的に闇経済を取締ると同時に､黙認した三

滴州国の崩壊により､統制経済圏も一気になくなった｡非統制経済圏の闇市場は現実の経

済秩序と､なった｡

以上､本研究が満洲国展村社会の研究の､さらには日本帝国主義研究の重要な一課題で

あるばかりか､近代中国農村社会史研究の重要な-課題で もある｡
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